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平成19年12月第６回人吉市議会定例会会議録（第１号） 

平成19年12月４日 火曜日 

────────────────────────── 

１．議事日程第１号 

平成19年12月４日 午前10時 開議 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議第 90号 平成19年度人吉市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第４ 議第 91号 平成19年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 議第 92号 平成19年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議第 93号 平成19年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第７ 議第 94号 平成19年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議第 95号 平成19年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議第 96号 平成19年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議第 97号 平成19年度人吉市梢山工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議第 98号 人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第12 議第 99号 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第13 議第100号 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第14 議第101号 人吉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

 日程第15 議第102号 人吉市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

 日程第16 議第103号 公益法人等への人吉市職員の派遣等に関する条例の制定について 

 日程第17 議第104号 人吉市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第18 議第105号 人吉市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議第106号 人吉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第20 議第107号 人吉市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第21 議第108号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第22 議第109号 訴えの提起について 

 日程第23 議第110号 訴えの提起について 

 日程第24 議第111号 訴えの提起について 
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 日程第25 議第112号 訴えの提起について 

 日程第26 諮第 ３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第27 議第 71号 平成18年度人吉市水道事業特別会計決算の認定について（継続） 厚 生 

 日程第28 議第 88号 平成18年度人吉市歳入歳出決算認定について（継続）      決特委 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

２．本日の会議に付した事件 

 ・議事日程のとおり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

３．出席議員（20名） 

１番    松 岡 隼 人 君 

２番    井 上 光 浩 君 

３番    豊 永 貞 夫 君 

４番    川 野 精 一 君 

５番    笹 山 欣 悟 君 

６番    村 上 恵 一 君 

７番    西   信八郎 君 

８番    松 田   茂 君 

９番    永 山 芳 宏 君 

10番    福 屋 法 晴 君 

11番    森 口 勝 之 君 

12番    田 中   哲 君 

13番    本 村 令 斗 君 

14番    立 山 勝 徳 君 

15番    仲 村 勝 治 君 

16番    三 倉 美千子 君 

17番    山 下 幸 一 君 

18番    下田代   勝 君 

19番    簑 毛 正 勝 君 

20番    大 王 英 二 君 

  欠席議員 なし 

────────────────────────── 

４．説明のため出席した者の職氏名 

市     長    田 中 信 孝 君 

収  入  役    大 松 克 己 君 
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監 査 委 員    篠 﨑 國 博 君 

教  育  長    鳥 井 正 徳 君 

総 務 部 長    秋 山 健 兒 君 

企 画 部 長    井 上 修 二 君 

福祉生活部長           尾 方   篤 君 

経 済 部 長    俣 野   一 君 

建 設 部 長    丸 山 善 利 君 

総 務 部 次 長           深 水 雄 二 君 

企 画 部 次 長           上 田   泉 君 

福祉生活部次長    久 本 一 富 君 

経 済 部 次 長           蓑 毛 幸 一 君 

建 設 部 次 長           山 上   茂 君 

秘 書 課 長    福 山 誠 二 君 

地域生活課長    東   俊 宏 君 

財 政 課 長    井 上 祐 太 君 

福 祉 課 長    椎 葉 幹 夫 君 

農業振興課長    中 村 憲 司 君 

管 理 課 長    松 田 知 良 君 

会 計 課 長    大 石 宝 城 君 

水 道 局 長    濱 田 芳 彰 君 

水 道 局 次 長    多 武 芳 美 君 

教 育 部 長    浦 川 康 徳 君 

教 育 部 次 長    中 村 明 公 君 

教育総務課長           坂 崎 博 憲 君 
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監 査 委 員                         松 江 隆 介 君 
事 務 局 長              

────────────────────────── 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局     長    永 田 正 二 君 

次     長    赤 池 謙 介 君 

庶 務 係 長    村 並 成 二 君 

書     記    和 泉 龍 二 君 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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午前10時 開会 

○議長（大王英二君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより第６回人吉市議会定例会を開会いたします。 

 会議を開きます。 

 本日の議事は、議席に配付の議事日程によって進めます。 

 議事に入ります前に、お手元に配付しております議長会の報告、その他の報告事項につき

ましては口頭報告を省略し、書類報告にかえさせていただきます。 

 なお、関係書類につきましては、それぞれ議会事務局に備えてありますので、御一覧いた

だきますようお願いをいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日程第１ 会期の決定   

○議長（大王英二君）  それでは、これより議事に入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 本件については、去る11月27日、議会運営委員会が開催され、会期日程等について協議が

なされておりますので、これについて議会運営委員長の報告を求めます。（「議長、11番」

と呼ぶ者あり） 

 11番。 

○11番（森口勝之君）（登壇）  おはようございます。平成19年12月第６回人吉市議会定例

会に当たりまして、去る11月27日午前10時から議会運営委員会を開きまして、会期日程等に

ついて協議をいたしておりますので、御報告を申し上げます。 

 まず、会期につきましては、本日12月４日開会、５日から10日まで休会、11日、12日一

般質問、13日一般質問及び委員会付託、14日常任委員会、15日、16日休会、17日、18日常

任委員会、19日休会、20日委員長報告、採決、閉会ということにいたしております。 

 一般質問につきましては、質疑を含めた一般質問とし、通告は12月７日金曜日午後３時に

締め切りまして、登壇順位は抽せんにて決定することにいたしております。 

 今回から一問一答制による一般質問とし、質問回数につきましては、制限なしとしており

ます。質問時間は従来どおり50分以内、登壇１回、２回目から質問席にて行うことに決定を

いたしております。 

 また、継続審査となっておりました議第71号平成18年度人吉市水道事業特別会計決算の認

定について、及び議第88号平成18年度人吉市歳入歳出決算認定については、本日、委員長報

告、採決することにいたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（大王英二君）  会期の決定については、ただいまの委員長報告どおりに決定するこ

とに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大王英二君）  御異議なしと認めます。よって、日程第１、会期の決定は委員長報

告どおり決定をいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（大王英二君）  次に、日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

 署名議員に９番、永山芳宏議員、10番、福屋法晴議員を指名します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日程第３ 議第90号から日程第26 諮第３号まで   

○議長（大王英二君）  次に、日程第３、議第90号から日程第26、諮第３号までの24件を一

括議題とし、直ちに執行部の説明を求めます。 

○市長（田中信孝君）（登壇）  皆様おはようございます。第６回人吉市議会定例会のはじ

めにあたりまして、発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。しばらくの間、お

時間をいただき、所信の一端を述べさせていただきたいと存じます。 

 本年、４月の統一地方選挙では、20人の選良された市議会議員の皆様方とともに、私自身、

マニフェストを市民の皆様方にお示しし、市長として市民の皆様方の負託を得ることとなり

ましたことは、大変、栄誉なことであり、また、身の引き締まる思いでございました。就任

以来、今日まで、毎日が、緊張の連続でもございました。 

 この間、市民の皆様方のお励ましや議員各位の御協力、そして、市職員並びに関係団体の

方々のお力添えをいただきまして、曲がりなりにも今日まで歩んでこられましたことに、ま

ず以って、心から感謝申し上げる次第でございます。 

 今年は、長雨や台風による災害は、幸いにもこの人吉地方には、さしたる実害もなく、安

堵いたしたところではございますが、日本各地や世界各国では、数々の自然災害が発生し、

それに伴う痛ましい犠牲に対し、心からお見舞いを申し上げたいと存じます。 

 一方、夏から秋にかけまして本市では、大変うれしい出来事がございました。球磨工業高

校カヌー部の高校総体での男子総合優勝、第７回高校生ものづくり全国大会の木材加工部門

において、同じく球磨工業高校伝統建築コースの３年生、村山功真（かつまさ）君の初優勝、

第二中学校出身の桑原俊選手の世界体操選手権での男子団体総合準優勝などは、この人吉球

磨地方におきまして、歴史に残る画期的な出来事であり、また、県民体育祭では、クレー射

撃競技において人吉市チームが見事１位を獲得されるなど、各分野においても輝かしい実績

に賞賛を送った１年でございました。 

 10月25日に横浜市で開催されました全国女性消防操法大会におきましては、本市の女性消

防隊の皆さんが、初出場ながら、47チーム中、10位入賞を果たされるなど輝かしい成績を残

されたことは、本市消防団の歴史に大きな足跡を残す出来事でございました。 
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 さらには、11月４日に阿蘇みんなの森において第31回全国育樹祭が、皇太子殿下の御臨席

を仰ぎ、盛大に開催されましたが、本市からも林業功労者をはじめとして、林業関係者など

が参加され、「この地球の未来を拓く緑の力」のテーマの下、中原小学校と東間小学校の緑

の少年団の皆さんの堂々とした行進も披露されました。本市といたしましてもこれを機会に

市民の皆様方とともに、緑は、空気や水を作り出し、我々が生存していく上で、最も大切に

していかなければならない資源として、さらに育て、守ってゆく機運を盛り上げてまいりた

いと存じます。 

 また、10月21日から11月28日の期間にて、開催させていただきました「市長と語ろう か

がやきトーク」は、市内６校区を、13回に分けて実施いたしましたが、多くの市民の皆様方

に御参加をいただき、熱心な御質問、御提案などをいただきましたことは、誠にありがたく、

この場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。これらの御意見とともに、９月１日

から18日まで実施いたしました人吉行政改革市民意識調査では、様々な御意見を約400人の

市民の皆様方からお寄せいただきましたが、いずれも今後の行政経営やマニフェスト推進の

過程の中で、早速、具体策を講じて生かしてまいりたいと存じます。 

 そこで、現在マニフェストの実現に向けましては、庁内において様々なプロジェクトチー

ムを立ち上げ、検討を進めているところでございますが、今後はこの取組に対して、いかに

市民の皆様に関わっていただくかという仕組みを構築していく必要があると考えております。

そのため、テーマごとに広く市民の皆様の御意見を聞く方法といたしまして、平成100人委

員会の設置を検討しているところでございます。 

 姉妹都市関係でございますが、去る10月８日から９日にかけて、友好都市であります静岡

県牧之原市の西原市長並びに大関議長に御来人いただき、おくんち祭りへの参加や相良家墓

地に献花をいただくなど、親交を深めさせていただいたところでございます。 

 これまで長年の友好都市関係の中で、定期的な交流がございませんでしたが、来年の富士

山静岡空港の開港も見据え、定期交流を基本として、新たな民間交流や産業交流など、両市

がこれからの友好関係について、再確認するよい機会となったものと存じます。 

 防犯関係でございますが、人吉警察署管内における犯罪の認知件数は、昨年に比べ増加傾

向にあり、街頭パトロールの強化など、関係機関とともにその抑止に努めているところでご

ざいます。 

 このような社会情勢の中、10月11日から20日までの10日間、「みんなでつくろう安心な

街」をスローガンに掲げ、全国一斉に「全国地域安全運動」が展開されました。昨年までは、

人吉警察署において、関係者が参加し出発式が実施されておりましたが、今回はこの運動を

地域住民の皆様により身近に感じていただき、さらなる防犯に対する意識の高揚を図るため、

校区防犯パトロール隊やこども王国保安官をはじめとする防犯ボランティア団体並びに人吉

警察署をはじめとする各防犯機関など、数多くの御参加をいただき、本市独自の出発式を実
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施いたしたところでございます。 

 今後につきましても、自治体・防犯ボランティア団体・警察など、関係機関が連携し、地

域ぐるみでの「安全で安心なまちづくり」の実現に向け、運動期間のみならず、常日頃の地

域安全活動の一層の浸透と定着を図るための取組を強力に推進してまいる所存でございます。 

 後期高齢者医療制度でございますが、平成20年４月の制度施行に向けて、運営主体である

「熊本県後期高齢者医療広域連合」と県内全市町村が協議を重ねながら準備を進めておると

ころでございます。また、本市におきましても、11月20日から校区ごとに制度説明会を開催

しておりまして、制度対象の方々が混乱されることのないよう、周知に努めてまいりたいと

存じます。 

 国営川辺川総合土地改良事業でございますが、利水関係６市町村長会議におきましては、

相良村長自らが６市町村長による６者協議の呼びかけをされたにもかかわらず、様々な利水

案の検討に入る前に、わずか２回目で、離脱されたことは、水を待たれる農家の皆様方をは

じめ６市町村におきましても、誠に残念の極みでございます。しかし、５市町村は、相良村

長にも毎回、手を尽くして呼びかけを怠ることなく、引き続き６市町村長会議を開催し、最

大限の努力を行い、これまで国営事業を軸として利水事業計画変更案を検討し、５市町村長

推奨案を策定し、揃って農家説明会が行えるよう協議を続けてまいりました。結果、御承知

のとおり、相良村長との足並みをそろえるには至りませんでしたので、事業の推進には直接

つながりませんが、関係農家の皆様へ情報の御提供と今後の事業の進め方を御説明し、併せ

て危機的状況などもお伝えしておく必要があると存じ、相良村を除く各５市町村は、11月

５日から12日にかけて説明会を実施いたしました。その一方で、皆様もマスコミを通じて御

承知かと存じますが、若林農林水産大臣は11月22日の閣議後の記者会見で、「地元６市町村

の合意ができていない状況。年末までに最終判断するが、予算措置は難しいと言わざるを得

ない」と述べられ、平成20年度予算要求を取り下げ、事業を一時休止する意向を明らかにさ

れました。このことは、将来の球磨郡市北部台地の早期農業促進につながらず誠に残念でご

ざいますが、「関係市町村が合意形成を図ることができましたら、いつでも事業の再開は有

り得る」という農水省の見解もございますので、引き続き利水関係６市町村長会議の足並み

が揃うよう再び、最大限の努力を傾注してまいりたいと存じます。 

 また、川辺川治水対策につきましては、国土交通省による「明日の川づくり報告会」が、

本市におきましても都合６回開催されたところでございますが、地域に根ざした御意見や経

験など様々にお話が出され、大変有意義であったと伺っております。国土交通省におかれま

しては、この川づくり報告会の成果を十二分に生かされて、河川整備計画に反映していただ

きますよう心から念願するものでございます。 

 農産物のブランド化に関しましては、８月23日の平林規好先生の講演を生産者から加工者、

消費者と、多くの方々にお聞きいただき、その後、その参加者の中からアンケートにお答え
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いただいた皆様方に御案内状をお送りし、どのような筋道を立ててブランド化を図るか１回

目の検討会を開いたところでございます。今後、プロジェクトといたしまして庁舎内に農産

物ブランド化推進会議と、その下に「農産物生産・加工推進作業部会」と「健康づくり推進

作業部会」の二つの作業部会を立ち上げ、健康を重点に置いた農作物の生産販売に力を入れ

ていきたいと念願いたしておる次第でございます。 

 さて、私が掲げさせていただきましたマニフェストも第四次総合計画とも連動させ、一貫

した取組が始まったところでございますが、まず、2009年夏に開業いたしますＳＬの熊本－

人吉間の運行は、ＪＲ九州様の温かい御配慮により実現するものでございまして、本市にと

りまして、誠に願ってもない大変ありがたい事業であり、本市の、「観光で生きるまちづく

り」にとりまして、千載一遇の好機と捉え、市民の皆様方とともに力を合わせ、大いに観光

客の皆様方にお越しいただき、人吉の魅力を御堪能いただくべく、私といたしましても最大

限の努力を惜しまない覚悟でございます。 

 そこで、さる10月22日から24日まで人吉球磨地方を見聞していだきました日本旅行作家協

会の兼高かおる会長をはじめ、３人の方々から様々な御意見を頂戴いたしましたが、今まで

の観光素材とともに、兼高会長から御指摘がありましたプラスアルファとは何かを模索しな

がら、観光客の皆様方に喜んでいただく仕掛けをしていかなければならないと考えておると

ころでございます。そのためにもまず、本市においでいただくお客様を最初におもてなしす

る玄関口として人吉駅の駅舎を含めた周辺の整備を検討しているところでございます。 

 現在、ＪＲ九州各列車をデザインされております水戸岡鋭治先生へ、本市のまちづくりの

ハード部分のコンセプト作成につき、御相談申し上げ、８月以降協議を重ねるとともに、同

時にＪＲ九州様にも様々なお願いをしておるところでございます。この事業計画を検討・推

進していくために、庁舎内において８月に立ち上げました戦略を考える「交通網の整備プロ

ジェクト」の中に、今回新たに具体的な構想を検討する「駅前活性化推進プロジェクトチー

ム」を11月に発足させまして、２年後の肥薩線ＳＬ復活、平成23年春の九州新幹線開通を視

野に入れ、近代化産業遺産に認定された人吉駅構内の石造り機関庫の新たな活用や駅舎の見

直し並びに駅前の周辺整備と大型バスを考慮した駐車場の整備及び駅を中心とした交通手段

や観光のための交通網の集積地の検討を始めたところでございます。 

 このように、駅を整備させていただきますと同時に、街中の見所をきちんと表示し、観光

客の皆様方に感動と喜びを与えることのできるように、ハードの再生とソフトの充実を大切

にしながら、人吉の街中を堪能していただく環境を街の随所に散りばめ、観光立市にふさわ

しいまちづくりに挑戦してまいる所存でございます。 

 次に、従前からそうでありましたように、今後も本市の観光の核となるべき城址公園の環

境整備でございますが、平成10年に設置されました「人吉城跡保存活用協議会」の推進部門

といたしまして、新たに「お城全体名城作戦」と銘打ってプロジェクトチームを立ち上げま
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した。駐車場や休憩場所など観光客の利便性を図るとともに、日本百名城の一つとして市内

外の皆様に誇ることのできる環境整備を検討してまいりたいと存じております。 

 私は、本市に点在する観光資源の掘り起こしに伴う産業振興を進めるに当たり、去る10月

12日に観光振興課を中心として、戦略を練る「魅力ある観光開発プロジェクト」を庁舎内に

立ち上げました。このプロジェクトにおきましては、この会議の中に今後、観光・福祉・環

境などの作業部会を設置し、市民や観光客の皆さんが本市の緑滴る自然の中で憩い、特に、

温泉町では木漏れ日や川面を眺めながら心を癒すことのできる環境が創出できるような構想

を、温泉町の皆様や人吉温泉観光協会のほか、関係各団体と協議を重ねながら、レベルの高

い観光地創りができるような取組をはじめたところでございます。 

 中心市街地活性化につきましては、商工会議所が事務局となりまして、民間レベルによる

中心市街地活性化推進委員会を10月26日に立ち上げられておりまして、現在、本委員会と三

つの分科会による活性化協議会設立に向けた検討・協議が行われており、本年度末までに取

りまとめられることになっておるところでございます。 

 企業誘致関係でございますが、このほど優遇措置制度や本市の魅力など新たな情報も掲載

した企業誘致パンフレットを２年振りにリニューアルいたしました。先月、東京で開催され

た熊本県企業誘致セミナーにおきましては、パンフレットの配布と工業団地のＰＲを行いま

した。また、本市独自の取組といたしましては、企業の支店が集中する福岡県内での説明会

開催案内と併せてパンフレットも送付いたしまして、企業誘致活動を行っております。この

外、ターゲットを絞った企業誘致ということで、県と連携を図り積極的に企業訪問などを行

っているところでございます。 

 次に、建設部の主軸事業でございますが、地方道路整備臨時交付金事業で整備を進めてお

ります市道中神鹿目線の球磨川架橋につきましては、平成16年度に着手し、平成18年度まで

に橋脚４基、橋台２基の工事を完了し、平成19年度では、上部工桁架設を施工しておりまし

て、平成20年度の完成を目指し鋭意努力しておるところでございます。 

 街路事業でございますが、紺屋町南町線外１線の大橋架替工事につきましては、11月20日

の第５回人吉市議会臨時会で契約内容の一部変更について御承認をいただき工事を進めてお

りますので、12月中旬には歩行者の通行ができる予定でございます。今後は斜路工、照明設

備、添架物設置、取付道路などの工事を進め、一日も早い供用を目指して鋭意進めてまいり

ます。 

 公営住宅整備関係でございますが、昨年度から引き続き地域住宅交付金事業として取り組

んでおります東間団地建替工事におきましては、本年８月に、第２期として４棟10戸の建設

工事に着手したところでございますが、工事は順調に進んでおりまして、平成20年２月には

既に完了しております第一期工事分と併せまして、９棟24戸の新しい東間団地が完成いたし

ます。 
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 学校教育関係でございますが、去る４月24日、43年振りに全国で実施されました「全国学

力・学習状況調査」について、10月24日付でその結果が公表され、本市は全国平均水準の成

績を収めました。「確かな学力」の育成を目標に、児童・生徒の学力向上に取り組んできた

ことの成果ではないかと受け止めているところでございます。今回の調査結果を分析しなが

ら学力の充実を図るとともに、今後とも人吉市教育目標に沿って、知育・徳育・体育・食育

の充実を目指してまいりたいと存じます。 

 文化事業関係でございますが、芸術の秋を彩る「人吉球磨総合美展」もことしで54回目を

迎え、10月20日から25日までの６日間、スポーツパレスにおいて開催いたしました。大賞を

受賞された山本哲也さんの彫刻をはじめとした絵画や写真、書道、工芸など６部門に会員・

会友・一般の265人から402点の出品があり、この内の313点の作品が展示されました。会期

中の６日間で2,000人を超える方々が御来場になり、質の高い芸術を堪能していただいたと

存じます。 

 61回目を迎えた犬童球渓顕彰音楽祭は、11月16日から18日までの３日間に碑前祭と学校発

表会、個人コンクール本選、市民参加の「音楽のひろば」を開催いたしました。本年１月、

犬童球渓先生の代表歌である「旅愁」は文化庁などによって「親子で歌いつごう 日本の歌

百選」の一曲に選定されましたが、これを機会に作曲家の故郷アメリカ合衆国との文化交流

なども検討してまいりたいと存じます。 

 今年は明治10年の西南戦争から130年目となり、11月27日から来年１月27日までの

２カ月間の日程で、人吉城歴史館を会場に特別展「西南戦争と人吉」を開催中でございま

す。また、特別展の初日には記念講演会を西郷軍側の本営となった永国寺で開催し、併せて

境内にあります「人吉二番隊の碑」の前で追悼式を行いました。この追悼式では、相良藩鼓

笛隊の厳かな演奏の下、県際の市町村長や戦没者遺族関係者、相良家先祖供養会、一般市民

の方々に多数御出席いただき、国の行く末を思いながら戦場に散った両軍従軍者の追悼を行

ったところでございます。 

 最後になりましたが、第40回歳末助け合い演芸会を、去る12月２日に開催いたしましたと

ころ、昼・夜の部ともに、例年になく多くの皆様に御来場いただきました。この場をお借り

いたしまして、御協力をいただきました皆様に、厚くお礼申し上げます。スローガンの一つ

にありましたように「みんなそろって明るいお正月」を迎えられますよう、寄せられた多く

の善意は大切に使わせていただきますとともに、これからも、笑顔が絶えないまちづくりを、

市民の皆さんと一緒に進めてまいりたいと存じます。 

 ここで、平成20年度予算編成に向け、その方針を定めましたので、御報告申し上げます。

先般、国が示しました「平成20年度地方財政状況の８月の仮試算」においては、地方交付税

総額を出口ベースで4.2％の減額と見込むなど、主要一般財源である、市税、地方交付税の

確保が大変厳しい状況となっております。また、都市と地方の格差も鮮明になってまいりま
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した。 

 しかしながら、少子高齢化の進展による社会経済情勢の変化に的確に対応していくために、

地域経済の活性化につながる様々な施策に取り組む必要がございます。そのために、本市財

政の健全化を一層進めながら、所要財源の確保に最大限の努力に傾注することはもちろん、

既存の事務事業についても、従来にも増して、その必要性・優先度の観点から評価見直しを

行い、財源の重点的・効率的配分に努め、質的に充実した予算となるよう予算編成の方針を

定めたものでございます。 

 市民の皆様方をはじめ、議員各位におかれましてもこの主旨を御理解いただき、今後の改

革改善に特段の御協力、御協賛を賜りますよう、心からお願いを申し上げる次第でございま

す。 

 引き続きまして、御提案申し上げております予算案、条例案、案件議案につきまして概要

を御説明申し上げます。 

 議第90号平成19年度人吉市一般会計補正予算案（第３号）は、国・県の補助事業の内示、

申請額による補正のほか、扶助費及び単独事業などの追加補正を行うものでございます。 

 歳入歳出にそれぞれ３億3,340万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を149億

6,730万円とするものでございます。 

 議第91号平成19年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算案（第２号）は、歳出の総

務費と予備費の組替えを行うものでございまして、歳入歳出予算総額の変更はございません。 

 議第92号平成19年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算案（第３号）は、国民健康

保険税の補正が主なものでございます。 

 歳入歳出をそれぞれ6,318万6,000円減額し、歳入歳出予算の総額を50億9,047万

3,000円とするものでございます。 

 議第93号平成19年度人吉市介護保険特別会計補正予算案（第２号）は、人事異動に伴う人

件費及び保険給付費などの補正を行うもので、歳入歳出にそれぞれ7,518万6,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を32億7,994万7,000円とするものでございます。 

 議第94号平成19年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算案（第２号）は、人事異動

等に伴う人件費の補正でございます。 

 歳入歳出にそれぞれ６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を4,047万5,000円とする

ものでございます。 

 議第95号平成19年度人吉市水道事業特別会計補正予算案（第２号）は、収益的収入及び支

出につきまして、支出の営業費用に63万5,000円を増額いたしております。資本的収入及び

支出につきましては、支出の建設改良費に560万円を増額いたしております。 

 資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額３億170万1,000円は、消費税及び地方消

費税資本的収支調整額1,068万6,000円、当年度分損益勘定留保資金１億6,979万
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4,000円と繰越利益剰余金処分額１億2,122万1,000円で補てんすることにいたしております。 

 議第96号平成19年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算案（第２号）は、平成19年度

公的資金補償金免除繰上償還に伴います公債費の補正等でございます。 

 歳入歳出にそれぞれ７億8,085万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を23億

9,021万6,000円とするものでございます。 

 議第97号平成19年度人吉市梢山工業団地造成事業特別会計補正予算案（第２号）は、歳入

歳出にそれぞれ322万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を943万4,000円と

するものでございます。 

 議第98号人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正案は、地方公務員の育児休業等

に関する法律の一部改正法の施行により、育児を行う職員が仕事と家庭を両立できるよう育

児のための短時間勤務制度が、国と同様に地方公務員においても導入されたことに伴いまし

て、条例の一部を改正するものでございます。 

 議第99号人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正案は、育児短時間勤務制

度の導入等に伴い、関係条文を整理するための改正でございます。 

 議第100号人吉市職員の給与に関する条例の一部改正案は、育児短時間勤務制度及び公務

能率を上げるために、任期を定めて雇用できる任期付短時間勤務制度を導入することに伴い

まして、職員の給与について改正をするものでございます。 

 議第101号人吉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例案は、地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に関する法律により制度化された任期付職員の採用等について、必要事

項を定めるため条例を制定するものでございます。 

 議第102号人吉市職員の自己啓発等休業に関する条例案は、地方公務員法の一部改正法の

施行により、職員の能力開発の促進を目的に、大学院、国際貢献活動などのため休業するこ

とを認める自己啓発等休業制度が地方公務員において導入されたことに伴いまして、条例を

制定するものでございます。 

 議第103号公益法人等への人吉市職員の派遣等に関する条例案は、公益法人等への一般職

の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、公益法人等への職員派遣について、必要事項

を定めるため条例を制定するものでございます。 

 議第104号人吉市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正案は、学校教育法等の一部

を改正する法律が公布され、引用している条文に移動があったことなどに伴いまして、所要

の改正を行うものでございます。 

 議第105号人吉市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正案

は、日本年金機構法において、雇用保険法等の一部改正法の一部が改正され、同法の施行日

が改められたことに伴いまして、先の９月議会で御議決いただきました「人吉市職員の退職

手当の支給に関する条例の一部を改正する条例」の未施行部分の施行日を改正するものでご
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ざいます。 

 議第106号人吉市国民健康保険税条例の一部改正案は、国民健康保険税の制度改正により、

平成20年４月から国民健康保険税の特別徴収が実施されることに伴う改正でございます。 

 議第107号人吉市体育施設条例の一部改正案は、公の施設であります市の体育施設につき

まして、地方自治法第244条の２第３項の規定により平成20年４月から指定管理者制度を導

入することに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

 議第108号公の施設の指定管理者の指定についての案件は、人吉市体育協会を体育施設の

指定管理者とすることにつきまして、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の御

議決をお願いするものでございます。 

 議第109号から議第112号までの４件の案件は、市営住宅の明渡し請求に係る訴えの提起で

ございます。市営住宅の入居者のうち、家賃滞納が長期に及んだ方に対しまして、法的措置

へ移行する旨の警告などを行い家賃の納入を指導してまいりましたが、改善が図られず、自

主的な滞納の解消が見込めないため、公営住宅法第32条第１項第２号及び人吉市営住宅条例

第38条第１項第２号の規定に基づき、市営住宅の家賃等の請求及び明渡し請求訴訟を提起す

るものでございます。 

 諮第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての案件は、平成17年４月

１日から３年間の任期で法務大臣から委嘱されていました新宮義正氏につきまして、任期が

平成20年３月31日をもちまして満了となりますので、後任として堀秀行氏を推薦することに

つきまして議会の御意見を求めるものでございます。 

 以上御提案申し上げております予算案、条例案、案件議案につきまして、概要を御説明申

し上げましたが、詳細につきましては、所管の責任者から御説明させていただきたいと存じ

ます。 

 議員各位におかれましては、慎重御審議の上、御協賛を賜りますようお願い申し上げます。

ありがとうございました。 

○企画部長（井上修二君）（登壇）  おはようございます。それでは、私の方から議第90号

平成19年度人吉市一般会計補正予算案（第３号）について、補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページでございますが、第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、事項別

明細書により御説明をいたします。第２条、債務負担行為の補正につきましては、第２表の

債務負担行為補正により御説明いたします。第３条の地方債の補正につきましては、第３表

の地方債の補正により御説明いたします。 

 ７ページをお願いします。第２表債務負担行為の補正でございますが、県庁研修職員住宅

借上料は、県出向職員の家賃の賃貸借契約が年度をまたぐ契約となることから、債務負担行

為を設定するものでございます。期間を19年度から20年度まで、借上料の支払いが前払いと

なります関係で、次年度の支払いは発生しないことから、限度額をゼロ円と定めるものでご
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ざいます。 

 次に、体育施設指定管理料は、市内11カ所の体育施設について、指定管理者制度を導入す

ることに伴い債務負担行為を設定するものでございまして、期間を19年度から24年度まで、

限度額を３億1,250万円と定めるものでございます。 

 次に、第３表の地方債補正でございますが、弓道場建設事業債及び地域再生事業債は、弓

道場建設事業の事業費の確定により限度額を変更するものでございます。 

 次に、第１条の内容につきましては、主なものを事項別明細書により御説明いたします。 

 11ページをお願いします。歳入でございますが、14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目

民生費国庫負担金8,256万円の増額でございますが、自立支援給付費負担金は、身体障害者

更生医療費の最終決算見込みによる補正のほか、生活保護費負担金の医療扶助の最終決算見

込みによる補正などでございます。 

 12ページをお願いします。14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金892

万1,000円の増額でございますが、延長保育などに対します次世代育成支援対策交付金の補

正などでございます。４目教育費国庫補助金1,457万9,000円の増額は、弓道場建設事業

の事業費の確定に伴う補助金の追加補正でございます。５目農林水産業費国庫補助金990万

円の増額は、林業用機械購入に対します農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の補正でご

ざいます。 

 13ページから14ページを省略しまして、15ページをお願いします。15款県支出金、２項県

補助金、２目民生費県補助金3,924万8,000円の増額でございますが、特別保育事業費

等補助金は、軽度障害児保育事業などに対する補助金でございます。そのほか学童保育運

営に対します放課後児童健全育成事業費補助金などの補正でございます。 

 16ページは、省略させていただきます。 

 17ページをお願いいたします。18款繰入金、１項特別会計繰入金、１目国民健康保険事業

特別会計繰入金609万9,000円の増額は、出生育児一時金の18年度精算に伴います繰入金

の補正でございます。 

 18ページをお願いします。19款繰越金を１億7,000万円増額いたしております。 

 19ページをお願いします。20款諸収入、４項雑入、３目雑入の1,889万9,000円の増

額補正は、一般廃棄物処理施設建設事業などの精算に伴う人吉球磨広域行政組合からの還

付金などでございます。 

 20ページをお願いします。21款市債につきましては、第３表で説明しましたので、省略さ

せていただきます。 

 次に、21ページをお願いいたします。歳出でございますが、各款、項、目の中に一般職給、

期末勤勉手当、共済組合負担金などの増額は、人事異動などによるものでございまして、説

明を省略させていただきます。 
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 ２款総務費、１項総務管理費のうち１目一般管理費471万2,000円の減額は、人件費の減に

よるものでございます。また、増額補正としまして、20年度県出向職員の住宅借上料及び防

犯パトロール用の備品購入経費のほか、トイレ水洗化に伴う地区公民館施設整備費補助金な

どの補正でございます。 

 22ページから26ページまでを省略させていただきます。 

 27ページをお願いします。３款民生費、１項社会福祉費のうち１目社会福祉総務費6,055

万4,000円の増額補正は、国民健康保険事業特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金な

どの補正でございます。２目心身障害者福祉費2,402万5,000円の増額補正は、重度心身

障害者などの医療費の追加補正などでございます。 

 28ページを省略させていただきます。 

 29ページをお願いします。２項児童福祉費のうち１目児童福祉総務費8,692万6,000円

の増額は、延長保育などに対します次世代育成支援対策補助金のほか、軽度障害児保育事

業などに対します特別保育事業等補助金、及び学童保育運営に対します放課後児童健全育成

事業補助金などの補正でございます。 

 30ページをお願いします。３項生活保護費のうち２目扶助費9,944万7,000円の増額

は、生活保護扶助費の最終決算見込みによる追加補正でございます。 

 31ページを省略させていただきます。 

 32ページをお願いします。６款農林水産業費、１項農業費のうち４目畜産業費180万円の

増額は、堆肥舎等家畜ふん尿処理施設整備に対する補助金の補正でございます。 

 33ページを省略させていただきます。 

 34ページをお願いします。２項林業費のうち２目林業振興費1,002万2,000円の増額

は、球磨川流域林業事業協同組合の林業用機械購入に対する農山漁村活性化プロジェクト

支援事業補助金などの補正でございます。 

 35ページをお願いします。７款商工費、１項商工費のうち１目商工総務費322万3,000

円は、災害復旧に伴う梢山工業団地造成事業特別会計の繰り出しでございます。 

 36ページを省略させていただきます。 

 37ページをお願いします。８款土木費、２項道路橋梁費のうち２目道路維持費700万円の

増額は、道路維持補修工事の追加補正でございます。 

 38ページは省略させていただきます。 

 39ページをお願いします。４項都市計画費のうち４目街路事業費450万円の増額は、大橋

の親柱４カ所に人吉ゆかりの文人たちの詩歌を焼きつけた陶板製作及び取付委託料などの補

正でございます。 

 40ページをお願いします。９款消防費、１項消防費のうち３目消防施設費59万9,000円の

増額は、木地屋、矢岳、大塚地区に設置しております衛星携帯電話の受信状況が悪いことか
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ら、アンテナを購入するものでございます。 

 41ページを省略させていただきます。 

 42ページをお願いします。10款教育費、２項小学校費のうち３目学校建設費155万

7,000円の増額は、大畑小学校特別支援学級教室改修工事の補正でございます。 

 43ページから45ページまでを省略させていただきます。 

 46ページをお願いします。６項保健体育費のうち１目保健体育総務費80万2,000円の増額

は、「人吉温泉マラソン大会」が「ひとよし春風マラソン」に名称を変更されたこと、及び

準備経費の増額補正のほか、九州実業団９人制バレーボール大会が、来年の３月22日から23

日にかけて本市で開催されますので、その大会運営費補助金などの補正でございます。 

 47ページをお願いいたします。14款予備費を953万2,000円増額いたしております。 

 以上で議第90号について補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきま

すようお願いいたします。 

○議長（大王英二君）  以上で、議第90号から諮第３号までの提案理由の説明は全部終了い

たしました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日程第27 議第71号   

○議長（大王英二君）  次に、日程第27、議第71号平成18年度人吉市水道事業特別会計決算

の認定についてを議題とし、厚生委員長の報告を求めます。（「16番」と呼ぶ者あり） 

 16番。 

○16番（三倉美千子君）（登壇）  おはようございます。平成19年９月定例市議会において、

厚生委員会に付託されました議第71号平成18年度人吉市水道事業特別会計決算の認定につい

て、審査の経過と結果について報告いたします。 

 委員会は、３回にわたって開催し、まず、水道局長及び次長から前年度指摘及び要望事項

に対する経過説明と決算内容の説明を受け、引き続き監査委員から審査意見書に基づく説明

を受けた後、審査を行いました。 

 当年度は前年度と比較して総収益が0.6％増の５億9,157万2,072円に対し、総費用が

2.4％増の５億 344万 1,556円で、純利益が前年度より8.4％減の 8,813万 516円

となっております。本年度投資された事業の主なものとしましては、九日町配水管改良工

事、下戸越町配水管布設工事等が行われております。 

 給水戸数は前年度より34戸減少、給水人口は266人減少し、給水区域内人口に対する普及

率は98.7％となっております。年間総配水量は前年度より2.2％、年間総有収水量は

1.9％、いずれも減少しております。有収率は83.66％で、前年度より0.28ポイント

上昇しておりますが、今後も有収率の向上に向け、老朽管の更新等を図る必要があります。 

 また、前年度の指摘及び要望事項に対する経過説明として、１点目の公用車による交通事
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故防止については、朝礼時において安全運転の指導を行い、特に飲酒及び酒気帯び運転防止

については、測定器を購入し安全運転の遵守に努めている。２点目の危機管理体制の確立に

ついては、平成７年に締結した九州山口９県災害時相互応援協定により、応急給水設備の確

保、水道施設の応急復旧対策、災害発生時の動員体制の確保について応援体制を整えている。

３点目の熟練技術職員の後継者育成については、毎回指摘を受けているが実現しておらず、

今後も粘り強く人事担当課へ要望していく。４点目の給水区域の拡張にあたり、簡易水道等

の問題を十分調査した上で税の二重投資とならないようにとの要望については、工事前に地

元説明会を行い、上水道を布設した場合、簡易水道は使用できなくなることを数度にわたり

説明し、十分注意をしているとの説明がありました。 

 また、監査委員の決算審査の過程において、平成19年３月定例市議会で議決しました平成

18年度補正予算（第２号）の中で、第２条において収益的収入及び支出の支出科目を1,955

万8,000円増額補正した際、同時に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費

として、職員給与費の額を改める旨の条文を記載しなければならないところ、その条文を遺

漏していたことが判明したと、委員会の冒頭で水道局長から説明及び謝罪がありました。こ

のことについては、監査委員から詳細な説明を受けたところですが、委員会としましては、

議案提案のあり方として問題があったことから、審査の途中協議会に切りかえ、委員だけで

委員会としての対応を協議し、職員給与費の増額は、流用ではなく補正によるもののため、

予算執行上での違法性のないことや形式上での不備であったことなどから判断して、今後は

十分に精査を行い、このような不備がないように強く指摘を行ったところです。 

 水道事業は、今後も給水人口の自然減少、節水等により給水収益の減少が予想され、費用

の面では給水区域の拡張及び施設の改良、修繕費に多額の出費が見込まれます。 

 委員会としましては、これらのことを踏まえながら、今後の水道事業の経営について、引

き続き公営企業経営の原則（経済性と公共の福祉の増進）に沿って健全財政の維持に努めら

れ、将来にわたって低廉で清浄かつ豊富な水の安定的な供給ができるよう要望するとともに、

下記事項についても重ねて要望を行ったところです。 

記 

 １、職員の交通事故防止については、より一層交通安全指導を徹底し、職員のモラル向上

及び安全運転の遵守に努めるよう要望する。 

 ２、危機管理については、引き続き関係機関と十分調査し、情報の電子化、民間との強力

体制等も含めて緊急時に適切で迅速な対応ができるような体制を確立されるよう要望

する。 

 ３、熟練技術職員の後継者育成については、年齢等を考慮した適正配置に努めるよう要望

する。 

 ４、施設の老朽化等により今後多額の設備投資が予想されるので、市民の急激な負担増に
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ならないよう配慮しながら、今後の財政計画及び施設の運営計画を策定されるよう強

く要望する。 

 以上、厚生委員会に付託されました議第71号平成18年度人吉市水道事業特別会計決算の認

定については、慎重審査の結果、全会一致で認定することに決しました。 

○議長（大王英二君）  ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「18番」と

呼ぶ者あり） 

 18番。 

○18番（下田代勝君）  委員長にお尋ねをしたいと思います。 

 特に、指摘事項の中で、３点目の技術職員の育成ですか、配置、それについてのことでご

ざいますが、これは長年の懸案事項として指摘をされてきているわけでございます。今回も

指摘はなされているようでございますが、一向に解決していない。今、委員長の報告もござ

いました。そういうところで、言いかえると、この間そういう事故が起きた場合には、市民

は不便をかこっているという状況でもあるわけです。そうした場合に、これからも寒冷の時

期に入ります。当然、凍結という事態も生じると思います。そうした場合に、水道管の破裂

が出てきた場合、これは市民生活に直接かかわる重大なことでもあろうと思います。 

 そこで、お尋ねをしたいと思います。この対応策としていろんな御審議をされたと思いま

すが、審査をされたと思いますが、その中でその審査はどうなされたのか、これだけずっと

長年懸案事項としてきているのに、なかなか一向に進まない。例えば、人事担当の意見を聞

くとか、担当部門の意見を聞くとか、または独自の職場での研修といいましょうかね、そう

いう育成のための研修等もなされているのか、そこらまで突っ込んで踏み込んだ審査がなさ

れていっているのかどうか。それについてお尋ねしたいと思います。（「16番」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（大王英二君）  16番。 

○16番（三倉美千子君）  今の指摘事項についてでございますが、本当に毎年のことですの

で、どうにかしてもらうようにというような要望をしまして、その突っ込んだ細かいことま

でのやり取りはなされておりません。早く要望に対して、要望を上に上げてきちっと対応す

るようにというふうな結果で終わっております。 

○議長（大王英二君）  ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑もない

ようですので、質疑を終了いたします。 

 ここで、本件については、討論の要求があっておりますので、これより討論を行います。

13番議員の発言を許可いたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

 13番。 

○13番（本村令斗君）（登壇）  議第71号平成18年度人吉市水道事業特別会計決算に反対の

立場から討論を行います。 
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 平成８年度に水道料が約25％値上げされました。値上げ前の平成７年度の当年度純利益は

2,864万円、値上げ後の平成８年度の当年度純利益は１億1,562万円、以後、毎年約１億

円に近い額を続け、値上げ後11年目に当たる平成18年度も8,813万円となっています。 

 値上げ前の平成７年度の当年度未処分利益剰余金、つまり累積黒字が8,746万円で、これ

が平成18年度には４億8,066万円です。平成７年度の累積黒字に比べ、平成18年度にはその

約5.5倍にも膨れ上がっています。値上げ後の決算を見ていくと、平成８年度の値上げの妥

当性には大きな疑問を感じざるを得ません。 

 格差社会が叫ばれる中、市民の生活は本当に大変になっています。多良木町では、平成18

年度より、毎月の基本料金が100円引き下げられました。私が計算してみると、人吉市でも

１円当たり累積黒字の3.9％を使うだけでこのような引き下げが可能です。累積黒字の何割

かは、水道料の値下げなどによって市民に還元すべきだと思います。 

 以上のことを述べ、私の反対討論とします。 

○議長（大王英二君）  以上で討論を終了いたします。 

 それでは、採決をいたします。採決は起立採決といたします。議第71号については、委員

長報告どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○議長（大王英二君）  起立多数。 

 よって、議第71号は認定することに決しました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日程第28 議第88号   

○議長（大王英二君）  次に、日程第28、議第88号平成18年度人吉市歳入歳出決算認定につ

いてを議題とし、決算特別委員長の報告を求めます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

 12番。 

○12番（田中 哲君）（登壇）  皆さんおはようございます。平成19年９月第４回定例会に

おきまして、決算特別委員会に付託されました議第88号平成18年度人吉市歳入歳出決算認定

について、審査の結果を報告いたします。 

 委員会は、５回にわたって開催し、まず監査委員から審査意見書に基づく説明を受け、そ

の後、各部から前年度の指摘・要望事項に対する対応及び資料の説明と各会計ごとの説明を

受け、審査を行いました。 

 一般会計の実質単年度収支は、平成17年度においては、5,333万円余りの黒字でありまし

たが、平成18年度においては、１億3,364万円余りの赤字となっております。一般会計から

特別会計への繰り出しは、18億2,819万円余りとなり、１会計ふえたことにもより前年度に

比べ1,404万円余りの増となっております。 

 普通会計において、財政力指数は0.49で、前年度に比べ、0.01ポイント高くなっておりま
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す。公債費比率は12.2％で、前年度に比べ0.8ポイント低くなっておりますが、引き続き財

政構造の硬直化が懸念されるところであります。経常収支比率は102.1％で、前年度に比べ

5.3ポイント高くなっております。これは、経営経費充当一般財源の大幅な増が影響してい

るものと考えられます。 

 歳入面については、三位一体の改革の影響を受け、引き続き厳しい状況であり、歳出面に

ついては、架橋等の大規模プロジェクト、一部事務組合への支出、福祉施策等に係る財政需

要の増大が予想されます。 

 よって、今後の行財政運営に当たっては、国が新たに示しました「新地方行革指針」に基

づき、さらなる行政改革の推進を図りながら、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な

行政システムを確立するために、引き続き事務事業等の徹底した評価見直しを行い、中長期

的な収支の見通しに立った計画的・効率的な予算の編成、執行がより強く求められるもので

あります。 

 なお、指摘・要望事項は次のとおりでございます。 

 １、税、使用料、負担金等については、未収金の解消を図るため、さらなる収納対策を講

じ、自主財源の確保に努めること。また、使用料、負担金等の改定に当たっては、急

激な負担の増加につながらないように配慮した施策も講じること。 

 ２、補助金の支出については、各団体の実施検査を行うことで、一定の成果を上げること

ができた。引き続き、使途、事業内容について精査し、効果的な運用が行われるよう

努めること。 

 ３、公有財産の運用・活用については、財政・利用計画等の検討を含め、持続可能なまち

づくりを実現するため、市民の要望等も踏まえ、速やかに対応されるよう要望する。 

 ４、人吉球磨地域交通体系整備特別会計においては、基金減少の現状を踏まえて、基金管

理の事務局として今後のくまがわ鉄道のあり方も含め、会社側と十分な協議を行い、

住民の交通の確保に取り組むよう要望する。 

 以上、４点の指摘・要望事項を付し、本委員会に付託されました議第88号平成18年度人吉

市歳入歳出決算認定については、慎重審査の結果、賛成多数で認定することに決しました。 

 なお、少数意見の留保がなされておりますので、あわせて報告いたします。 

○議長（大王英二君）  ここで、本件については、少数意見の留保がなされておりますので、

少数意見の報告を求めます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

 13番。 

○13番（本村令斗君）（登壇）  議第88号平成18年度人吉市歳入歳出決算認定に反対の立場

から少数意見の開陳を行います。 

 私が、この決算に反対する一つ目の理由は、保育料の値上げに基づく決算であり、保育料

の値上げはすべきではなかったと思うからです。決算委員会に出された資料を見てみますと、
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現年度の保育料の滞納世帯数は、平成16年度分が18世帯、平成17年度が22世帯だったのに対

して、値上げされた平成18年度分は35世帯と急増しています。格差社会が叫ばれる中、マス

コミなどでももうこれ以上、家計を切り詰めるところがなくなっている深刻な家庭の実態な

どを取り上げています。保育料の値上げは、そのような状況にある市民生活をさらに圧迫さ

せ、保育料が払いたくても払えないという状況を生み出しているのではないでしょうか。 

 値上げは、人吉市が保育所運営費に出す負担分を約800万円削減したために起こったもの

で、その理由として当時の福永市長は、平成17年12月議会で、市の財政が適正に運営される

ことを前提として、市民に応分な負担増をお願いすることは、必要と答弁しています。 

 そこで、人吉市の財政状況より、負担分を削減する必要があったのか調べてみました。熊

本県が出している平成17年度市町村財政の概要を使い、熊本県内14市の平均的な状況と比較

すると、財政の余裕を示し大きいほどよいとされる財政力指数は14市の合計が0.418に対し

て、人吉市は0.482、財政構造の硬直化を示し、小さいほどよいとされる公債費比率は、14

市の合計が15.1に対し、人吉市が13.0、また同じく実質公債費比率も14市の合計が

15.3に対して、人吉市が11.4となっています。このように人吉市の財政状況は、県下14市

の中でもよい方だと思います。そのような状況の中、保育所運営費に出す負担分を削減して

保育料を上げるということは、すべきではなかったと思います。 

 私が、この決算に反対する二つ目の理由は、この決算には、部落解放研究集会に要する経

費195万円が含まれており、これに反対するものです。国は、同和地区を巡る状況が大きく

変化したことを踏まえ、同和問題に対する特別対策を2002年３月をもって終結しています。

このように、部落差別問題は基本的に解決を見る段階にあるという点からも、また行政が一

住民団体の集会に予算をつけ参加を要請するという点からも、この部落解放熊本県研究集会

への人吉市の取り組みは、間違っていると思います。 

 以上のような見地から、私はこの決算に反対します。 

○議長（大王英二君）  ただいまの委員長報告及び少数意見の報告に対し、質疑はありませ

んか。（「14番」と呼ぶ者あり） 

 14番。 

○14番（立山勝徳君）  田中委員長に一つだけお尋ねをしておきたいと思いますが、報告を

されました中で、税の収納率、市民税等の税の収納率について、どのように議論をされてき

たのか、あるいはその対応策などについて、どのように議論がされてきたのか、そこのとこ

ろがちょっとわかりませんでしたので、議論をされておるならば、報告をしていただきたい

と思います。 

 以上、１点です。（「12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  12番。 

○12番（田中 哲君）  収納対策につきましては、いろんな委員から意見が出まして、その
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対策方法等も執行部より説明を受けたわけでございます。そういう努力を今後とも続けるよ

うに要望をしておきました。 

 以上でございます。 

○議長（大王英二君）  ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑もない

ようですので、質疑を終了いたします。 

 それでは、採決をいたします。採決は起立採決といたします。議第88号について、決算特

別委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○議長（大王英二君）  起立多数。 

 よって、議第88号は認定することに決しました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○議長（大王英二君）  以上で、本日の議事は全部終了いたしました。本日はこれをもって

散会いたします。 

午前11時17分 散会 
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午前10時 開議 

○議長（大王英二君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。 

 よって、これより会議を開きます。 

 議事に入ります。本日は、さきに決定されましたとおり、質疑を含めた一般質問を行いま

す。 

 議事日程はお手元に配付してあるとおりでございます。 

────────────────────────── 

発言の申し出   

○議長（大王英二君）  ここで市長から発言の申し出があっておりますので、これを許可い

たします。 

○市長（田中信孝君）（登壇）  おはようございます。今議会の開会日に述べました施政方

針の中で間違いがございましたので、訂正をお願いいたしたいと存じます。 

 施政方針の中の２ページ、10行目の友好都市であります静岡県牧之原市関連のところで、

富士山静岡空港の開港を来年と申し上げましたが、正しくは再来年でございますので、御訂

正をよろしくお願いいたします。 

○議長（大王英二君）  ただいまの申し出のとおり、訂正方よろしくお願いいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

質疑を含めた一般質問   

○議長（大王英二君）  それでは、直ちに質疑を含めた一般質問を行います。（「９番」と

呼ぶ者あり） 

 ９番。 

○９番（永山芳宏君）（登壇）  おはようございます。９番議員の永山芳宏でございます。

昨夜雨が降りまして、きょうから始まる一般質問の一問一答制のトップバッターとして気が

重い気持ちでおりましたところ、出かけるときになりまして雨が上がり、気も切りかえて家

を出てきました。新聞報道で皆さんも御存じかと思いますけれども、今月６日、県議会本会

議で潮谷知事が来年４月に任期満了となる県知事選に不出馬を表明されました。昨日の人吉

新聞、そしてまたけさの熊日新聞では、相良村、矢上村長が知事選への出馬の記事が載って

おりました。これまでの潮谷県政の中で、学校再編、水俣病問題、川辺川計画と県政の懸念

が残されたままである中の記事を見ても、評価と不満の声が記載されております。 

 安心・安全なまちづくり、安心・安全な建物、安心な水とか、そういった安心・安全な言

葉がよく近ごろ使われます。安全に対しましては、私自身もある面厳しい一考え方を持って

おりますけれども、川辺川問題につきましては、計画がなされた原点に戻り、任期満了まで

決断されるかどうかわかりませんけれども、そういった原点に戻った考えを示していただけ
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ればなというような考えも持っていた一人でございます。しかしながら、矢上村長の知事選

出馬で来年４月、そしてその後も川辺川関連につきましてはいろんな動向が気になるところ

ではございます。 

 今議会より一般質問の形式が一括質問制から一問一答制で開始されます。私、１番くじを

引きました関係上、１番を選ばせていただきました。見本になるか、よしも悪しもあると思

いますけれども、やや緊張しておりますけれども、記念すべき第１番目としてしっかりやっ

ていきたいと思います。国会の方でも衆院予算委員会が昨日テレビであっておりましたけれ

ども、やはりテレビで見る側と聞く側でもやはり一問一答制のやり方が非常にわかりやすい

なというふうな感じておったところでございます。小刻みにやらずに集約して私の場合質問

をしていきますので、市長、部長、答弁の方をよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして一問一答式でやっていきます。 

 林業問題、球磨焼酎振興の２点につきまして御質問いたします。 

 まず１点目、林業問題について。 

 人吉球磨地域における林業の課題、今後の方向性を見るとき、森林から生産される木材は、

今や原材料という扱いのもとに国際商品としての認識が定着しつつあるように思います。少

子高齢化社会へ移行する中で、耐震偽造の再発防止を目的とした改正建築基準法が６月から

施行され、建築確認審査も厳しくなった現在、住宅着工戸数の増加は望めないようにありま

す。しかし、これまで割り当ててきた外来シェアが価格競争が可能となった国産材で取り返

していくのが大きな課題ではなかろうかと思います。国産材復権に向けた取り組みは、新生

産システム事業による国の政策においても、またやる気のある地域においても実践、検討が

進められている昨今ではないかと感じているところです。このような状況下で、熊本県にお

いても戦後植栽された森林が伐期を迎え、需要拡大、森林所有者の所得増大を目指した取り

組みが始まってきています。林業は、第１次産業に分類に属しますが、多面的な機能から見

ますと、２次産業にも３次産業にも属する面から、１掛け２掛け３ではありませんけれども、

６次産業、いろんな面の機能を持っていると見る人もおられるのも現状です。 

 そこで、田中市長にお尋ねをいたします。なかなか森林林業とは長期的な施策の中で経営

し、また維持管理されている分が多く、そしてまた市長のマニフェストにも若干掲げられて

おると思いますけれども、そしてまた施政方針の中になかなか林業、森林に関することが見

えませんもんですから、森林林業に対する市長の考え方、また担い手の問題、１次産業とし

てのどのような位置づけを考えておられるかお尋ねし、１回目を終わります。 

○市長（田中信孝君）  永山議員にお答えを申し上げます。 

 まず、日本の国土に占める森林の面積の割合でございますけれども、64％もございます。

中国はわずかに12％、世界の平均を見ましても22％となっております。本市の割合を見ます

と、約76％にも達しており、まさに緑に覆われた地方ということができると存じます。緑は
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ＣＯ２を吸収し、空気をつくり出し、豊かな水をはぐくむ大切な地球の循環機能でございま

す。よって、この豊かな森林環境は、未来永劫に守り育てていかなければならないことは自

明のことと存じております。近年、特に山林の伐採後の植林放置やシカによる森林の被害な

どで、荒廃の一途をたどる森林環境を大変危惧いたしておるところでもございますが、今後

よりよい環境を守り続けていくために、針葉樹林帯と広葉樹帯との割合にも心を注ぎ、人間

社会や山の生態系との整合性にも配慮しながら、林業政策を進めていかなければならないと

考えているところでございます。 

 以上、お答えといたします。（「９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ９番。 

○９番（永山芳宏君）  市長の林業に対する総合的なお答えを聞いたわけですけど、やはり

林業は木を売るばかりのなりわいという部分が非常に林業関係者の一人としても感じておる

ところでございますけれども、やはり今後、今まで植えてきたものを維持しながら、そして

また今後次世代に継ぐときにもやはり市長と同じような考えを持っている一人でもございま

す。しかしながら、担い手不足等も非常に少なくなって、森林の面積に対する１人の従業員

といいますか、担い手については大きな部分があると思います。長期的な部分が大変あるわ

けですけれども、そういった部分で人吉市も市有林、そしてまたいろんな補助事業を重ねて

おられますので、どうか５年、10年の短期の目標で施策を推進していただければなというふ

うに考えておるところでございます。市長の考えに対しまして一定の答弁がございましたの

で、この件についてはこれで終わりたいと思いますけれども。 

 次に、分収林入札が先般行われました。分収林問題につきましては、16年３月に田中哲議

員が一般質問をされておりますけれども、重複しない部分で質問をしていきますけれども、

分収林の公開入札が行われた手順とか方法、その概要について部長にお尋ねいたします。 

○経済部長（俣野 一君）  おはようございます。御質問にお答えいたします。 

 分収林入札の手順と方法についてという御質問でございますが、分収林入札につきまして

は、公売入札の公告を行い、一般競争入札方式で実施いたしました。入札の対象者は、人吉

市市有林内林産物の公売入札事務処理要領に基づきまして、県に木材業者、製材業者の登録

をしている市内の林業事業体または個人を対象として実施いたしたところでございます。今

回、対象となりました分収造林３カ所は、いずれも契約満期に伴う公売でございます。 

 以上、お答えいたします。（「９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ９番。 

○９番（永山芳宏君）  分収林入札について、以上一定の答弁をいただきましたけれども、

分収林入札があれば契約がなされるわけですけれども、私が一番心配するのは契約終了後に

伐採された後の更地の問題でございます。今まで分収林組合と期間を設定しての契約がなさ

れてあったと思いますけれども、地元からの再契約の希望があればまたされるのか。もし市
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の財政等厳しい状況でございますので、分収林組合の組合員の皆様方の高齢化、山に対する

思いが若干薄れてきている現状で、市直轄で管理をされるのか。また、森林組合等の林業事

業体との分収造林契約というか、そういった考えがあるかないか、その点についてお尋ねを

いたしたいと思います。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 分収林入札後の事業についてということでございますが、分収林契約終了後は立木処分が

できました場合、その後の維持管理は市で行うこととなります。ただし、地元から再度契約

の希望がありましたときは、地元優先と考えております。また、林業事業体との分収契約に

つきましては、過去に例がありませんので、今後検討してまいりたいと存じます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（大王英二君）  ９番。 

○９番（永山芳宏君）  分収林入札後の事業について、林業事業体との契約には過去に例が

ないということでございますけれども、やはり市直轄事業というのも厳しい部分があるよう

に感じてもおりますし、そしてまた森林組合とか林業事業体との契約ができるようであれば、

今の林業の施業計画等の関連から、やはり団地化とかいろんな部分でメリットがある部分も

あるんじゃなかろうかという考えを持っているからでもございます。今後、分収林の入札が

契約満了時に、私の知識の中で150ヘクタールのうちの130ヘクタールぐらいはまた随時入札

公売で契約されるかと思いますけれども、今まで分収林組合の組合員の皆さん方が長年手入

れをして、また分配を強く希望されてきた経緯があることから、高く公売できることを期待

して、この件については終わりたいと思います。 

 ２点目の球磨焼酎振興についてでございます。 

 スポーツ大会やスポーツチームにとっての運営費は、スポンサーからの支援に頼る部分が

大きなウエートを占めています。人吉新春マラソン大会、来年の第５回大会からはひとよし

春風マラソン大会に名称変更で大会がなされるようでありますけれども、そこにもワコール

の福士選手が参加することで宣伝効果があるように、新聞、テレビ等で皆さんも知っておら

れると思いますが、発足３年目でロッソ熊本がＪ２昇格に決まりました。サッカーファンの

方ばかりでなく、熊本県民にとりましても大変喜ばしいことではあります。ところが、ロッ

ソ熊本チームが着用しているユニフォームに地元の酒造会社のロゴマークが使用されている

ことで、Ｊリーグ事務局が難色を示しているということであります。子供たちも着るレプリ

カに酒の銘柄が入るのは好ましくないというところのようでございますけれども、地元焼酎

メーカーのロゴマークが使用できなくなり、球磨焼酎の広告塔といいますか、そういった部

分が消えることになりますけれども、今後球磨焼酎の振興についてどう考えておられるか、

市長、熊本県、当市にとっては焼酎は特産品でもありますし、焼酎文化というものが根づい

ていることを全国にアピールするためにも、Ｊリーグ事務局等に対しましてなぜ酒造会社の
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ロゴマークはだめなのかとか、チームのスポンサーでもいいじゃないかと申し入れてみては

どうかなという考え方、で市長の御見解をお尋ねします。また、一酒造会社を支援してほし

いという意味ではなく、銘柄のロゴが人吉球磨をアピールするためのユニフォームに入れる

文字がもし可能ならば、熊本の熊でなく人吉球磨の球磨にしたらどうかという酒造会社とか

に協議してみるのも一つの案ではないかと思いますので、市長御答弁をお願いいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えを申し上げます。 

 Ｊ２昇格に際しまして、いわゆる酒造メーカーの名前を冠にしたスポーツウエアであると

かいうものがなかなか難しいというふうに承っているところでございます。最近の例で考え

てみますと、去るパチンコ業のネーミングが却下されたというふうにも聞いておりますし、

一つのＪリーグに対する考え方としては、青少年の健全育成という観点から、飲酒というの

は20歳以上ということでございますので、サッカーファンにとりましては子供から大人まで

老若男女の方々が応援されるという観点から、そういうことも一つの基準になっているので

はなかろうかなと考えているところでございます。そして、せっかくこれまであるメーカー

の方が一生懸命ロッソを支援してこられたわけでございますから、今後焼酎組合またメー

カーの皆様方と協議をさせていただきながら、どう人吉球磨を売り出していくかということ

は考えてみたいと思っているところでございます。 

 さらに、今後球磨焼酎をどのように売り出すかということでございますけれども、ただい

ま焼酎組合並びにメーカーの皆様方と中国の上海へ向けて、その販売ルートを確保していこ

うではないかという努力をいたしておるところでございます。またさらに、やはり日本国内

でもっともっと知名度を上げる必要がある、そういうのもひとつＪリーグのスポーツウエア

等々には非常に有効かと思いますけれども、やはり国内の東京での知名度をもっと上げる必

要があるのではないかという、そういう東京販売戦略なるものの構築をまた始めたところで

ございます。いずれにいたしましても、この焼酎の精製・発展につきましては、やはりメー

カーの皆様方が一致団結されて、そしてその売り込みがまさに物語、ドラマになるような、

そういう御努力というのが必要ではなかろうかなと思っているところでございます。そして

さらに、地産地消の典型といたしまして、人吉球磨産の米で焼酎を製造していくということ

も非常に地産地消も兼ねまして重要なことではなかろうかなと思っているところでございま

すので、人吉球磨産のお米を推奨し、そしてそれを焼酎に特化していくということも大切な

ことではないかと思います。これを林業に移し変えて見ますと、先ほど永山議員もおっしゃ

いましたとおり、６次産業というのが今盛んに全国各地でテーマとして取り上げられておる

ところでございますけれども、やはり近年の林業の低迷というものの中で、一つは杉とヒノ

キの価格逆転というところもございまして、林業を正業とされる方々の取り巻く環境という

のはますます厳しくなっていると。 

 そこで、農産物のブランド化を今提唱させていただいているところでございますが、やは
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り木材に関しましても一つのブランド化に向けた取り組みが必要ではなかろうかなと考えて

いるところでございます。よって、本年の５月には林業関係者の方々にブランド化について

の話し合いを行っておりまして、ブランドのネーミングであるとか、山に入る入山方法、帰

ってくるときの帰山方法、またトラック輸送の輸送方法などに関して提言をさせていただい

たところでございます。さらに、８年前からもお話をさせていただいているところでござい

ますけれども、やはり地域の建築材を生かして建造物を構築していくということが、一番大

切なことではなかろうかなと思っておりまして、木材を初めとして１次産業の農林業、これ

はもう地産地消というのがまず大前提であろうというふうに考えているところでございます。

また、先ほど申し上げました担い手対策といたしましても、さまざまに機械化がなされてい

るとはいえ、重労働から担い手は高齢化する一方で、次世代の育成もままならない環境にあ

るというふうに感じております。いずれにしましても、この人吉地方のみならず、森林環境

を守って育てていくというのは、これはもう大命題でございまして、地球生命にも直結する

問題だと認識をいたしておるところでございます。 

 以上、お答えといたします。（「９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ９番。 

○９番（永山芳宏君）  焼酎振興については、市長も焼酎特区の構想とか焼酎に対する思い

入れが強い人と私も思っております。ましてや、選挙当選後ではいろんな総会の中で五尺運

動といいますか、そういった部分もあいさつの中で言われておるのも頭に残っているもので

す。新聞報道によりますと、このロッソのあれには地元メーカーは今後も子供たちに夢と希

望を与えるために役に立ちたいからということで支援をしていかれるようでありますし、ぜ

ひ可能かどうかわかりませんけど、ロッソ熊本が胸に球磨のユニフォームを着て、来年３月

から始まるであろうＪリーグ大会でプレーすることを期待したいと思いますし、最後にこと

しの全国育樹祭のテーマ、「この地球（ほし）の未来を潤すみどりの力」、この緑の力と来

年のえとはネズミでございます。最初はネズミ年でありますし、またシロネズミは大黒様の

使いと言われております。いい年であることを期待して、私の一般質問を終わります。

（「18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）（登壇）  おはようございます。18番の下田代でございます。けさほ

どもテレビを見ておりました。最近の国内外のニュースの中で気がかりな幾つかのことが目

立ちます。まず、今盛んにやっています新テロ特措法のこれをめぐる越年国会の問題、それ

からＯＰＥＣ、原油増産の見送り、いわゆる原油の高騰でございます。さらに、国際学習到

達度調査ＰＩＳＡ、ピサでございますが、これでの我が国の理数系の落ち込み、そして地球

温暖化にもかかわる食糧事情の激化、そしてまたおぞましい食品の偽装表示、こういうもの

などであります。それは我が国がこれまで培ってきました自信と誇り、これに影を落とし、
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さらに一抹の不安を覚えるのも否めないものであります。 

 このようなことを踏まえまして、２点について質問をいたしてまいります。まず一つは、

農業振興、これまでも行ってまいりましたけれども、その中でも特に中山間地・山間部農地

の振興でございます。それから、二つに教育課題として基礎教育の充実であります。 

 まず農業振興、これは問題と言ってもいいんじゃないかと思いますけれども、これについ

てであります。 

 我が国の食料自給率、御承知のとおりカロリーベースで40％、最も大事な物量ベースで

39％でありまして、加えてエネルギーの自給率19％、ちなみにアメリカは70％と、フランス

あたりヨーロッパでは50％以上持っておるようでございます。このような中で、我が国の農

業も原油高騰、そしてまた米価の凋落等で重大な危機に直面していると、こういう状況でご

ざいます。とりわけ中山間地・山間部農業地域は、言葉で「限界集落」という言葉もあるよ

うでございますが、まさしく崩落寸前にあると言っても言い過ぎではないと思います。かつ

て自給率の一翼を担いまして、水源涵養、防水、洪水などなど、多面的な機能を持ったこの

山間部・中山間地農業・農地の保持・再生を図るために質問いたしてまいります。質問は、

今回から一問一答でございますが、なるだけ答弁していただくのがしやすいようにブロック

別にくくりをしながらお尋ねをしてまいりたいと思います。 

 山間部農業・農地のその後、これまでも質問をいたしてまいりましたけれども、どうなっ

ているのかということでございます。そして、減反の推移状況、ここらもお聞かせいただき

たいと思います。それから、主業農家、かつては専業農家という言葉であったようでござい

ますが、主業農家、準主業農家の状況、そしてまた平均耕作面積といいましょうか、そこら

についてもお尋ねをいたします。それから、米以外の穀物、この収穫量、生産量はどうなっ

ているんでしょうか。まず、これを１回目とさせていただきます。 

 それから、教育問題につきましては、自席の方から続けて質問をさせていただくというこ

とでお許しをいただきたいと思います。 

 以上、１回目です。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 山間部・中山間地の農業振興ということで御質問いただいております。まず、米の生産調

整でございますが、平成16年度から生産目標数量となっておりますので、その数量を反収で

面積換算いたしますと、その生産調整率は平成16年度は30.6％、17年度は32.74％、18年度

は32.36％、19年度は約41.3％の生産調整率となっております。 

 農家戸数は、2005年農林業センサスによりますと、1,407戸、そのうち販売農家の内訳と

いたしましては、主業農家195戸、準主業農家191戸となっており、それ以外が副業的農家で

ございます。なお、現在の認定農業者は78経営体となっております。平均耕作面積でござい

ますが、統計上の数値が出ておりませんので、経営耕地面積規模別経営体の割合でお答えさ
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せていただきますと、家族経営体939経営体のうち、経営耕地が100アール未満の経営体数が

576で全体の約６割を占めており、本市におきましては小規模の耕作農家の割合が高い状況

でございます。 

 次に、米以外の穀物の収穫量でございますが、平成18年統計によりますと二条大麦が54ト

ン、大豆が13トンとなっております。そのほかアワやキビなどの雑穀につきましては把握が

できておりません。 

 以上、お答えいたします。（「18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  ただいまお答えをいただきました。非常に人吉の農家、これはもう

御多分に漏れずやはり規模が小さいということでございますね。それで、もちろん後ほどま

た質問されていただきますけれども、次に質問いたしますけれども、規模が小さいというこ

とはそれだけ収益が少ないということになります。そしてまた、今いろいろ話題になってお

ります穀物、米以外の例えば大豆とか、それから今いろいろお答えをいただきましたが、非

常に生産量といいますかね、収穫量が少ないと、そこらの要因といいましょうか、そこらは

どういうことなんでしょうか。例えば、米で収益が上がらない場合に、例えばそういう穀物

でさらに収益を上げていくというのが農家としては主業と思うんですけれども、その原因は

どういうふうにお考えになっているのかな、どういう理由を要因についてとらえていらっし

ゃるか、もしわかっておればお答えをいただきたいと思います。 

○経済部長（俣野 一君）  要因につきましては、やはり先ほどお答えいたしましたように

小規模の農家が多いというふうなことで、その要因になっていると考えられます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  小規模農家が多いということは御説明ありましたとおりでございま

すが、例えば小規模でも集約してそういう方向に向けていくと、そういうような指導とか調

整はなされてなかったんでしょうか。 

○経済部長（俣野 一君）  指導とか調整でございますが、御存じのとおり今年度から品目

横断的経営安定対策というふうなことで、これからの農業につきましては一定の基準を持つ

担い手で行うということでございまして、集落営農を進めるというふうなことで、これから

の農業はそういうふうな営農方式になっていくと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  これから十分そこらのところを期待したいと思います。 

 ２問目に入ります。減反農地、今非常に減反問題も話題になっておりますが、減反農地、

これの助成とかまたはそれに対する固定資産税等の取り扱いはどうなっているんでしょうか、
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お聞かせをいただきたいと思います。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 米の生産調整に伴う助成措置でございますが、平成19年度は基本部分では飼料作物、大豆、

麦が10アール当たり１万円、花卉、小豆、ソバ、野菜、永年性作物等が10アール当たり

5,000円となっております。さらに、担い手部分加算といたしまして、10アール当たり３万

円以内、重点作物特別対策10アール当たり１万3,000円以内を予定しております。 

 なお、自己保全管理と調整水田は助成の交付対象とはなっておりません。 

 以上、お答えいたします。 

○総務部長（秋山健兒君）  おはようございます。減反農地についての課税でございますが、

休耕している田の課税についてのことにつきまして、一時的に休耕しているような田で耕作

の用に速やかに供し得る状況にある場合は、一応田として認定して課税をいたしております。

それからまた、耕作がなされず雑草等が生育しまして、復元し得ないような状況にある場合

は雑種地として一応認定し課税をいたしますが、一応田と同程度の課税評価額になっており

ます。 

 なお、転用許可を受けた田につきましては、宅地並みの課税ということで一応課税の対象

になっているということでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  今、答えをいただきました。零細な経営規模ということは、先ほど

お答えをいただきました。そういう中で減反地、俗に減反ですね、耕作をしていない、そこ

らが110ヘクタールぐらいあるようでございます。そうしますと、そこらについて今おっし

ゃいましたように自己保全管理、減反しているけども田として田んぼとして残っていると、

そして調整水田、そこらも田んぼとして、減反はしているけれども田んぼとして残っている

と、そういうところについてはいろんな助成もないし、そして今度は税としては当然田んぼ

としての固定資産税が賦課をされているということでございます。言うならば、減反がなけ

ればその田んぼも収益を上げて、それなりのことになるわけでございますが、言うならば収

益は上がらない。しかし、農地として持っているがゆえに税金がかかっていくということで

ございます。ですから、山間部農地・中山間地農地育成のためにも、そういう税の減免等は

ならないのかなと。言うならば、マイナスの助成といいましょうかね、そういう考えになる

かもしれませんが、せめてものそういう収益が上がらない土地については、山間部農地、そ

ういうものの育成、保全するためにも、そういう手だてはできないのかなということをお尋

ねしたいと思います。 

○総務部長（秋山健兒君）  税の減免措置についてお尋ねでございます。固定資産税の減免

措置につきましては、地方税法第367条及び人吉市税条例第71条で規定をされております。
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減免には二つの事由がございます。 

 一つは、納税義務者の担税力に着目した事由でございまして、貧困により公私の扶助を受

けている場合や災害等により著しく資産の価値が減少した場合など、税金を負担することが

困難な場合に適用する措置でございます。 

 もう一つは、公益性がある場合に適用するものがございます。今回の休耕田につきまして

は、税法の趣旨から判断いたしますと、減免の対象にはならないものと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  減免の対象にならないと。現行の条例ではそういうことになってい

ると思いますが、法律も条例もすべて住民が安全で豊かで幸福な生活を送れるようにする規

程であります。そうした場合に、もしそういうことであれば、そこらの改正というのも考え

られるということでございますので、そこ辺には十分配慮してほしいなと思います。これは

これで結構です。 

 それから、次に参ります。中山間部・中山間地、これに対する活性化プロジェクトといい

ましょうか、ここらの振興計画といいましょうか、育成計画といいましょうか、それはどう

行われているのかなと、支援等があれば、そこをお聞かせいただきたいと思います。 

 そしてさらに、支援件数、そこらについて助成件数等がわかっておればお知らせをいただ

きたいと思います。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 農山漁村活性化プロジェクトにつきまして、お答えいたしたいと思います。本年度より農

山村活性化プロジェクト支援交付金事業が始まっております。この取り組み状況についてで

ございますが、この交付金事業は国からの直接の交付金で、市町村を経由し、各実施事業体

に交付されるものでございます。平成19年度にこの交付金を活用した高性能林業機械の購入

について、郡市内の５林業事業体から所在いたします市町村に農山漁村の活性化のための定

住など、及び地域間交流の促進に関する法律第５条第５項の規定に基づく活性化計画の提案

があり、作業範囲が郡市全体に及ぶことから、郡市内10市町村連名により人吉球磨地区活性

化計画、平成19年度から21年度の３カ年計画でございますが、を作成し、国へ提出いたしま

して、既に交付金の交付対象の決定と割り当て内示があっているところでございます。本市

におきましては、平成19年度に林業事業体に高性能林業機械フォワーダ２台を購入される予

定で、事業費といたしまして2,310万円で、交付金額は990万円の予定となっておりまして、

12月補正予算に計上させていただいているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  お答えいただきました。活性化事業として進められていることは喜
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ばしいことでございます。国は、御承知かと思いますが、逼迫している農業、これの喫緊の

課題としまして19年度補正予算ででもいわゆる米価対策、これは前渡金でしょうかね、仮渡

し金でしょうかね、ここらの問題についても検討を進めているようでございますし、それか

ら新年度におきましても小規模農家の参入をしやすくするために集落営農特例措置、例えば

面積だと思いますが、特例を４ヘクタール、これを少し下げて零細農家が参入できるように、

そういう検討も進められているようでございます。そういう方針のようでございます。そし

て、営農面積、これについても今まで知事特認だったということが、いわゆる市町村長の特

認になってくるというふうなことも盛り込んであるようでございます。さらに、身近な子供

たちのことも含めまして、子ども農山漁村交流プロジェクトというようなことまでも、そう

いうモデル事業も考えているようでございます。 

 さらに、いわゆるそういうもろもろの方針が打ち出されておりますが、これらに対してど

のように人吉市は対応または対処されようとしているのか、そういう情報も既に入っている

と思いますけれども、そこらについての準備どのようになされているか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 新聞等での情報でございますが、御質問のように国におかれましては、小規模農家等への

支援などいろいろな見直しが検討されているところでございますが、現在のところ、まだ私

どもには国、県からの公式な情報は来ておりません。ただし、これらにつきましては、国、

県からの具体的な施策が示された際には、市としても速やかに対応していかなければならな

いと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  お答えいただきました。まだ情報が入ってない。実は、せんだって

私は農水省に行ってまいりました。本省で20年度の概算要求の概要というのが入って参って

おります。多分県にも来ているんじゃないかと思いますし、振興局あたりも把握をしている

んじゃないかと思います。当然、市の方としてもそういう情報をキャッチといいましょうか、

アンテナを最大限広げていただいて、やはり早く情報をキャッチし、そして取り組み体制を

早くしてほしいなと思います。そういうことでよろしくお願いをしておきたいと思います。 

 次に、先ほども話がありましたが、中山間地農業・山間部農業、これまでは農業収入とそ

してまたアルファ、その他の収入、それによって生計を立ててきたと。例を挙げれば、建設

業が盛んなときには土木作業員として、そういうような日雇いも行いながら、そこらに従事

しながら別の収入を得てきたということもあっているようでございます。それはしかし、現

在は非常に厳しい状況でございますから、その補完、救済といいましょうかね、これらにつ

いていろんなことをお考えなのかなと。私は６月においても、いわゆるエタノールエネル
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ギー問題、先ほど自給率の話もしましたが、エネルギー問題、ここらについてもエタノール

生産あたりはどうでしょうか。いわゆる米が一番効率がいいと。それは主食用じゃなくても

飼料用の多収穫米、またはそれに近いようなやつでもいいんじゃないかなということでお尋

ねをしてまいりました。そういうことで解決の一つとして、山間部農業、地域再生の大きな

力ともなると思われますので、お尋ねをしたいと思います。 

 中山間地・山間部農業農地保全の再生のためにも、今後どういうふうにお考えになってい

るのか、どういう取り組みをなされようとしているのかなということをお尋ねしたいと思い

ます。 

○経済部長（俣野 一君）  中山間地農業の再生のためにどういうふうな取り組みが必要か

ということでございますが、生産調整をいたしました減反地につきまして、例えば米にかわ

る飼料、その中で先ほど申されましたバイオエタノールということで、バイオエタノール化

による農地の活用というようなことを例を挙げて説明したいと思いますが、例といいますか、

につきまして。現在、非常に石油高騰になっております。そういうことで代替エネルギーと

してバイオエタノールの需要がますます高まる中、米余りを解消するためにバイオエタノー

ルの原料となる燃料米などの新規需要米への転作を行うことは必要かと考えております。し

かし、中山間地の生産になりますと、担い手の確保や食糧米との格差支援策などの課題も多

く残るところでございます。以前のように土木工事などの公共事業等が多うございましたが、

減少した昨今、兼業農家の所得確保のためにも今後重要な施策と考えられますので、国の動

向を見守りながら検討をさせていただきたいと存じます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  お答えをいただきました。今まで石化資源、エネルギーを石化資源、

化石資源といいましょうかね、そこらに依存をしてきた。それがさらに非常に限度があると

いうことで、世界それぞれ各国、先進国も含めてバイオ関係の代替燃料の方に一生懸命頑張

っていることも伺っています。そうした場合に、これをそのままということじゃなくて、農

山間地その他の収入あたりにどうそれを寄与させていくかと、加えていくかということも含

めての質問でございましたので、例えば国の制度、そういうことでなくて、国の方は民間が

参入してもいいということを思っておりますから、例えばどこかの企業が、じゃあそこらと

共同で山間部の農家と共同でやりましょうかという場合に、それも可能なわけであります。

そうした場合に、エタノールの生産というのはコストが高いんじゃないかというお話もあり

ますけれども、極端な荒っぽい言葉を申し上げますと、焼酎をつくるような製造工程という

のはそういうことなんですね。ですから、やり方としては非常にやりやすいわけです。です

から、それは焼酎ということになりますと、これはまた別サイドのいろんな制約もあるでし

ょうから、規制もあるでしょうから、そういうことではなくて燃料をつくっていくと、エネ



- 53 -  

ルギー問題だということになりますと、またそれは別問題ということでございますから、国

あたりを待つんじゃなくて、国も地方自治体のいろんな自主的ないろんな知恵を出していた

だくことを待っているわけですね。ですから、国の制度がどうだからと、県がどうだからと

いうことも大事なことですけれども、以上に地方自治体の頑張りというのが必要ではないの

かなと。これは市長も特区あたりをお考えでございましたので、ぜひそこらを早く立ち上げ

て、この問題も含めた農業特区、これについてもしっかりやっていただきたいなと思います。

この農業特区についても、６月に市長の御答弁もあっておりますが、この取り組みについて

はどのような進め方がなされておりますか、それをまずお聞かせください。どちらでも結構

ですよ。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 バイオ燃料に関します農業特区でございますが、これにつきましては現在、どのような取

り組みができるのか調査している段階でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  一生懸命取り組んでおられるということでございますので、古い言

葉を使いますと可及的速やかな取り組みというのをお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。農業問題はこれで一応終わらせていただきます。 

 次に、教育問題でございます。 

 教育課題、これは基礎教育の充実でありますが、せんだって全国学力テスト、そしてこれ

はＯＥＣＤによる国際学習到達度調査でしょうか、これが行われておりました。略してＰＩ

ＳＡ、ピサというんでしょうか、結果は読解力の低下、そして科学的・数学的応用力の低下、

そして国際的にトップレベルからの転落、いわゆる15歳代の高校１年生でしょうか、そこら

の理数の低迷ということが判明をいたしております。施政方針で全国学力テストは全国平均

水準の成績をおさめたと言われておりますが、これはあくまでも平均水準というふうに私は

受けとめております。 

 そこでお尋ねをいたします。学力調査についてですが、人吉市の小中学校の県下での位置

はどのようになっているんでしょうか、お答えをいただきたいと思います。 

 さらに、公表について、それは例えば生かし方と言った方がいいんでしょうかね、あの学

力調査の、もちろんプライバシー、学校序列化、これに触れることではなくて、例えばテス

トの結果、ここらの結果を踏まえて、強い心を持った子供、そしてまた頑張り抜く子供、こ

の育成にどう生かされていくのかなと。例えば、新聞報道等でそれぞれの保護者の皆さん方

もそれだけとらえますと、どうなのかなという疑問も心配もあるんじゃないかと思います。

そういうことも含めて、保護者を含めたところのそういう取り扱い方といいましょうか、広

い広義の意味の公表ということでお尋ねをしていきたいと思います。 
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 まず１問目、それでお願いしたいと思います。 

○教育長（鳥井正徳君）  それでは、お答えを申し上げます。 

 全国的に注目されました学力・学習状況調査でございますが、マスコミでもいろいろ取り

上げていただいておりますが、公表後、マスコミ等でも何か記事がなくなったような感じが

いたしておりますが、現在は結果の分析、対策、このことについて学校を中心に取り組んで

いる状況でございます。 

 さて、御質問の全国学力・学習状況調査において人吉市はどうかと、どのような位置にあ

るかということでございます。まず、熊本県ですが、熊本県は知識を問う問題も活用を問う

問題も全国平均を下回っている分野はございません。しかし、全国平均を大幅に上回ってい

るというものも少なくて、全国平均より若干上というのが熊本県の結果でございます。じゃ

あ、人吉市の結果はということですが、小学校においては、知識・活用ともに県平均を下回

っている分野はございません。若干上回っている分野もございます。ですから、県平均は全

国的にもいいということですが、それよりも小学校は少し上回っているということでござい

ます。中学校においては、わずかに県平均を下回った分野がございますが、ほぼ全国平均並

みを維持しております。これが人吉の結果でございます。 

 ただ、この調査は平均で見るだけでなく、領域別・観点別に把握することがより重要でご

ざいまして、どの領域や観点がすぐれていて、どの領域や観点が劣っているかを把握し、指

導の改善に生かすかということが最も大事でございます。各学校においても、現在結果の分

析とその対策を立てて指導の改善に役立ててもらっているところでございます。順を追って

私の方にも報告が参っております。 

 次に、結果の公表ということでございますが、御存じのようにこの調査は国の責任で行う

ものでございまして、調査のねらいは次のように定めております。一つは、義務教育の機会

均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力、学習状況把握、分

析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。もう一つは、

各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において、みずからの教育及び教育施策の成

果と課題を把握し、その改善を図ることというふうに定めております。したがいまして、国、

教育委員会、学校がＰＤＣＡサイクルに基づき教育活動を行うため、その結果を検証する具

体的な方策、手段としてこの調査は実施されたものでございます。小学校、中学校ともわず

か一つの学年、一度の調査結果、それも20数問の問題で、その学校すべての学力がはかられ

るものではございません。学年によって調査結果がよい学年もあるでしょうし、そうでない

学年もあると思います。これは御経験で御存じと思います。調査結果に私は一喜一憂するこ

となく、この結果を今後に生かすことが重要でないかと考えています。全国や県単位での結

果の公表はされています。大きな単位であれば、学校間の序列化や過度の競争、ひいては学

校の風評被害による児童生徒の学習意欲の低下等につながることもないかと思っております。
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市町村単位、学校単位での公表が行われれば、地域間・学校間でランクづけされたり、序列

化されたり、過度な競争等につながったりするなど、教育的にプラス面よりマイナス面が大

きいと考え、公表は避けたいと教育委員会会議でも判断したところでございます。もちろん

教育には競争はなくてはならないと、これは原則でございます。全国学力学習状況調査に関

する実施要領でも、市町村教育委員会へは域内の学校の状況について個々の学校名を明らか

にした公表は行わないことと規定されています。 

 いずれにいたしましても、先ほど申しましたように調査結果に一喜一憂することなく、学

校であれば指導の改善にどう生かすかということが大切であり、個人であればその結果をし

っかり受けとめ、自分の次の学習に生かすことが重要だと考えています。個人票も子供に差

し上げております。これもしっかり課題を説明をして、保護者の方とも相談をして、これか

らこれをもとにどのように自分の学習を組み立てていくか、そういうことも担任の方で言い

ながら渡しておるところでございます。恐らくこういうことにつきましては、保護者会等で

もそのようなことでできることの範囲において説明がなされるものと思っているところでご

ざいます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  ただいまお答えをいただきました。教育委員会、人吉市の教育委員

会、人吉市の学校教育をしっかりとおやりになっていることは私も認識をいたしております。

しかしながら、この調査、到達度調査、これは正答率、そこらで示されたようでございます

が、やはり学習をしたことがどのくらい子供たちが理解をしているか、それに習熟してきた

のかということが大きな問題だろうと思います。私もこの結果に一喜一憂するものではあり

ません。しかし、学力というのは教育長は専門家ですから私が門外漢が言えば釈迦に説法か

もしれませんが、一つ一つの積み上げというのが大事なことであろうと思います。そしてま

た、この学力調査、これも一つの大きな目安であろうと思いますし、教育上の大きな論点に

なるかと思います。 

 そこで、やっぱり私も格差社会、いろんなことは好きではございません。しかしながら、

世の中というのはやっぱり競争というのが現実になっていると思います。そういう意味で、

例えば社会人になったときにいきなり競争社会に放り込まれていくということでは、なかな

か学校では格差はありませんよ、過激な競争はだめなんですよということが教えておられる

と思いますけれども、やはり現実はその子供たちが社会人になるための準備でございますか

ら、やはり出ていったときにいろんな圧力等に対して強い心を持った、そういう子供、例え

ば物事に不屈の精神を持つ、そしてまた打ち勝っていく、自分にも勝たなければいけません

し、いろんな圧力にも勝たなければいけません。そういう強い心を持った子供の育成という

のをお願いしたいなと、それはもちろんお進めだろうと思います。そうした場合に、私が申
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し上げた公表等につきましては、保護者も含めてそこらの結果を踏まえた広い意味の公表と

いいましょうか、そういうことをお尋ねしたわけでございます。そこらについてどうお考え

か、もう一回お聞かせいただきたいと思います。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えを申し上げます。 

 おっしゃいましたように競争社会にやはり卒業したら子供たちが出ていくと、強い心を持

ってぶつかっていく、そういうことを子供たちに身につけさせたい。そのためにこの調査の

結果、テストの結果をどのようにしていくかということでございますが、これは学校ではい

ろいろなテストが行われております。全国的にというのは最近は珍しいことですが、ですか

ら私が先生方に言っていますことは、状況調査もやっておりますので、この結果を特に学習

状況、これはもう全国平均であろうが比べてもいいわけでございますので、学習状況があな

たの課程ではこういう状況にあると、非常にすぐれている、あるいは劣っている、そういう

ことを明らかにしながら、そこを克服して一人一人が自分はこういうことを克服してやるん

だという強い心を持つように、一人一人に向かって指導していくことが大事というふうに思

っております。そのためには私たちはとにかく強い心を持たすためには、基礎学力がないと

いけないと、基礎が大事。基礎にはいろいろありますけれども、普通言われている読み書き、

そろばん、計算とか、今で言いますと英単語、こういうようなことについても調査をして、

どこに出ても基礎だけは自分はできているんだという子供を育てたい、こういうふうに思っ

ているところでございます。また、そういう段階に今具体的に調査問題等もやっているとこ

ろでございます。 

 以上、お答えにならないかもしれませんが、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  次に参ります。全国学力テスト、先ほども御承知のようにいわゆる

読解力の低下と、それから言うなら応用力の低下ということがありましたでしょうね。 

 そこでお尋ねします。この結果を踏まえて、重複するかもしれませんが、学力向上へどう

具体的に取り組んでおられるのかなと。それから、読解力、これと読書教育、その相関はど

ういうふうにお考えなのかなということをお聞かせいただきたいと思います。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えいたします。 

 これはＯＥＣＤの調査でもありましたけれども、読解力が劣っているという結果も出てい

るようでございますが、読解力と読書教育との関連という御質問でございますが、読解力を

高めるためにはまず読書を推進することは大変重要だと考えています。したがいまして、教

育委員会の施策といたしましても、学校教育努力目標に読書活動の推進を位置づけ、各学校

に創意工夫をしてもらい、具体的な取り組みを行ってもらっているところでございます。学

校訪問では、必ずこの質問はしております。 

 ところで、今回話題になっていますように、ＰＩＳＡ型の読解力を向上させるためには、
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読書活動の充実はもちろんですが、各教科において読解力を高めることが重要だと言われて

おります。各教科においての読解力でございます。国語において読解力を向上させることは

もちろん、中核に据えなければなりません。その上で算数、数学における読解力をどのよう

に高めるのか、社会における読解力はどのように高めるのか、理科教育においても読解力を

どのように高めるのかなど、すべての教科において読解力を高めることが強く求められてお

ります。つまり問題や課題をどのように読み取り、理解し、判断して思考するのか、またそ

れをどのように表現するかなど、一連の連続した思考過程や問題解決の過程を重視した中で

どのように読解力を高めるかということが求められています。非常に程度の高いといいます

か、難しい問題でございますが、今これが一番求められているところでございます。やはり

毎日の授業改善をどのように図っていくかということが、その中核になると思います。学校

では、校内研修で取り組んでいただいたり、教育研究所の活動でも取り組んでいただくなど、

日々この向上に向かって努力をしているところでございます。 

 なお、ＰＴＡあるいはボランティア等でも、各学校に読み聞かせとか読書活動については、

本当に市内はもう非常に協力をいただいて、読書活動については一体感が出ているかなとい

うふうに思っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  お答えをいただきました。冒頭に教育長から読書というのは大事な

ことだと、私もまさしくそのとおりと思います。例えば、野球にたとえますと、打球をとっ

てダブルプレーをとる、先ほどおっしゃいましたように科目ごとに応用力、読解力をつける。

例えば、理科で読解力をつける、数学の読解力をつける、それはダブルプレーの域じゃない

かと思います。まず最初、読書、これをまず補給をする。ゴロを補給をしませんと、野球で

いいますとダブルプレーも何も成立しません。そういう意味でやっぱり読書、昔から「読書

百遍意自ら」というように、これがしっかりした基礎だと思います。これを重点的にやって

いただくと、科目ごとの読解力というのはもう当然できてくる。すべての応用に通じるんじ

ゃないかと思います。冒頭申し上げられましたように、それにもしっかりお願いをしておき

たいと思います。 

 それから、次に参ります。小中学校と塾の連携授業ということでお尋ねをしてまいりたい

と思います。 

 朝、テレビ番組でチャンネル５でしょうか、みのもんた、あの人が出る番組がございまし

た。ちらっときょうは準備をしながら見ましたけれども、塾とこれは杉並区の和田中学校、

この放映がなされておりました。残念ながらビデオに撮ることはできませんでしたけれども、

これを私はちょっと見ただけですから、これでいわゆる質問するものではありません。こう

いうことがありましたということをお知らせをしておきたいと思います。 
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 それで、塾と小中学校の連携、これについての質問でございますが、これは東京都江東区、

それから葛飾区、私は勉強に行ってまいりました。 

 まず、東京都江東区の例でございます。江東区は、平成18年度から小中学校と学習塾の連

携授業を行っております。実施しております。その中で内容は運営主体は各小中学校に任せ

る。それから、授業はＴ・Ｔの要領、ティーム・ティーチングですね、そういうような用途

でやるようでございます。時間は40時間から80時間、１時間60分でございますから、それを

お考えいただければいいと思います。講師謝礼、これは１時間の2,500円、大体２時間を単

位としているようですから、5,000円ぐらいと、これは交通費込みでございます。これはあ

くまでも江東区の例です。それで、科目は国語、算数、プラス選択と、もしかすると英語が

出るかもしれませんし、理科が出る場合もあるかもしれません。そういうようなやり方をや

っております。加えて、この江東区には江東区マナビフェストというものをつくりまして、

小中学校に実施をしてもらっているようでございます。17年度からこれは独自の取り組みと

いうようなことでございます。ちなみに、マナビフェストというものを御紹介しますと、学

校と家庭の連携をとりながら、学校が達成すべき具体的な目標を設定して家庭に知らせます。

そして、家庭での取り組み事項、これは生活面の指導も含めて学校へ今度は知らせるという

こと。そういう連携をとりながらしっかりした塾との教育と。マナビフェストということで

ございます。このマナビフェスト、三つの基本は、区独自に講師を配置するというようなこ

とでございますし、学習塾との連携、これは先ほど申しましたこの補修授業の実施、ここら

をやっているようでございます。区立中ではさらに２学期制。これは熊本県でもやっている

ところもあればやっていないところもあると思いますが、こういうことを三つの基本として

いる。その中で私は学習塾と連携、これについてお尋ねしたいと思うんですよね。 

 マナビフェストの中は、後ほど資料を差し上げたいと思いますけれども、八つの施策とし

て一つの例を挙げますと、小学１年生の場合は、これならば私は絶対できる、それを一つつ

けてあげる。要するに、自信を持って何か一つはできるんだということを１年生の場合には

させる。今度は２年生になりますと、国語の場合、１年間に例えば30冊以上の本を読ませる

と。そして、２年生には今度は算数の場合は──失礼しました。小学校２年生の場合は国語

を１年間に30冊以上の本を読ませる。これは学年ごとにふえていきます。そして、算数は

２年生の場合は掛け算、九九をすらすら言えるようにさせるというような内容のようでござ

います。これがいわゆるマナビフェストですか、江東区のやり方のようでございます。 

 それで、これによって今まで非常に塾に通っていろんなことをやっていた子供、そしてま

た塾に行けない子供相当おるわけでございますから、そこらの子供たちが非常に力をつけて

きたと。言葉がいいか悪いかわかりませんけども、有名中学、有名高校でしょうか、そこに

進学が非常に多くなってきたと、いわゆる大きな成果が上がっていて、保護者も非常にそれ

については賛同し、喜んでもらっているというようなことでございます。 
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 そこでお尋ねをいたします。人吉市でも独自の方策、こういうことは、何も塾を呼んでき

なさいとか、塾からということではございませんが、独自の方策はお考えになることはござ

いませんかということでございます。いわゆる学力向上、例えば塾に行けない子供、そこら

も救済できましょうし、そしてまた塾のいわゆる教え方のよさ、そして学校の教え方のよさ、

そこらがお互いに相乗作用もあるかと思います。そういうことで、そこらについて新たな人

吉の方式、子供たちの学力調査、いわゆるそういうような地域教育も入るかもしれません。

そういうことも含めてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えいたします。 

 江東区の例は初めてお聞かせいただきました。本当に何かうらやましいなというふうに感

じたところでございます。人吉ではどうかということでございますが、管内には人吉を大学

もなく学習塾も江東区と比べられないほど少のうございます。あっても規模も小さいという

ことでございます。したがいまして、江東区とまではいきませんが、人吉でできることと考

えてみたわけでございますが、例えば長期休業中であれば、帰省してくる大学生のボランテ

ィアで補充学習の補助、そういうのに活用することはできないか。今現在でも夏休み中に学

校の先生方が補充授業をしています。これ自主的にやってもらっているところでほとんどの

学校がやっております。そういうところに大学生のボランティアをできないかも考えられる

と思います。また、地域の人材から学習支援ボランティアを募りまして、学校の要望に応じ

てＴ・Ｔ、ティーム・ティーチングを行うことなども考えられると思っております。 

 先日、ある中学校から人材バンクを学校でつくっている。教育委員会も協力をお願いしま

すというような要望も出ております。そのような各学校においても、できれば人材バング等

をつくるなどして、各教科の学習支援の視点を明確にして取り組んでいく必要もあるかなと

いうふうに思っているところでございます。いろいろ検討いたしまして、塾との関係という

のはできないと思いますが、そういうようなことでいろいろ検討してまいりたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  ただいま子供たちの学力向上のために、人吉ではこういう方法もあ

るんだよというお答えをいただきました。ぜひ進めていただきたいなと思っておりますし、

私たちもできることならばしっかりと応援をさせていただきたいと思っております。 

 次に参ります。いじめ、この問題、いわゆる不登校も含めてございますが、これについて

でございます。 

 文科省による2006年度、いわゆるいじめ調査、これでは熊本県は数字上では全国で言うな

らば最多といいましょうか、言葉を変えればワーストワンとなっているようでございます。

これは私は額面どおりとは受け取っておりません。それは調査のやり方もありましょうし、
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まじめにしっかりと調査をされた結果かなというふうにも受けとめております。しかしなが

ら、子供たちはこの少ない子供たちが、白金（しろがね）、黄金（くがね）、これよりも大

事なものですよというたとえもありますように、一人でもつらい目に遭ったりかけることに

ついては許しがたいことであります。 

 そこでお尋ねをしたいと思います。いじめ、暴力行為、これは新聞等でも暴力行為のこと

も載っておりましたけども、不登校の実態、ネットいじめも含めまして、その概念も含めて

お聞きをしたいと思います。そしてまた、いじめ、不登校の関連といいましょうか、言葉が

相関関係といいましょうか、いじめと不登校というのはどういうふうになっているのか、い

じめがあるから不登校になるのか、不登校だからというような関連もあればお聞かせいただ

きたいと思います。そして、それに対する人吉市の対応、まずそれをお聞かせいただきたい

と思います。 

○教育長（鳥井正徳君）  いじめについての御質問でございますが、まずいじめの定義です

ね、概念ということでございますが、これいじめの定義がちょっと変わっている面もござい

まして、普通、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことで

なく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要があるとされておりま

す。いじめられた側に立って。18年度までは、その判断基準は自分より弱い者に対して一方

的に身体的・心理的な攻撃を継続的に加える。相手が深刻な苦痛を感じているもの、そうい

うふうにしてありました。一方的に攻撃的に継続的に、しかも苦痛を感じる、これがいじめ

の定義でございました。 

 ところが、昨年度からの途中から、当該児童生徒が一定の人間関係のあるものから、心理

的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものとすると。大幅に変

わったわけでございます。しかも、起こった場所は学校の内外を問わないということになり

ました。簡単に言いますと、冷やかしとかからかいとか悪口とか脅し文句とか、嫌なことを

言われる、これもいじめでございます。これが全国の60％を超えております。それから、仲

間外れ、無視、これが25％。軽くぶつかられた、遊ぶふりして体をけられたとかというのも

入りますので、この調査については、子供の回答次第でなかなかこう実態をつかめることは

できませんが、そういうことで昨年、自殺予告の手紙も県内にありましたので、県がそうい

うのを含めて調査した結果が３万件、人吉で260というふうに大幅に上ったわけでございま

す。 

 この結果を受けまして、各学校は子供との面談や家庭訪問、教育相談などを通して、内容

を精査したところでございます。それによりますと、県では１万1,205件、人吉市では62件

ございました。しかし、これは多いという誤解を受けやすいとは思いますが、各学校で子供

一人一人の思いを大切にしながら、実態を調査した結果でございます。しかし、精査の結果、

多くのいじめが早期に発見できて、その解消率というのは全国一でございます。95.8％解消
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をしているという県の結果は出ているところでございます。 

 このいじめについては、子供を守り育てる何よりも保護者や教員、地域住民を含めた大人

全員がみずからを律し、みずからの生き方を見つめ直すことが根底にあるんじゃないかなと

も思っております。 

 いじめと不登校の関係だったと思いますが、不登校の状況は昨年度でございますが、全国

で12万6,764人、熊本県で小中学校合わせて1,638人、じゃあことしの人吉市の小中学校はと

いいますと13人でございます。県下でもトップクラスの不登校の少ない地域でございます。

この13人の不登校の原因は、いじめ等の学校生活に起因するものではなくて、ほとんど全員、

放任、養育不適切な家庭など、学校へ来る前に生活が破綻し、あるいはきちんとできていな

いなど、家庭に起因するものが全部でございます。 

 そのためいろいろな市としても対応を考えているわけでございますが、まずいろいろあり

ますが、スクールカウンセラーの配置をお願いをしております。ことしまでは一中でござい

ましたが、来年度から二中に置いてもらおうかなというふうに思っております。しかし、そ

のカウンセラーの人は、その学校だけじゃなくて東、西、東間、田野、一中、これもカウン

セリングしていただきます。それから、心の教室相談員を一中、二中、それに西小にお願い

をしております。また、親と子供の相談員を中原小学校に配置していただいております。さ

らに、学校支援ネットワーク会議というのを設けておりますが、人吉市全体での要保護児童

及びＤＶ防止対策連絡協議会に組み込んで、さらに連携を市全体として、学校だけじゃなく

て福祉関係も含めて、全体として連携を強化するということで進めているところでございま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  ただいま御答弁いただきました。人吉の場合は、幸いにして現在13

人だと、不登校の場合。さらに、いじめについても非常に適切な対応がなされておるという

御答弁をいただきました。すごくありがたい、幸いなことだと思います。 

 ただ、ネットの場合、なかなか表にあらわれないということでございますから、今後そこ

らについてはしっかりと注目をしていただきたいと、注意をしていただきたいと思います。 

 そしてまた、不登校の原因が例えばいじめとか何とかじゃなくて、どうしてもやっぱり家

庭、その生活上の問題が大きいと、そこが原因だとお答えがありました。実は、この不登校、

いじめについて、特に不登校でございますが、葛飾区が大いに取り組んでおります。その例

も申し上げてお尋ねをしたいと思います。 

 葛飾区の場合は、適応指導室というのを設置をしているようでございます。これはどうい

うものかといいますと、学校の廃校を利用して総合教育センター、もちろん規模も大きい都

市でございますから、それができると思うんですけれども、廃校を利用して総合教育セン
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ター。それはどうして学校でないかということは、例えば学校等に空き教室もあるわけでご

ざいますが、そこらを利用して、もちろん学校に行きたくない、行きたがらない子供たちで

すから、学校は当然もう拒否反応が大きくなるということで、この総合教育センター、廃校

を利用してつくっているようでございます。その機能は、まず教育相談ですね、それから適

応指導というのがあります。適応指導室ができております。これは不登校の子供たちをどう

するのかということでございます。それから、あとは科学教育センターでございますが、そ

の中でこのセンターの中には申し上げたように教育相談、適応指導、科学教育センターとい

うのがありますが、不登校の適応指導教室、この設置がこの区には１カ所、葛飾区にあるわ

けです、この教育センターの中に。対象は学校に行けない、また、行きたがらない、そうい

う児童生徒が対象でございまして、小学校の４年、５年、６年、それから中学校は１、２、

３年ということで、現在、ここに入っている子供が28名のようでございます。 

 そして、開設時間は月曜から金曜まで、学校と同じですね。朝の９時から16時、ほぼ学校

と同じじゃないかと思います。当然、週間、週間のそれぞれの時間割もございます。授業の

内容ですが、学習指導、体験活動、いろいろあるようでございます。遠足もあるみたいでご

ざいます。例えば、林間学校園における２泊３日の体験研修というものも盛り込まれてカリ

キュラムの中に入っているようでございます。そして、ユニークといいましょうか、楽しい

んだろうなと思いますのは、月に１回はポニーの乗馬、その体験もあるようでございます。

さらに家庭訪問、教育相談も密にやっている。お互いに交互にやっているということでござ

います。 

 そして、その職員は退職をされた校長先生方とか、そういう特殊な方たち、そして、先ほ

ど教育長も補習授業のような格好でお話しになりました学生ボランティア、この方たちを若

干名、先生方は10名だそうでございます、退職者の。そういう方たちで対応をしている。当

然のこと、スクールカウンセラーは全校に配置をしている。小中学校全校に配置をしている

ということでございまして、１日の活動がなされているようでございます。そして、当然家

庭の相談もその方たちにやっていただいているということでございます。 

 そういうことで、人吉市もこういう適応指導室、何も学校内、例えば施設とすれば、考え

るとすればたくさんあるわけでございまして、コミセンもありますし、カルチャーもありま

すし、いろんな施設がやろうと思えばあります。 

 そういうことでこれらを設置するお考えはございませんか。一歩踏み込んでスクールカウ

ンセラーだけじゃなくて、この13名の子供たちをさらによりよい方向にしていただくために、

そういうことをお考えになってないのかということでお尋ねをいたします。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えいたします。 

 先ほどネットによるいじめも少しずつ出てきているようでございます。全国的な調査によ

りますと小学校の場合は0.何％、高校になると2.8％ぐらい、ネットのよる誹謗、中傷、管
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内で高校生と思いますが、その事件がありました。改めてその辺のことにつきましては情報

モラル教育に努めねばならないというふうに思っております。 

 それから、ただいまの適応指導教室について葛飾区の例を御紹介をいただきました。非常

に具体的で後で資料もお見せいただけたらなと思っております。適応指導教室の設置につき

ましては、随分以前から設置についての検討が何度かなされていたところでございます。私

も他管内に見学、視察に行ったことがございますが、適応指導教室については市でも検討を

したところでございます。 

 しかし、本来子供たちを学校に通わせることが重要なことですので、できたら学校の空き

教室を利用した心の教室やスクールカウンセラーの相談室等を利用して、学校の実態に応じ

た取り組みを人吉市は推進してきたところでございます。何しろ学校に出てこない、不登校

の児童は学校に出てこないということでございますので、できるだけ学校に出てくる対策、

方策、そのためにはスクールカウンセラーとか、心の教室相談員とか、そのようなものを中

心に進めてきたところでございます。幸いにも県内でも有数の不登校児童生徒が少ない地域

になったと思っております。県下でもかなりのところで適応相談教室というのはあっており

ます。 

 人吉市の規模でありますれば、各学校の支援体制を充実することで対応することが現在の

ところ効果的であると考えております。今後も不登校児童生徒に対する手だてを、先生がお

っしゃいました適応指導教室等も含めて手だてを実情に応じてしっかり考えていきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  人吉市でもこれまでも考えてきたし、これからも適応をどうするの

かということを考えていきたいと。もちろん学校に行く、これが前提、大原則でございます。

しかしながら、どうしても行けない場合には、一つ、ワン段階おいて、それをどうするのか

なと、そこまでやって仕上げて学校に帰すと。要するに落ちていく子供を一人でも救うのが、

これはもう教育の全く根幹でございますから、学校制度だけにとらわれることなく、そこら

についても十分もちろんお考えになっているようでございますから、さらに深めていただき

たいなと思います。 

 実は、先ほどお答えいただきました、いわゆるそういう先生方の何といいますか、これに

ついては確保といいますか、先生方、そういう指導教師といいますか、そこらについても例

えば学校の先生方が、また、スクールカウンセラーだけではなくて、そういうお考えの先生

方の協力も必要じゃないかなと。私は平成11年に一般質問の中で人吉市における地域指導教

師、学校と家庭を結べるような退職をされた先生方のお力を借りながら、またはそういうよ

うな力のある方のお力を借りながら、お考えのある方のお力を借りながら、そういうことを
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創設したらどうですかという質問をしたこともあります。そういうことも含めて教育長が申

されました、その進め方、やり方をぜひしっかりと進めていただきたいなと思います。 

 そこで、このことについて市長にお尋ねをしたいと思います。市長は、いろいろ教えられ

た経緯もございますし、教育には十分造詣の深い方だと思っております。そこで、教育が百

年の大計というのは、これはもう言わずもがな、皆さん方はよく御承知のことでございます

から、人吉市教育委員会内に教育長も随分な意気込みもありましょうし、そして、また今度

の学力向上ということもありましょうし、ぜひ、教育指導室といいましょうか。いわゆる、

今、指導の先生方２名いらっしゃいますね。他県あたり、まだ熊本市あたりは持っているの

かなと思いますが、独立したそういう指導室、学校教育全体、でき得れば地域あたりにも踏

み込めるような、そういう指導室は設置できないのかなと。いうならば、これは課制、また

は部制じゃありませんけれども、そこまでいかないならば係制あたりにして、現在教育委員

会の中にある学校教育課、そこらの中に係として設置をしていただいて、責任を持ってさら

に突き進んでいただきたいなと、人吉市が基礎教育が充実をされたすばらしい人吉市の教育

ということに進むためにはそういうことも必要かなと思いまして、市長のお考えをお聞きし

たいと思います。ぜひ、強いお考えをお示しいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○市長（田中信孝君）  下田代議員にお答えをいたします。 

 基礎学力をつけていくというのは、日常の、教育長も答弁されましたように読み書きそろ

ばん、ここに尽きるというふうに私は考えているところでございます。これを日常的に反復

していく、このことが最も重要ではなかろうかなと思っておるところでございます。 

 特に議員も冒頭御指摘になられましたとおり、まずはやはり読解力といいますか、読むと

いうここが最初の切り口であることは間違いがなかろうと思っております。よって、私も就

任させていただきまして以来、教育委員会にさまざまな提案をさせていただいておりますけ

れども、日常的な反復練習とともに、やはり夏休みが非常に重要な学力向上の期間であると

いうふうに私は認識をいたしております。教育に関しましては、大した経験はございません

けれども、どこの期間でみずからが不得意とするものを穴埋めをしていくかということは、

この夏休みに限るというふうに考えているところでございます。 

 よって、今後、人吉市の学力向上において大切なことのもう一つの面は不登校というテー

マもございましたが、やはり子供の精神的な支えに教育現場でその環境を充実させていくと

いうことも大切なことではなかろうかなと思っております。つまり、やはりほめて育てる、

このほめ言葉に非常に子供たちはやる気を覚えるわけでございます。それも学力だけでなく、

体力であり、文化芸術の分野でもあり、いかに子供をほめて、そして育てていくかという、

そういう精神的な教育の環境をやはり大人も勉強をしていく必要があると思っているところ

でございます。 
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 そういう総合的な教育行政の中の一環として、そういう指導係というものが今後、必要か

どうか、検討をしてまいりたいと思います。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（大王英二君）  18番。 

○18番（下田代勝君）  ただいま市長からお答えをいただきました。基礎学力の大事さとい

うことは市長も十分御認識をいただいているところはございまして、ぜひ、そういうような

総合的な指導を行う、そういうことについて市長の強い力を出していただきたいなと思って

おります。 

 いろいろ農業振興、そしてまた、教育問題、それぞれ御答弁をいただきました。私も今回

から一般質問一問一答方式の議論でございましたので、私も含めて、また執行部の方も初め

ての経験といいましょうか、それぞれとまどいもあったかと思います。今回からスタートし

ましたので、これを糧にしまして私も今後、さらにこの議会の議事運営も円滑に行く上での

ことを基本にしながら人吉市進展のためにしっかりと議論、勉強してまいりたいと思います。

以上で一般質問を終わります。 

○議長（大王英二君）  ここで暫時休憩をいたします。 

午前11時46分 休憩 

───────── 

午後１時   開議 

○議長（大王英二君）  では、休憩前に引き続き再開をいたします。（「２番」と呼ぶ者あ

り） 

 ２番。 

○２番（井上光浩君）（登壇）  皆さん、こんにちは。２番議員の井上でございます。昼食

後の一番最初の質問でございまして、私も３回目の登壇となりました。一問一答方式になり

まして要領を得ませんが、通告に従いまして２点に絞りまして質問をさせていただきます。

まず、１点目は教育問題からです。家庭教育学級について。そして２点目は市民の声からと

いうことで、はり灸・マッサージの助成事業について質問をいたします。 

 まず、１点目の教育問題の中で、昭和22年に公布されました教育基本法の中に平成18年の

改正の際、学校教育だけではなく家庭での教育が重要であるということが明記されました。

そこでこの点を踏まえて鳥井教育長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○教育長（鳥井正徳君）  それでは、井上議員の質問にお答えをいたします。 

 今回、新しく教育基本法が改正された中で、私も非常に注目していましたのは、家庭教育、

10条でございますが、と、就学前の教育が項目として取り上げられたことでございます。全

国的にこの項目は注目されているところでございまして、取り上げていただいてありがたく

思っております。 
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 家庭教育の重要性を定めましたのは、第10条でございまして、このように述べてあります。

まず、父母その他の保護者は子の教育について第一義的責任を持つものであって、生活のた

めに必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図

るように努めるものとする。２項におきましては、国及び地方公共団体は家庭教育の自立性

を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供、その他の家庭教育を支援するた

めに必要な施策を講じるよう努めなければならないものとする、なければならないと、行政

の努力目標を定めているところでございます。 

 このことは、端的に申し上げますと、一つは家庭は教育の原点である。子供に必要な生活

習慣を身につけなさい。もう一つは行政は家庭教育をしっかり支援しなさいという、いわば

当たり前のことと思いますが、裏を返しますと、教育基本法に明記しなければならないほど

子供の教育、家庭の問題、家庭の教育が困難な状況を呈していると言わねばならないと思い

ます。このように私は受けとめております。 

 そこで、このことをしっかり踏まえまして、次の２点について確認をして進めたいと思い

ます。一つは教育は学校だけで行われるものではない。家庭はすべての教育の出発点であり、

それを支える地域社会もまた、その役割は重要である。もう１点は、学校、家庭、地域の

３者の役割と責任、これを明らかにする。この２点は改めて確認し、人吉市の教育方針にし

っかりと据え、そしてその具現化に努めなければならないと、こういうふうに思っていると

ころでございます。 

 以上、お答えいたしました。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  教育長のお考えをお聞きした中で、それから質問を進めてまいりた

いと思っております。先ほど教育長のお考えをお聞きしましたが、家庭教育はすべての教育

の出発点である。まさに私もそう思うわけでございますが、近年家庭の教育力の低下が指摘

されており、本市においては家庭教育学級を実施されております。 

 そこでお尋ねいたしますが、平成18年度、平成19年度で結構でございます。具体的にどの

ような実施状況をされているのか。また、現在も行われているのか、お尋ねをいたします。 

○教育部長（浦川康徳君）  こんにちは。よろしくお願いいたします。 

 では、御質問にお答えいたします。この家庭教育学級は、21世紀を主体的に生き抜く心豊

かで創造性に富む子供の育成を目指して、家庭の教育力の効用を図ること。また、生涯学習

の原点としての家庭の教育的役割を理解し、親としての自覚を高め、日々愛情に満ちた家庭

教育の実践に努めることを目的として、毎年、幼稚園、保育園、小中学校を指定いたしまし

て家庭教育学級を開講いたしております。 

 また、全市民を対象としました中央公民館家庭教育学級と校区公民館を指定いたしまして、

校区公民館家庭教育学級を開講いたしております。 
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 平成18年度は保育園、幼稚園から人吉乳児保育園、小学校から人吉東小学校、人吉大畑小

学校、中学校から人吉一中、人吉二中を指定校とし、また、校区公民館から西瀬校区公民館

を指定し、実施いたしました。 

 指定校では保護者、児童生徒を対象とした講演会を中心に、人吉乳児保育園で３回、人吉

東小学校で２回、人吉大畑小学校で３回、人吉一中で２回、人吉二中で１回、合計11回の家

庭教育学級を実施し、保護者、児童生徒あわせまして1,701名の受講がございました。 

 また、指定校区公民館の西瀬校区公民館では体験学習を中心とした17回の家庭教育学級を

実施し、保護者、児童生徒あわせまして247名の受講がございました。 

 さらに、全市民を対象とした中央公民館家庭教育学級では、親子影絵劇と、親子切り絵教

室を実施いたしまして、保護者児童生徒あわせて387名の受講がございました。 

 次に、平成19年度の実施状況でございますが、保育園、幼稚園からあいだ保育園、小学校

から人吉西小学校、人吉西瀬小学校、中学校から人吉一中、人吉二中を指定校とし、また、

校区公民館から中原校区公民館を指定いたしまして実施いたしております。 

 指定校では、保護者、児童生徒を対象とした講演会を中心に、ことしの12月までにあいだ

保育園で１回、人吉西小学校で２回、人吉西瀬小学校で２回、人吉一中で２回、人吉二中で

１回、合計８回の家庭教育学級を実施し、保護者、児童生徒をあわせまして1,840名の受講

でございます。 

 また、指定校区公民館の中原公民館では、体験学習を中心とした家庭教育学級を12月まで

に５回実施いたしまして、保護者、児童生徒あわせて167名の受講でございます。 

 さらに、全市民を対象とした中央公民館家庭教育学級では９月に人吉影絵劇サークルまつ

ぼっくりによる親子影絵劇をカルチャーパレスで開催しまして、保護者、児童生徒あわせて

276名の受講がございました。 

 以上が平成18年度、19年度の家庭教育学級の実施状況でございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  今、家庭教育学級の実施について、具体的に答弁をいただきました。

この質問をなぜしたかと申しますと、民間の団体、個人のおつきあい、友人等のお話を聞き

ました。次世代の子供たち、人づくりにはこういう学級が必要ではないかという意見が多数

を占めまして質問をしたわけでございますが、この家庭学級実施後の市民の反響、また、感

想等のアンケートを取られておるのか。もし、取られておれば、そのアンケートの意見、内

容等をお聞かせ願いたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  御質問にお答えいたします。 

 アンケート調査は家庭教育学級の受講生を対象に講演会等の終了後に行っております。ア

ンケートの意見、内容等につきましては、平成19年度のアンケート結果をもとに受講生の
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方々の御意見を抜粋してお答えをさせていただきます。 

 まず、あいだ保育園の家庭教育学級では、「子育てに絵本を」のテーマで和歌山県読み聞

かせの会代表の別院清氏の講演を行いました。その中の感想といたしましては、「絵本の大

切さを改めて実感させられました。これからは読み聞かせを実践していきたい」などの御意

見がございました。 

 また、人吉一中の家庭教育学級では、昭和56年に封切られました映画「典子は、今」の白

井典子氏による「あれから26年、今を大切に生きる」をテーマに講演会を行いました。その

中の感想といたしましては、「今を大切に生きることを教えられました。前向きに生きるこ

との大切さを改めて気づきました。今を一生懸命に生きてこその将来という言葉が印象に残

りました」などでございます。 

 また、人吉二中の家庭教育学級では、取材中の事故で脊椎を損傷する重傷を負いながら再

起不能と言われた中、厳しいリハビリにより見事に復帰を果たされましたアナウンサーの木

村和也氏による「再起可能」というテーマでの講演を行いました。その中の感想といたしま

しては、「プラス思考で前向きに生きることの大切さ。１％の可能性を強く信じることを学

びました。これからも目標を持って達成することが大事なんだと実感しました」などでござ

います。 

 また、全アンケートの結果としましては、回答者の22％が男性、78％が女性の方でござい

ました。その中で、９割以上の方が講演会の内容につきましては、「大変よかった」との御

感想をいただいております。 

 「参加しやすい時間帯」につきましては、「日曜祝日の昼間」が回答者の51％を占め、次

が「平日の夜間」24％、「平日の昼間」16％、「日曜祝日の夜間」５％、「平日の午前中」

４％の順でございました。 

 また、「今後どのような講演を聞きたいですか」との質問に対しましては、「思春期の子

供の心理」、「子育てや健康、命の大切さ」、「親の心の持ち方」、「地球環境問題」、

「さまざまな体験談についての講演」といった回答がございました。そのほか、「会場の体

育館にはいすを置くなどの配慮をしてほしい」、「開催時間帯を考慮してほしい」などの御

意見もあっております。 

 このアンケート結果をもとに、今後は参加率を上げるためのテーマ設定、時間設定、講師

の選定や講演内容とあわせまして、会場設営についての配慮など、指定校や指定公民館と一

緒になって十分検討し、実施してまいりたいと存じております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  アンケート調査については９割の方が大変よかったと、アンケート

で出ております。先ほど述べましたとおり、講演等もしくは映画、地域住民の方からのお知
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恵を拝借されてされていることはよく今わかりましたけども、この中で私から４回目の質問

になりますが、家庭教育推進校、また家庭教育推進モデル公民館等を指定されております。

その決定の仕方と、また、その一つの事業についての予算の分配、これはどのように決定さ

れているのかということをお聞きしたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  御質問にお答えいたします。 

 指定校につきましては幼稚園、保育園、学校、それぞれをローテーションするという形を

基本といたしまして、毎年幼稚園、保育園から１園、小学校から２校、中学校から２校を指

定し、実施いたしております。また、校区公民館も２年ごとにローテーションをする形で

１館を指定し、実施いたしております。 

 予算につきましては、保育園、幼稚園の１園に３万円、小学校２校にそれぞれ５万1,000

円、中学校２校にそれぞれ３万円となっておりまして、主に講師謝金に充てております。 

 また、中央公民館家庭教育学級といたしまして24万5,000円、校区公民館家庭教育学級と

いたしまして１館に７万円の予算となっております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  ローテーションで決めておられるということでございました。講師

料が各１園に３万円、小学校につきましては５万1,000円、中学校につきましては３万円と

いうふうに、今、答弁をいただきました。公民館につきましては24万5,000円、１館につき

まして７万円という予算になっております。私は持論ではございませんけれども、鳥井教育

長のお話を又聞きしましたときに、教育は物をつくるのではなく、人をつくるためにあると

いうお考えを教育長は持っておられるとお聞きしております。極端にいうならば、もう少し

保育園、幼稚園、小学校、中学校ございますけれども、枠を広げて実施をしていただければ

なあと考える次第でございます。 

 そこで、５回目の質問でございますが、家庭教育学級の今後の取り組み、どのように進め

ていかれるのか、今のままで進めていかれるのか。その辺をお尋ねいたします。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えいたします。 

 井上議員の言われますとおり、ますます家庭教育の重要性が高まってまいっております。

教育が人材の育成を目指すためには、まず家庭が安定し、そして家庭教育が充実しなければ

ならない、このことをやはり市民みんなが強く認識する必要があると思っております。いろ

いろ実践してまいりますけれども、それをどのように家庭で実行したか、実践したか、これ

が大きな課題になると思っております。 

 したがいまして、今後の具体的な政策といたしましては、家庭教育学級の指定校の数を何

とかこれまで以上にふやしたい。また、指定校区公民館以外の校区公民館におきましてもコ

ミセン講座などの中に短期でも長期でもようございますので、積極的に家庭教育学級を取り



- 70 -  

入れるなど、家庭教育支援の充実に努めてまいりたいと思います。 

 さらに、教育における地域社会の役割を明確にして、各種団体や関係機関等との連携を強

化して、「地域の子供は地域で育てる」、この仕組みの形成と社会的機運の醸成に努めてま

いりたいと存じます。特に、内容面では就学前の教育の課題が山積していますことから、

「親になるための学習」、「親としての育ち、力をつける学習」など、いわば親学面の重視

を考えております。また、子供の変化、そして親の変化、そして地域の変化の３点からの視

点を大事にして取り組みたいと考えております。要は家庭教育学級の実施により、家庭や親

がどのように変わったか。変わるために何か障害があるのか。そういうことを明らかにして

取り組むことが大事と思います。そこまで何とか踏み込んで、これは学校も課題ですけれど

も、そこまで踏み込めないか。学校も地域も課題でございます。こういう面から積極的に取

り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  教育長の方から今後、より一層広げていくという答弁をいただきま

した。私も子供を持つ親でございます。もう私も親としての親学を勉強し、この点に重視を

置いて頑張ってまいりたいと思いますが、どうか教育要望ではございますが、今後もより一

層この事業に力を入れていただいて、どうか次世代の子供たちを一緒につくっていただけま

すことを御希望申し上げまして、この問題につきましては質問を終わらせていただきたいと

思います。 

 それでは、２点目の項目に入りたいと思います。２点目ではございますが、市民の声から

ということで通告をしておりました。はり灸・マッサージ助成事業について質問をさせてい

ただきます。 

 現在、人吉市の国民健康保険事業においては、医療給付の一環としてはり灸・マッサージ

施設利用券を発行し、医療費の増加を抑え、市民の健康維持増進の一翼をなしておられます。

しかし、平成20年４月より施行されます後期高齢者医療制度においては、はり灸・マッサー

ジ施設利用券ができなくなる。なくなってしまうんではないかという不安が広がっておりま

す。 

 これは高齢者の負担増をするものであり、そこでお尋ねいたしますが、現在の国民健康保

険事業として国保の被保険者に限ってはり灸・マッサージ施設利用券が交付されております

が、人吉の助成内容をお尋ねいたします。平成18年度分で結構です。 

○福祉生活部長（尾方 篤君）  お答えをいたします。 

 18年度の実績でございますが、まず助成額は１回当たり500円となっております。施術券

は１冊24枚綴りでございます。被保険者１世帯につき原則年の24回分を交付をいたしており

ます。ただし、さらに施術の必要がある場合には、追加し、24回分を限度に追加交付をいた
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しておりまして、最高48枚でございます。18年度は699世帯に交付し、そのうち２冊交付し

た世帯が78世帯でございます。総数が6,378枚、助成総額が318万9,000円でございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  平成20年４月から熊本県内の市町村が加入する、熊本県後期高齢者

広域連合、以下、広域連合と言いますが、運営主体となり、75歳以上の方と65歳から74歳の

人で一定の障害がある方がこの医療制度の被保険者になります。 

 そこで、お尋ねでございますが、平成20年度４月から発足されますこの制度で別制度とな

りますが、75歳以上の取り扱いはどうなるのでしょうか。お尋ねいたします。 

○福祉生活部長（尾方 篤君）  お答えいたします。 

 議員御指摘のように20年４月からの後期高齢者医療制度へ移行ということになりますが、

広域連合におきまして検討を重ねましたが、実施することはなかなか困難という結果をいた

だいておるところでございます。その理由としましては、各市町村における助成の額や助成

の回数にかなりの差、開きが大きく、また、助成を行っていない自治体もございますので、

広域連合で県内の全市町村を統一して実施することは難しいということでございます。 

 また、財源は被保険者の方々からいただきます保険料となりますが、地域によってははり

灸院がないところもございまして、被保険者の方々の公平なサービスが提供できないという

のが懸念されるということです。本市では、国保の被保険者が対象の助成事業でございます

ので、来年４月からは後期高齢者医療制度に移行となる75歳以上の方は対象外ということに

なります。 

 ちなみに全国を見てみますと、これは調査は７月の時点でございますけども、広域連合で

実施する県が２県、未定が９県、実施をしないというのが35県となっております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  今、部長の方から答弁をいただきまして、広域連合では実施される

県が２県、未定が９県、実施しないが35県という答弁をいただきました。そこで、県内の各

市、また、人吉球磨では他町村では会計別助成状況はどうなっておるでしょうか、質問いた

します。 

○福祉生活部長（尾方 篤君）  各市町村の状況でございます。県内13市とも本市と同様国

保事業での実施でございまして、世帯単位で交付しておりますのが本市を含めまして10市、

個人に交付している市が４市ございます。1回当たりの助成額は500円から1,000円未満が

４市、1,000円が９市、1,000円以上が１市でございます。 

 また、年間交付枚数は１世帯当たり15枚から最大の60枚までと、個人ごとの交付におきま

しても20枚から最大80枚までと、各市それぞれ異なっております。 
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 年間の助成限度額は最少が１万5,000円、最大が13万6,000円となっております。 

 また、郡内の町村は９町村全部が一般会計で助成されておりまして、個人に交付され、

１回につき500円の助成でございます。 

 １人当たりの年間交付枚数は、８町村が48枚、１町が60枚の交付となっております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  先ほど答弁をいただきました。本市では国保特別会計で助成をして

おられます。それで、後期高齢者医療制度において他町村との格差が明らかにあると、私は

考えております。そこで、何とか本市も75歳の方に高齢者の方にやさしいまちづくりという

ことを願いまして、今後の対応とどういったふうに進めていかれるか、お尋ねいたします。 

○福祉生活部長（尾方 篤君）  お答えいたします。 

 議員御指摘の格差につきましては、確かに同じ75歳以上で自治体が異なることだけでサー

ビスを受けられないという、こういう格差は認識をいたしております。これは自治体の財政

の問題が大きな要因ではなかろうかというように考えております。本来であれば、広域連合

での事業として取り組んでいただくことがよりベターじゃないかというふうに考えておりま

す。 

 そういうことを踏まえまして、この事業は療養面におきましても医師の同意に基づき、保

険給付の対象として実施されているところでございます。しかし、それ以外に国民健康保険

で実施しておりますはり灸助成事業も議員御指摘のとおり、健康維持や増進の面からも効果

があり、医療費の抑制につながっていると認識をいたしております。 

 先ほど申しましたように、これまで国保での助成事業でございました。75歳以上の方々を

対象となりますと、今まで国保ではなかった社会保険等の被保険者の方々も対象となります

ので、一般会計の新たな財源が必要となります。各市の対応状況を調査いたしまして検討を

させていただきたいというように考えております。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  この質問で私の質問を終わりたいと思っております。先ほど来、言

われましたとおり、後期高齢者医療制度の中では療養費があるということも聞いております。

しかし、これは先生方の診断書をもっていくものでありまして、非常に不便でありまして、

75歳以上の方は大変だろうと思います。 

 そこで、要望でございますが、今まで何十年と続いてきました制度を簡単に廃止せず、来

年春４月に導入されますこの制度の中でも、どうか75歳以上のはり灸・マッサージ券の発行

をお願いしたいと、私はここで要望をしたいと思います。また、この質問につきまして、市

長の方からも答弁をいただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わらせていただきますが、どうぞ市長の答弁をお願いします。 
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○市長（田中信孝君）  福祉生活部長が答弁をさせていただきましたとおりでございますけ

れども、いわゆる後期高齢者医療制度、国保を離れまして社会保険等々の方々も含んだ措置

が行われるところでございます。よって、財政的には医療制度の支援ということは大変、一

般会計で予算が伴うことでございますが、しかし、将来的には助成の限度額を引き下げてで

も75歳以上の皆様方の療養に寄与したいというふうに考えてるところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ２番。 

○２番（井上光浩君）  私の質問はこれで終わらせていただきますが、ただいま市長の方か

らもありましたけれども、財政面等も考えましても、どうかお考えをいただいて高齢者の方

にやさしいまちづくりということでお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（大王英二君）  ここで暫時休憩をいたします。 

午後１時37分 休憩 

───────── 

午後１時51分 開議 

○議長（大王英二君）  では、休憩前に引き続き再開をいたします。（「議長、10番」と呼

ぶ者あり） 

 10番。 

○10番（福屋法晴君）（登壇）  10番議員の福屋です。師走の寒さが体に感じる季節となっ

てまいりました。しかし、民間では会う人ごとにあいさつの中では、「ことしの暮れはこの

ままではきつかなあ」というのが合い言葉のように話が出てまいります。昨年はいじめにつ

いて、子供の安全、登下校について、議会で議論をしてまいりました。市民各種団体のおか

げをもちまして人吉市の安全生活は少しは守られてきたように感じております。来年2008年

には人吉市に安心した生活基盤が保たれ続けられますよう、いま一度市民のための市民主義

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行ってまいります。通告は第１番目に田中市長の

タウンミーティングからということで、農業の今後について、２番目にスポーツの振興から

２点、漆田多目的広場について、総合型地域スポーツについての２点です。３番目に学校教

育から、モンスターペアレンツについて、田中市長、担当部局に質問をいたしてまいりたい

と思います。与えられた時間が十分にあるか、ないか、初めての経験ですので、時間内にな

るべく早く終わるように質問をしてまいりたいと思います。 

 それでは、まず、初めに田中市長の「市長と語ろう かがやきトーク」が市内各校区にて

開催をされてまいりました。私も時間の許す限り参加をいたしてまいりましたが、説明の中

で主なものは観光、農業、駅前開発でありました。その中の１点、農産物のブランド化に関

し質問をいたしてまいります。 
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 各校区での説明会の中で、市長は生産履歴、成分分析、レシピを作成して今後行っていき

たいという説明をされておられました。また、１例をあげられ、徳島県の上勝町の葉っぱビ

ジネスを取り上げての熱弁でもありました。簡単に高齢者が利益を上げているような発言が

あったように感じておりますが、そこにいくまでには大変な取り組みをされておると思いま

す。また、大変な時間と労力がかかって現在の葉っぱ事業であると思われます。人吉市にお

ける農業を田中市長はどのように考えておられるのか、いま一度説明をいただきたいと思い

ます。 

 １回目の質問を終わります。 

○市長（田中信孝君）  福屋議員のお尋ねにお答えをいたします。 

 御指摘のとおり、徳島県上勝町葉っぱビジネス、一朝一夕になったわけではございません。

この葉っぱビジネスの門戸を開いたお方の本を読ませていただきますと、まず、大阪の調理

場に入らせていただくだけでも３年もかかったというふうなお話がございました。よって、

何かをブランド化するということは至難の技でございます。そこにやはり汗と涙の物語が存

在しなければ、そういう葉っぱビジネス一つとりましてもなかなかブランド化、または販売

増にはつながっていかない。または、要は生産はいたしましても、それを一体、どこにどの

ように売っていくかということが最大の農業の課題でもございます。 

 そういう観点を重々頭に置きながら、農産物のブランド化に取り組んでまいりたいと思っ

ておるところでございますけれども、まず、本日の永山議員の御質問にもございましたとお

り、１次なくして２次、３次なしと。この１次産業というものが最も大切な基本である。こ

れは農業におきましても、林業におきましても同じことでございます。それから、下田代議

員の中山間地の今後の農業の対応についても御質問があったところでございますが、御承知

のとおりこの人吉というのは生産基盤が非常に弱い。ということは、下田代議員も御指摘の

とおり、非常に収入が低いということにもつながってまいります。そして、中山間地におけ

る農地はどんどんと荒れ地化していっている。しかし、この現状に何とか歯どめをかけてみ

んなが元気で健康で暮らせるまちづくりを始めたいと思うのが農産物のブランド化の第一歩

でございます。御指摘のとおり一朝一夕にこれがなるとは思っておりませんが、しかし、い

ずれかの時点で始めてまいらなければ、いつまでたっても農産物のブランド化はできないわ

けでございます。 

 ただ、今までのブランド化と申しますと、グルメ志向、または高級志向、ここに意識が向

けられてのブランド化でございましたけれども、今後人吉市におきまして取り組んでまいり

たいブランド化は、健康を中心にしたブランド化でございます。よって、だれが生産したの

か、どのような生産履歴で生産したのか、というところが非常に重要になってくると考えて

おります。 

 それから、先ほども申し上げましたとおり、じゃあ、生産をした、生産者履歴も非常に健
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康に重点を置かれた生産者履歴が整うようになった。しかし、じゃあ、それをどのようにし

て販売し、売りさばいて実質的な収益としていくか。ここら辺が非常に重要な今後の課題に

なってくると思っております。しかし、これらがもし、整ったとしましたならば、中山間地、

いわゆる高齢化しておられる方々、この方々に対する農業というのは今後まず、軽作業でな

くてはいけない。それから、例えば放置をしていてもどんどん生えてくる。そういう作物に

焦点を当てなければいけないというふうに思っているところでございます。そのことによっ

て、高齢者の農業従事者方にとられても多少の収益が毎月あるということは、非常に元気が

出る源ではなかろうかなと思っているところでございます。 

 そこで、元気な暮らしがいま一度楽しみがよみがえってくることによって幸せを実感し、

より自分自身の健康の生活にいそしんでいただくという、そういう環境をつくり上げるため

の一環として農産物のブランド化に取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。 

 もちろん第１番目には地産地消、これが一番大切でございます。しかし、やはりつくった

ものをよそに売って、そしてよそから外貨を獲得して初めてこの地域が潤うわけでございま

して、このことを先ほど申し上げました、どこに売るのか、どのようにして売るのか、どの

ようにして完売するのかということにも力点を置いていかなければいけないと思っていると

ころでございます。そして、さらに米価、米の価格の低迷が非常に叫ばれている中でござい

ますので、米のブランド化、一番いいのは契約栽培において完全に生産した米がはけていく

という、そういう環境をどのようにしたらつくれるかということにも心を注いでまいりたい

と思っているところでございます。 

 この農産物のブランド化を突破口にいたしまして、そして将来的には全体的に、この人吉

という町そのものをブランド化していかなければならない、というふうに考えているところ

でございます。 

 以上、お答えといたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  市長から各校区における説明会、それ以上のまた新しい考えが出て

きたのかなと、今、聞き及んでおりました。今後、もう一度対応する場所があったら、今言

われたような、今度は市民にわかりやすい、そういう説明をしていただければいいのかな。

今回、聞きまして農業に対する課題も前向きに考えておられるようだし、また、市民の健康

というのを今お聞きしまして重要に考えておられるというのがはっきりわかりました。校区

においてはその辺の健康というような話が出てまいりませんでしたので、ただ、ブランドを

されるのかなという感覚でおりました。新しい答弁をいただきまして、非常にありがたいと

思います。 

 それでは、今の市長の答弁を受けまして、俣野経済部長にお尋ねをしたいと思いますが。

これまで人吉市で取り組んでこられたさまざまな農業について、人吉の農業の位置づけと、
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現在、進められておられます政策についての説明をお願いを申し上げます。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 今後の人吉農業の位置づけで現在の政策についてということでございますが、現在、行っ

ております集落営農の現況につきましてお答えしたいと思います。現在、品目横断的経営安

定対策を今年度から始まりました。加入申請されました集落営農組織が現在２集落でござい

まして、参加戸数は２組織、合計57戸、参加農家の平均年齢は約60歳となっております。 

 今後の農家の経営でございますが、大変厳しいような状況になると思われますので、米政

策を含めまして品目横断的経営安定対策で集落営農の取り組みを行っているところでござい

ます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  市長、部長の答弁をいただきまして、集落の営農、こちらの方もお

話を聞いていかないかんと思いますが、農業のブランド化、農水省がモデルタウン事業など

をするということで農業に従事していないといいますか、したくてもできない状況にある私

たち市民のためにもいろんな政策をしていただかなければいけないのかなと思っております。

それと、私なりに中山間地の農業が市長の目指されているところに一番近いのではないかな

と考えております。 

 人吉の農業は広大な農地があるわけでもなく、また、アメリカや中国みたいに広大な農地

を持っているところと争っても勝てることはありません。絶対に負けると思います。人吉の

中山間地においては空気、水、こういう条件、環境条件が中山間地を活用したらすべてこう

いう大国には勝っていると思います。そこで人吉独自の人吉でないとできない農業を考えて

いけば、先ほどの例のように上勝町以上のものが生まれてくるのではないかなと考えており

ます。 

 行政と地域が農業に対し、真剣に取り組んで何かを考えていったら、何かが必ず生まれて

くるのではないかと考えます。そのためにも何か具体策があるのか、この件について、具体

策について、もしありましたら、俣野経済部長にお尋ねをいたしておきます。 

 また、市長のアイデア、多分の頭の中、ポケットの中にたくさんのアイデアが田中市長の

中にはお持ちと思います。私たちが到底思いつかないようなアイデアがたくさんあるんじゃ

ないかなと思いますが、人吉の今後の農業のためにも今有名な宮崎の東国原知事ではござい

ませんが、人吉市の農業をどがんかせないかんというのが今だと思います。田中市長が先ほ

ども言われましたように第１産業の農業が大切だということを声を出して言われております。

私も人吉市の農業のためにも微力ながら、何かできることあったら一生懸命頑張ってまいり

たいと思いますので、田中市長にもこのことについて答弁を求めたいと思います。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 
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 議員御指摘のとおり本市は中山間地域でございまして、平坦部のような効率的な営農が困

難であると存じているところでございます。そのような中で本市独自の具体策があるのかと

いうふうな御質問でございますが、まず、１点目にこれは市長のマニフェストの一つでもご

ざいますが、これまで１次産業として生産だけで終わっていた営農から、今後は中山間地で

ある本市の恵まれた自然を生かし、付加価値をつけ、加工販売までを手がけていく農業経営

システムへの展開により、農業者の所得向上を図っていくことができないかと検討している

ところでございます。 

 また、２点目としましては、緑豊かな本市の農山村を生かしまして、田舎ののんびりとし

た生活を体感したい都市住民や、特に農業体験のない子供たちを受け入れまして心と心の交

流を図っていくグリーンツーリズムへのさまざまな取り組みが、本地域の活性化につながる

ものでございまして、今後とも本市独自の政策として位置づけまして、より一層推進してい

きたいと存じます。 

 以上、お答えいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えをいたします。 

 アニメのドラえもんじゃありませんけれども、どこでもドアとか、何でもポケットがあれ

ば、本当にいいんだがなあとつくづくいつも思うところでございますけれども。 

 まず、今、特色のある農業の端緒に入ろうとしている物産が一つございます。それは中国

の農薬に汚染されたキクラゲの新聞、テレビ報道等によりまして国産のキクラゲが一躍注目

を浴びることになりました。実は、その国産のキクラゲ、今まで中国産のキクラゲと比べま

して非常に高い価格でしか買い求めることができませんでしたけれども、この中国産のキク

ラゲの報道の影響によりまして、実は国産キクラゲに非常なる、今、注目が集まっていると

ころでございます。特に、給食界、生徒児童にはいわゆる安全安心なものを提供したいとい

う願いが全国の保護者の間にもございますようでございまして、このキクラゲの生産を拡大

できないかというふうに今考えているところでございます。 

 このキクラゲにおきましては、いわゆる軽作業、そして先ほど申しましたように放置をし

ておくことができる。もちろん十分なる菌床の管理はしてまいらなきゃいけませんけれども。

このことに意識を向けて、今、約２件のキクラゲ生産農家の応募があったところでございま

す。 

 さらに、これは話が少しそれるかもしれませんが、将来の改正自立支援法をかんがみまし

て、うぐいす荘並びに希望ケ丘等々の中でも生産することができないかと考えたところでご

ざいます。特にビニールハウスは現に事業団の中にございますし、しかもあそこは温泉がご

ざいますので、その温泉を張りめぐらして１年中キクラゲが生産できるという環境ができは

しないかと、今、研究をしているところでございます。もし、このキクラゲの生産に一歩、

二歩、歩を進めることができましたならば、一つのモデル事業として進めていくことができ
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るのではないかと考えているところでございます。 

 徳島県上勝町は葉っぱビジネス、または京都府綾部ではそういう中山間地の田畑にフキを

種まきをいたしまして、そしてそれの、フキの畑の中にまたサンショウの木を植えて、これ

もフキも勝手にどんどん伸びていきますし、広がっていきますし、また、サンショウの葉っ

ぱも軽作業で放置をしておればよい。今後、軽作業で放置をして、そして収益を上げること

ができる。ただ、１次産品だけにこれをとどめることなく、これを２次産品、３次産品に進

めていき、収益性を高めていかなきゃいけないというところで考えているところでございま

す。 

 以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  ありがとうございました。キクラゲの生産を考えて、今、２件の農

家ですか、やっておられるということで、市長のアイデアの中で多分これは進めていってい

ただけるものだと確信をしております。具体的なモデルですので、やはりこれを継続するこ

とによって日本の中の人吉の産業として今後位置づけをますますしていただくよう、この件

は要望しておきます。どうか人吉市民のためにも、人吉の農業のためにも行っていただきた

いなと考えております。 

 それと経済部長の方から集落営農とかについてのお話をいただきましたが、それを受けま

して例ではありませんけど、今現在、人吉市の方では減反をすると食べていけないという農

家がたくさんふえております。話もいっぱい聞いてまいりました。例えば、私の友達なんで

すけど、２反の米づくりでは減反すると最後は米を買わなければいけないということだった

ように思います。なぜかと言いますと、減反が補助の条件になっている集落営農というのが

ありますけども、今、簡単に考えまして、米30キロが5,500円ぐらいで農家の方は取引をさ

れているという話を聞きました。錦の方では5,150円だったそうですけど、それが何等米か

というのは私は専門じゃありませんのでわかりませんけど、そういうことです。それがです

ね、10キロ平均しまして買うときに、例えば5,500円で売って、市販の米を買うときには10

キロが3,000円ぐらいなります。その辺のスーパーに行っても大体3,000円近くで売ってある

わけですけど、そうすると9,000円になるわけです。減反をしてもらうお金よりも減反をし

ない方が金になるというような単純な計算なんです。そういうこともあって減反はなかなか

できないというお話でした。 

 今後、ますます厳しい現状では地方の農家は確実に衰退していくと私は思うのですが、ま

た、国の施策だけに頼って、その国の施策に人吉市が同じ方向性をとって農業従事者がその

施策をとっていくと今後いなくなっていくんではないかなと、考えています。農家が今後安

心した経営ができ、担い手対策を推進しなくても、農業を自然とできるような人吉独自の農

業を展開しなければ人吉の農業は確実に衰退していくのは、市民だれでもわかるはずだと思
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います。 

 何度も言うようですが、中山間地にあった農業が今後とても大切なことになってくると思

います。今後、少子高齢化が進み、10年後には極端な話ですが、生産農家はなくなってくる

のではないでしょうか。農家に対して何らかの対策が早急に必要だと思われます。休耕田対

策、生産農家対策、中山間地対策、このようなことについて俣野経済部長はどのようにお考

えなのか、お尋ねをしておきます。 

 ここで、事例なんですけど、例えば秋田県では集落営農というのが国の施策によって積極

的に取り組んでこられたそうです。これも補助事業にて次々に補助金をもらうということで

事業拡大をし、大型機械を購入されたそうです。その後、米の値崩れが始まりまして、その

大型機械の返済ができない状況に現在はなっているそうです。人吉での集落営農をそういう

ことを考えまして、今後進めていくのが一番いいのか。どちらの方向に行くのか、もし、お

考えがありましたら、この件について答弁を求めます。 

○経済部長（俣野 一君）  御質問にお答えいたします。 

 集落営農を進めることが一番いい方法なのかということでございますが、議員、御質問の

とおり、御存じのとおりだと思いますが、このままで農業をやっていけるのだろうかと不安

を抱く農家が多いのではないでしょうか。 

 その中で国の農業政策でございます、先ほども下田代議員のところにもお答えいたしまし

たが、本年度から始まりました品目横断的経営安定対策ではこれからの農業は一定の基準を

持つ担い手、集落営農組織、認定農業者で行うという施策に変わっております。農業従事者

の減少、高齢化などを背景に集落機能が低下する中で、地域農業の脆弱化により農地の果た

す多面的な機能の維持にも支障が生じるおそれがございます。地域ぐるみの体制整備が必要

なことからも集落営農は必要だと考えます。 

 また、このこととあわせまして議員御指摘のとおり集落営農に参加されない農家への手だ

ても当然必要でございます。このことにつきましては新聞報道でございますが、国において

も米政策と並びまして品目横断的経営安定対策の見直しも、今検討されているようでござい

ますので、今後の国の対応を見守りますとともに、先ほど答弁いたしました人吉の中山間地

農業ともからめまして、本市独自の施策として考えていきたいと存じます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  今、部長の方から本年度から始まっている品目横断的経営安定対策、

これが本当にいいのかどうかというのも、私もまだはっきりとはわかりません。集落営農も

そうだったように、国の事業がその都度その都度変わっていくし、それがこういう人吉みた

いな中山間地で本当にいいのかどうかというのも今後の課題じゃないかなと考えております。

ただ単に国が政策でいうのが地方にあてはまるかどうかというのは、地方の問題だと私は考
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えておりますので、経済部長には人吉の農業関係者とか、農業委員とか、いろんな方が、有

識者がおられると思いますので、その人たちと人吉にあった農業はどういうものか、国の施

策は本当にいいのかどうか、というのをやはりその都度協議をしていただきたいなと思って

おります。そのあたりをよろしくお願いを申し上げておきます。 

 私は、今言いましたとおり国の施策がすべて本当に正しいとは考えておりません。人吉独

自の農業施策がどの方向に行くのか、これは行政とか、農家、この周り関係者を巻き込んで

のいろんな話し合いをしていくのが一番大事ではないかなと考えております。でないと、人

吉の農地が死んでしまい、人吉市自体が急速に今後の高齢化社会に行くことによって過疎化

に向かうのではないかなという懸念も持っております。市内各地に至るところに車で通るた

びにですが、荒れ果てた農地を今、目にしております。一度荒れてしまえばなかなかもとに

は戻らないと農家の方に言われました。荒れる前に何とかしなければ、農地は二度ともとに

戻ることはないだろうという話でありました。 

 また、最初の市長の６月の農業施策の中で農業に関して特区をとって行っていきたいとい

うお話がありましたが、この農業というのは大体５反政策で今行っておりますけど、全国に

も３反政策とか、１反政策という話が出ています。前市長のときに現議長をされておられま

す大王議長と岩手県の遠野町の方に行っていました。これは焼酎特区です。やはりここも

５反政策ではだめだということで、地元を生かした農業をしようということで、３反政策を

行って焼酎特区をとって農業活性化、その後にグリーンツーリズムというようなものを取り

入れてきておられました。市長がせっかく６月議会の方で農業特区をとって何かしたいとい

うお考えを示されておりますので、あれから半年ぐらい経っておりますので、市長はその後

どのような見解を持っておられるのかお尋ねをしておきます。 

○市長（田中信孝君）  お答えをいたします。 

 農業特区に関しましては焼酎特区と絡めまして、ただいま経済部の方で本省の方と鋭意詰

めあわせをさせていただいているところでございます。 

 また、議員御指摘のとおり現在の農地法では耕作放棄地の解消などの条件つきではござい

ますけれども、50アール以下の耕作も可能になってきているところでございます。 

 よって、御指摘のとおりさまざまな農地保全の観点から新たな担い手の確保として、定年

後の新規参入であるとか、市外からの新規就農者であるとか、定住支援などの条件整備を行

う必要があるというふうに考えておりますが、先ほど申し上げましたキクラゲ等々では県外

からの新規参入が見込めそうだという感触を得ているところでございます。 

 つまり、いずれにしましても軽作業で放置可能という農業が、しかもそれにプラス収益性

が高い、販売ルートもしっかり確立をしていると、そういう環境を育成していくことに全力

を傾けていかなければならないと思っているところでございます。 

 以上、お答えをいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  市長の方から今後についてお話を伺いました。やはり今、市長が申

されたとおり、生産から販売まで、それと人吉市独自の農業を市長の方で今後ますます進め

ていただきますようにお願いを申し上げておきます。これで農業に関しては質問を終わりま

す。 

 続きまして、漆田多目的広場について質問をいたします。この広場について、今までに何

度となく私は質問をしてまいりました。今、現在、土地開発基金分につきましては、一部買

い戻しをしていただきましたが、残りの買い戻しと県の水路について、その後の計画はどの

ようになっているのか、その進捗状況をお尋ねをいたします。 

○教育部長（浦川康徳君）  質問にお答えいたします。 

 多目的運動広場につきましては、人吉市土地開発基金にて平成元年度から平成４年度にか

けて上漆田地区に約10万8,000平方メートルの用地を購入いたしております。この用地を昨

年度から２カ年計画で買い戻すことにいたしておりまして、昨年度４万2,029.95平方メート

ルを5,035万9,228円で買い戻したところでございます。今年度は残り６万6,464.60平方メー

トルを買い戻す予定にしておりますが、買い戻し費用が7,300万円ほど要しますことから、

現在、財政当局と調整中でございます。 

 また、議員申されましたように、用地の中に熊本県所有の用悪水路が存在しておりますの

で、調査しましたところ、昭和48年から52年にかけて県が実施しましたシラス対策事業の際

に購入した水路でございまして、事業完了後の譲与目録を球磨地域振興局で調査していただ

きましたが、該当する地番の水路がございませんでしたので、県の指導で当該水路の登記簿

を法務局から取り寄せたところでございます。今後とも引き続きどのような手続で譲与して

いただくのか、県の御指導をいただきながら手続を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  今、浦川部長から広場についての答弁をいただきました。人吉の方

は財政的なものがありますから、なるべく財政部とのお話を進めていただいてほしいと思い

ます。 

 それと、県の方を水路の地番がないということですので、多分これはうまいこといけば無

償提供になるんじゃないかなと、簡単に手続が終わるんじゃないかなと私は考えております

ので、無償提供をいただけるように進めていただければいいと思いますので、どうぞよろし

くお願いしておきます。 

 この漆田の多目的広場、その当時漆田土捨て場と言っておりましたが、平成16年３月30日

に工事目的物引渡書というのが日本道路公団と人吉市において行われております。そのとき

には16年３月整備しての引き渡しとなっておりましたが、結果は中途半端なものでございま
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した。その後、教育委員会の方に管理委託がなされております。当時、早期完成を目指すた

めにも青写真の作成をお願いしておりました。現在、この青写真についてどのように計画が

行われているのか、進捗状況をお尋ねいたします。 

○教育部長（浦川康徳君）  御質問にお答えいたします。 

 教育委員会といたしましては、現時点では平成18年度と平成19年度で用地を土地開発基金

から買い戻す予定でおりましたが、先ほど申しましたように財政面で調整中でございまして、

19年度での買い戻しについては見通しが立っていない状況でございます。 

 しかしながら、スポーツ交流の場として多目的に利用できる運動広場につきましては、で

きるだけ早い時期に加工してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  今、土地開発基金も財政的に厳しいということでお話がございまし

たが、前教育次長は19年度には予算をつけて買い戻したいというお話をされておりました。

そのときに市長の方向性、新しい市長の方向性ともお話をすりあわせて行いたいという答弁

だったんですが、ちょっと変わってきているのかなということです。この場所については、

平成元年からの事業でありまして、約20年経ちます。当時地元地権者に対して多目的運動広

場として取り組みたいとの発言をされております。地権者、地域の方々にもそのような説明

会が当時あったと地元の方からお聞きをしてまいりました。 

 関連してですが、これも何度も質問しておりますが、第ニ中学校で開催をされております

人吉球磨郡の陸上競技会、記録会ですけど、こういうときにも市道に路上駐車をしておられ

る。応援に行っても路上駐車ができないということで、路上駐車をしたら、市の方といいま

すか、警察の駐車違反になりますので、市としてはどう思うのかというような質問をさせて

もらっておりますが、そのときに路上駐車をしないでいいように早く競技場をつくってくだ

さいという要望、希望も出てきているのも確かであります。 

 また、子供たちのためにも安心して保護者の方々が応援に行ける場所の確保を必要である

というのを、たくさんの市民の方からいただいておるというお話もさしてもらいました。 

 スポーツの持つ力というのは私は無限に広がっていくものだと思います。前市長のときか

ら掲げられておりますスポーツ交流都市づくりを総合計画でうたっている以上、場所のない

交流都市、これは絵にかいたもちに過ぎないと私は考えます。このことについて管理者とな

られました教育長は、多目的運動広場の位置づけをどのように現在考えておられるのか。ま

た、今後どのような計画を教育長は進められていくのか、答弁を求めます。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えいたします。 

 議員御要望のとおり、早い時期にスポーツ交流の場として、多目的に利用できる運動広場

を整備したいという考えは全くそのとおりでございます。 
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 しかしながら、先ほど教育部長がお答えいたしましたとおり、何せ厳しい財政状況でもご

ざいますので、他の部署の事業との関連等を相互的に検討しまして、この事業をどのように

整理していくのか。今後やはり早急に協議していかねばならないことと考えております。 

 以上でございます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  教育長は、早く整備をしたいというお考えを持っておられるという

ことで一安心で、あとは市長がどう考えるかということなんですけども、スポーツの力を借

り、青少年育成、高齢者の健康維持のためにも私は必要であると思います。健康な体をつく

り健康に生活をすること、健康を維持することが私たちにとって一番大切なことではないで

しょうか。 

 今後高齢化が確実に進んでまいります。人吉のスポーツ文化がただの競技スポーツの場所

でなく、市民の集いの場所でなければならないと考えております。スポーツ交流都市づくり

は田中市長の観光人吉と大変な関連があると私は考えております。早期完成することで、当

初地元に説明された計画を実行するためにも、また約束をされたことを所期の目的を果たす

ためにも、市民に対して答えを出すべきではないかなと考えております。 

 また、毎年さまざまな大会を開催することによって、スポーツ広場においての地元物産販

売もできます。それらの試みが少しずつ実を結び、先ほど農業に話をしましたブランド化に

もつながっていくんじゃないかな。おいしく安心して食べることのできる農産物を参加者に

提供していくことで毎年参加される方たちが買って帰られまして、近くの方に宣伝をしてい

ただけると思います。 

 19年３月定例議会におきまして、新市長の意見、方針に沿えながら事業を進めていくとい

う、先ほどお話をしましたが教育次長のお話がありました。このことを受けまして、田中市

長は今後この広場をどのように考えておるのか答弁をお願いします。 

○市長（田中信孝君）  お答えをいたします。 

 まず、健康で笑顔あふれる人吉市のまちづくり、これが大きなテーマでございます。その

健康という観点からお話をさせていただければ、今後高齢社会を向かえる本市にとりまして、

スポーツ、運動というのは非常にその健康面において重要なキーワードになるというふうに

考えているとこでございます。よって、そのことを満たすためにも、総合運動公園といいま

すか多目的運動広場と申しますか、そういうものの必要性は十分に認識をしておるところで

ございます。 

 しかし、先ほど部長からも答弁がございましたとおり厳しい財政状況にもございますので、

他の事業との関連も含めまして総合的に検討させていただきたい。そういう中で、この事業

を有効的にまたは進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上、お答えといたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  市長の方から力強いお言葉、確信の意味にとれるようなお言葉をい

ただきましたので、このことは教育長の方もしっかりと聞かれておると思いますので、今後

進めていただきたいなと考えています。 

 例的なものなんですけども、グラウンドゴルフ大会というのが人吉市では開催されないと

いうことで、お話を聞いてまいりました。約大会が2,000人から最大規模で6,000人だそうで

す。ジュニア大会っていうのが大体300人ぐらい集まります。大人を入れたときに1,200人ぐ

らいなるそうです。これは私も経験しておるんですが、ジュニア大会には必ず帯同をされて

きます。親、保護者だけで来るっていうことはまずありませんし、子供だけで来るっていう

のもありません。 

 だから、こういう大会をすることによって我々も経験してるんですが、必ず監督会議って

いうのがございますが、必ず泊まらないかんわけですね。それのためにも人吉市のためには

プラスにはなってもマイナスにはならないんじゃないかなと私は考えております。 

 それと、今議会に提案されております体育施設の指定管理者制度が行うとすれば、ますま

す競技場とか広場、施設、こういうのは必要になってくるんじゃないかなと考えております。 

 今後、人吉市での大会開催ができる場所があるのとないのとでは、田中市長が目指される

というのは、私が勝手に決めたかわかりませんけど安心・安全な、笑顔の絶えないまちづく

りにあてはまっていくんじゃないかな。スポーツをすることによって笑顔が生まれるし、子

供が頑張ることによって保護者がついてきて、また楽しい笑顔に変わっていくんじゃないか

なあと考えております。 

 指定管理者制度というのが導入されることによって、その人件費がどれぐらい浮くか、今

後の委員会での審議になると思いますが、ぜひ進めていっていただきたいと思いながら、ま

た今の答弁でできるっていう確信をいただきましたので、この質問は終わります。 

 次に、時間的なもので簡単に進めたいと思いますが、総合型地域スポーツについて質問を

いたします。 

 ６月定例会にて質問をいたしました総合型地域スポーツについてですが、田中市長は、本

市でも総合型地域スポーツクラブの育成を成人の運動不足、子供の体力低下、地域コミュニ

ティーの現状改善のためにも再構築が必要であるとの答弁をいただいております。現在ス

ポーツ振興課において、総合型地域スポーツクラブの設立準備委員会が開催されているよう

ですが、この進捗状況、現在までの活動を御説明をいただきたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  御質問にお答えいたします。 

 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会につきましては、文部科学省の平成19年度総合

型地域スポーツクラブ育成推進事業において育成指定クラブの指定を受けまして、平成19年

６月５日に第１回設立準備委員会を開催いたしまして、現在まで第７回の委員会を開催した



- 85 -  

ところでございます。平成20年２月までにあと２回の委員会を予定いたしております。活動

状況でございますが、設立準備委員会は30名の委員で構成され、総合型地域スポーツクラブ

の先進地視察研修や活動種目及び拠点の検討、ネーミング、ロゴ等の検討を行っているとこ

ろでございまして、12月９日には西瀬小学校体育館におきまして、「現代社会にスポーツを

生かす」と題しまして、熊本県立総合体育館館長の山口俊介氏をお招きし、総合型地域ス

ポーツクラブについての講演会を実施したところでございます。 

 また、市民のニーズを調査するため、市内の小・中学校及び人吉市体育指導員協議会の御

協力をいただきまして、平成19年12月10日──きのうからでございますけども、平成20年

１月25日までの期間で、小・中学生1,350名、一般市民650名を対象にしたアンケート調査を

実施しているところでございます。 

 なお、人吉市体育協会所属の29種目団体に対しましても、指導者についてのアンケートを

お願いいたしておるところでございます。 

 以上お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  現在の進捗状況をお聞きしまして、設立に当たっていろんな方々へ

アンケート調査をされて立ち上げをしていきたいというお考えを持っておられるということ

は、今後進めていく上でも非常に重要じゃないかなあと、行政主体で勝手に歩いてしまった

ら、どちらの方向で崩壊するかわかりませんので、こういうアンケート調査というのを大切

にして今後進めていっていただければなと思います。 

 このことは、ちょっと市長に、田中市長には失礼な言い方にはなるかもしれませんけど、

前市長は、20年前、川や山など自然に親しむために、子供たちのためにアドベンチャークラ

ブを立ち上げられております。ことし20期生が卒業をいたします。今後青少年育成と市民の

健康維持、地域コミュニティーの活動として、文部科学省が2000年９月にスポーツ振興基本

計画というのを取りまとめ、生涯スポーツ社会実現に向けて、成人の週１回のスポーツ実施

率を50％以上に上げていかなければいけないっていうような数値目標を掲げております。全

国各市町村に少なくとも一つ以上のクラブを育成していくこととしておりますが、変な言い

方かもしれませんけど、このアドベンチャースクールももうマンネリ化をしてきております。 

 そこで、このアドベンチャーあたりを市長の考えで総合型に取り入れて、新しい田中市長

のスポーツに対するカラーっていいますか、そういうのを進めるっていう方向性もいいんじ

ゃないかなっていう私の提案なんですけど、市長、このことについて市長のお考えをお聞き

したいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えを申し上げます。 

 ちょうど24年前、日本青年会議所青少年開発委員長を仰せつかりましたときに、文部省へ

約500ページにわたる「お父さんお母さん、子供に夢と感動を与えましょう」という一つの
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研究レポートを提出させていただいております。そこではアドベンチャースクール等々も内

包をいたしました文化・芸術・スポーツ・生活または勉学、あらゆるものを12カ月の季節ご

とのマトリックスにまとめまして提案をさせていただいたところでございます。その提案を

ぜひこの本市においても生かさせていただきたいという考えておるとこでございまして、総

合型のスポーツクラブの育成と同時に、また老若男女がこのスポーツクラブでスポーツを楽

しむということと同時に、芸術・文化等々にも及んだ包括的なクラブの育成が必要ではなか

ろうかなと思っているところでございます。 

 ただ、スポーツクラブにしましても今後学校教育との連携、どのような密な連携をとって

いくか、現場指導者、また学校の先生方との協議も十分進めていかなければならないという

ふうに考えているところでございます。 

 以上、お答えといたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  やはり市長のポケットはドラえもんのポケットかな、っていうよう

にいろんな事業に参加をされてる。心強いお言葉をいただきました。市長がされてきたって

いうことで今後安心してこの総合型が進んでいくんじゃないかな。そちらの方に動いていく

ことを期待しながら。 

 ただ一つ、この総合型というのは民間主導で行いますから、予算的なものもあるんですけ

ど、初めのころは、当初宮城国体の方で──この間委員会の方で行きました。そちらの方で

は800万とも500万ともいうようなお話がありました。早く手を挙げれば挙げるほど予算がつ

くっていうのが国の施策でありまして、現在、人吉市が始めようかなっていうときが大体

300万ぐらいの予算だったんですけど、現在、多分100万ぐらいもう減額させているのかなと

思います。この事業がおくれればおくれるほど補助額もだんだんなくなってきて、最後には、

文科省が「しなさい」と言うだけで補助金はないのかっていうのが現状だと思います。文部

科学省が体育協会とかスポーツ少年団、体育指導員と行政が深くつながりを持って進めるこ

とが大切ですよっていうお話をされております。このことはやはり青少年の健全育成、少子

高齢化が進む中での高齢者の健康管理、また福祉への負担軽減、医療費削減等大変重要な施

策になってくるんでないかなあと考えております。設置後、いつまで予算がつくのかわかり

ませんが、軌道に乗るまでに行政の手助けがなければ途中でできなくなってしまって、また

福祉への医療費に対しての負担がふえてくるんじゃないかなと考えております。このことを

市長はどのように考えておられるか。今後予算の計上をすぐしてくださいとは言いませんけ

ど、その方向性で行くのかどうかの、その方向性について御答弁をいただきたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  まだ概要がそうそう固まっていないというふうに考えているところ

でございます。今研究の半ばにあるというふうに考えているところでございます。よって、

先ほども申し上げましたとおり、従前にありました社会体育、あの轍を踏まないように、ど
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のようにしたら老若男女がこの総合型スポーツクラブに参画し、そして笑顔で健康なまちづ

くりができるかということは考えてまいりたいと思いますけれども、一定の概要ができたと

ころで予算化についてはまた考えさしていただきたいと思います。 

 以上、お答えでございます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  総合型クラブに関しては、市長の方から一定の答弁をいただきまし

た。大変ありがたいことだなあと考えております。スポーツの理解を持っておられる市長が

おられるっていうだけで、私たちはスポーツに対してますます健康と医療の削減を目指し、

スポーツを進めていきたいなと考えておりますが、このことは教育委員会にも少々関係があ

ると思うんですよ。学校教育の中で先生たちは非常に忙しいですね。学校教育で授業を教え、

その後クラブ活動をし、またあしたの日程を組みっていうことで、部活動もせないかんクラ

ブ活動といういろんな、何か名前が似たようなやつが現在ございますが、やはり学校活動の

中でこの体育の授業っていうのは学校の授業でありますけど、残りのクラブとか部活ってい

うのは、今後社会教育の方に移行して、総合型スポーツの方に移行していくことが先生たち

のゆとりができ子供たちに──先ほどいろんな話が出ておりましたけど、いじめの話も出て

ましたけども、先生たちが余裕を持つことによって教育長がお話をされていることがますま

す先生たちに伝わって、いい学校生活ができるんじゃないかなと考えます。総合型について

は今後とも行政の方、市長を初め部長の方、一所懸命取り組んでいただきたいとお願いを申

し上げて終わります。 

 次に、最後なんですけど、学校教育からとして通告をいたしておりますが、質問っていい

ますか一般質問の中で、私はどうしても最後には鳥井教育長と話をこの場でしたいなあとい

うことで無理に入れたような感じなんですけど、通告のモンスターペアレンツについて質問

をいたします。 

 この言葉は最初にたしか私が聞いたのは、学校給食費を払えるのに何か問題をつけて支払

いを拒否したというようなテレビ報道があったように記憶をしております。思い起こせば私

たちもこのような前兆を体験したように感じます。本議会に来まして、当初市内中学校で似

たような事件が、問題が発生したことが現在のモンスターペアレンツではないでしょうか。

私も社会教育の中で指導にも狂いが現在生じてきているように感じております。学校教育の

現場では先生方は真剣に教育に取り組んでおられますし、ある先生たちと話をする機会があ

りましたが、先生たちの一日の仕事の量をお聞きしびっくりいたしました。大変な仕事だと

思います。教師が忙し過ぎて何でもかんでも受け入れてしまうのはどうかなというふうに思

います。私の考え方が間違っているかもしれませんが、もっと教師は言うべきことは言う、

受けとめることは受けとめるようなしっかりとしたことを主張することだと思います。 

 ここで鳥井教育長にお尋ねをいたします。モンスターペアレンツについて教育長はどのよ
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うに感じておられるのか、お尋ねをしておきます。 

○教育長（鳥井正徳君）  お答えをいたします。 

 学校教育をめぐる問題は、次から次にいろいろな問題が出てきまして深刻さを増している

ところでございますが、議員御指摘のモンスターペアレンツあるいはモンスターマザー、あ

るいは医療現場で行われておりますモンスターペイシェント、これは大きな問題でございま

す。 

 そこで、議員お尋ねのこのモンスターペアレンツについて少しお答えを申し上げたいと思

っております。 

 これは、学校に対して理不尽な要求を突きつける保護者のことでございます。このモンス

ターペアレンツは、大体三つの形がございまして、一つは、自分の子供が受けた指導や対応

に対して不満をぶっつけるタイプでございます。一つは、学校の対応が不十分で納得ができ

ないことによって、ますます次第に怒りを募らせ要求をエスカレートするものでございます。 

 しかし、この二つは、学校の誠実な対応によって理解を得ると、かえって学校の応援団に

なる可能性がございます。 

 しかし、三つ目のいわゆるクレーマーと呼ばれるタイプでございますが、これは担任の交

代や子供の成績へのクレーム、例えば成績が悪いのは担任が悪いからだと。あるいは金銭的

な補償の要求など、自分を納得させる方法として物理的な要求を目当てとすると言われてお

ります。私も現実にそういう、議員の話もありましたようにそういう場に遭ったことがござ

います。これは病院の世界でもあっているようでございます。 

 このようにモンスターペアレンツは一くくりにして論ずることはできませんが、対応が難

しい保護者には、私は１人の教師ではなく数人の教師がチームを組んで対応することが望ま

しいと指導をしております。もちろん校長先生のはまりといいますか、毅然とした態度がそ

の核になくてはなりませんけれども、チームでの対応というのが欠かせないと思っておりま

す。特に最近の若い先生たちは、コミュニケーション力といいますか、そういう面がなかな

か十分ではございませんので、チームでということで言っております。 

 ただ、何かのきっかけで学校側が過剰反応をする、これは絶対に避けねばならないという

ふうに思っております。過剰反応をするとそのクレーマーと言われる方も過剰反応をされま

す。落としどころがなかなか難しくなってくるということになります。 

 以上、モンスターペアレンツについて話を申し上げましたが、もう一つ、モンスターマ

ザーというのが最近言われておりますが、これは簡単につけ加えますと、まず今の若いお母

さん方は、お母さんらしさを嫌い、子供がいるとは思われないいつまでも若くて変わらぬス

タイル、生き方をしたいという母親の増加でございます。これはもうお気づきの面もあるか

なあと思っております。 

 したがって、自分の生き方が優先で子供をどうしようでなく、自分をどうしようという母
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親の増加でございます。反対に、子供の教育に全力を尽くす、自分のことよりも子供の教育、

いわゆるお受験族と言われる方も増加しておりまして、極端に二つに分かれているようでご

ざいます。 

 このモンスターマザーの増加は近くでも見られるような感じもいたします。将来の子供の

心の成長に大きな影響を与えるものとして私は憂慮しているところでございます。 

 以上、つけ加えさせていただきます。終わります。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  モンスターペアレンツについては教育長が言われたとおりです。学

校教育の中で親がどこまで立ち入っていいのかどうかという問題も、今から始めてもこれは

もう間に合わないのかという感覚でおりますが、先ほど教育長の方が先に言ってしまわれま

したけど、私も調べたとこによりますとモンスターペアレンツとかモンスターマザーとか、

モンスターペイシェント、これが今一番問題になっていますね。ペアレンツよりもモンス

ターペイシェントの方が非常に問題になっております。これは医療現場で医者の指示に従わ

ないとか看護婦が言うことは医者じゃないから聞かないとか、支払いをせなあいかんのに支

払いもせずに帰る。支払いをしなさいと言ったら、それに対して「まだ治ってないからおれ

は払う義務がない」とか言いたい放題をしてるのがこのようなモンスターペイシェントであ

ります。 

 それに似たようなのが、今後多分ペアレンツというのが非常に言葉を変えて、その言葉が

新しい言葉であるために、いかにもその言葉が正しいっていうような感じで保護者の方が受

けとめられて勝手にひとり歩きを始めると、今後の学校教育の中で青少年育成においても、

また同じようなことが、わからなくてもわかったふうな感じで行われてくる可能性があると

私は思います。 

 教育長にお尋ねなんですが、今後教育現場での教育者に対しての指導のあり方っていうの

をもしお持ちでありましたらお尋ねをいたします。 

○教育長（鳥井正徳君）  なかなか難しい問題でございまして、先ほどちょっとお答えいた

しましたけれども、やっぱり親としてのあり方を、今の家庭を見てみますと子供をどう育て

ていいやら相談する相手がいない家庭がたくさんございます。それで、どこにそれをぶっつ

けたらいいのかわからない。結局は学校の先生。やむにやまれぬ気持ちでそういうふうにな

ったのも一面もございますが、マスコミ等での宣伝もあります。 

 それで、そういう実態があるということを先生たちにもやっぱり検証していただいて、そ

のような場合にどう指導といいますか一緒になって考える。子供の育て方について、あるい

は親としてのあり方について一緒に考えると、そのような面もＰＴＡとか行事の中に入れて、

ただ学校からの一方的な指導とか説明じゃなくて、そういうなんも入れていきたい。そうし

ないとなかなか、あっと言う間にこういう問題は広がっていくんじゃないかなというふうに
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思っているところでございます。 

 以上でございます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  10番。 

○10番（福屋法晴君）  モンスターペアレンツに関しましては、今までいじめ問題とかいろ

んな問題で協力を得てまいりました市民の方とか地域の方と、何かの機会につけお話をして

いただき、また校長会とか教育の現場でも、その話を毅然と態度でとれるような教師になっ

ていただくような指導をしていただきたいなと思います。 

 それと、先生たちにも教えてる授業を一所懸命教えてるんだ。そのほかのことに労力を使

うよりも、先ほど言われましたように、何かこう３人４人のチームを組んでいただきまして、

何かその問題があったらそのチームで頑張ってみる。それでもだめだったら校長に言って、

校長から教育長まで来ていただいて、地域の方も交えながら、そのモンスターに対して立ち

向かうっていう学校教育っていうのを今後進めていただかなければ、私はますますこの日本

の社会っていうのは廃れていくんじゃないかなあと思います。 

 市長がよく言われます安心・安全な生活を人吉市で、笑顔の絶えない人吉というようなさ

れますが、そこに行き着くためにはもう大人に何を言っても始まらないんだという感覚を私

は持ってます。じゃあ何をするかと言ったら、子供に指導をし、子供が自分の親に対して、

今言われました母親でありたい、きれいでありたいっていうのは当たり前だと思うんですけ

ども、やはり子供のために動きがとれない親に対しては、子供が保護者に対して、間違った

ことをしている場合には、「お母さん、お父さん、これ間違いだよ」って言えるようなこれ

からの教育をしていただかないといけないのかな。私たちもその社会スポーツの中で一役を

かっておりますので、社会スポーツの中のルールという問題を取り上げ、また私がしており

ますサッカー教育という中のイエローカード、レッドカード、グリーンカードの意味合いを

親の前でも説明をしながら、何が正しいのか何が悪いのか、このカードが出たのはここにい

たらいけないんだよとか、もう１枚出たらこの場所から出ていってくださいよというのを強

く言える指導者、これは社会スポーツで指導者ですけど、学校教育の中では校長、その頂点

であります教育長が強く進めていただくことによって人吉市は、いい町だ、住みやすい町だ、

安心して暮らせる町だ。市長が言う笑顔の絶えない町だとなってくるんじゃないかな。その

ことが結果的に、市長がよく申されます駅前開発とかお客様をお迎えできる場所をと言われ

るとこに、お客様を設備でお呼びしても何にもないんじゃないかなと考えます。やはり最終

的には市民があいさつをし笑顔で向かえられる人吉であったら、今進めておられるブランド

化にしろ教育にしろ、そういうものが一面に出てくることによって人吉はすばらしいところ

なんだ。その結果、今はやりのふるさとに家を持ち、週５日都会で働いて２日が田舎暮らし

をというのが逆に、週２日が都会で週５日が田舎に帰り、最後はそこに将来一生を捧げると

ころになるんじゃないかなと考えます。 
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 今後、市長を初め執行部の方々に、人吉はどうあるべきかというのをいろんな話し合いの

中で進めていただき、またきょう質問しました子供たちの将来のために、スポーツ広場とか

学習について、またいろんな意見を交あわせていただければと思います。またこの次、この

ことについて質問を行ってまいりたいと思います。私の質問はこれで終わります。 

○議長（大王英二君）  ここで暫時休憩をいたします。 

午後３時８分 休憩 

───────── 

午後３時23分 開議 

○議長（大王英二君）  では、休憩前に引き続き再開をいたします。（「議長、５番」と呼

ぶ者あり） 

 ５番。 

○５番（笹山欣悟君）（登壇）  ５番議員の笹山でございます。９月議会に引き続きまして

最初の、初日の最後の登壇となりました。今議会より一問一答制の導入っていうことでござ

いますので、傍聴者並びに市民の皆様には執行部との一般質問のやり取り、今まで以上にわ

かりやすくなるのではないかと思っております。 

 今回の通告、非常に時間が足りるのか心配でございますので、さっそく質問に入っていき

たいと思っております。 

 今回通告しました項目は、１点目に、指定管理者制度についてであります。議第107号、

108号に提案されておりますように、体育施設等の指定管理者導入についてであります。 

 ２点目に、公益通報者保護制度についてであります。 

 ３点目に、市長の施政方針より、庁内プロジェクトと本来の業務のあり方であります。 

 ４点目に、市民の声から、図書館の学習室の開放について、スポーツパレス前の路上駐車

について、人吉市史の編さんについて、市営住宅の入居についての４項目であります。 

 初めに指定管理者制度についてでありますが、今議会予想しておりましたように、議第

107号人吉市体育施設条例の一部を改正する条例の制定、108号公の施設の指定管理者の指定

についての２議案が上程をされてまいりました。９月議会でも質問を行ったところでありま

す。浦川教育部長が、「第１回目の候補者選定委員会では体育施設の設置目的が、市民の体

育、スポーツの振興及び文化の向上を図るものであることから、その設置目的を効果的かつ

効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用したいということで公募か公募によら

ないで選定するかも含めて御審議いただいているところであります。今後は選定委員会での

審議決定を受けまして、指定管理候補者の承認と関係条例の改正をお願いしたいと考えてお

ります。」と答弁をされております。 

 そこで１点目に、第２回目以降の指定管理候補者選定委員会の開催状況について、また審

議の状況について説明をいただきたいと思います。 
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 ２点目に、公募によらないで選定することについては、いつの選定委員会で決まったのか

説明をいただきたいと思います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○総務部長（秋山健兒君）  御質問の指定管理候補者選定委員会の審議の経緯について申し

上げます。 

 ２回目からということでしたが、１回目の方から御答弁をさしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 第１回目の選定委員会を８月24日に開催をしております。今回初めて選定委員になった職

員もおりましたので、まず事務局から指定管理者制度の概要説明を行いました。 

 次に、教育委員会から指定管理者制度を導入する体育施設の概要や教育委員会の方針につ

いて説明がございました。 

 その内容ですが、これまで公益法人など指定管理者制度導入への意向を考慮して検討を進

めてきたこと、その後８月22日に開催された行政経営会議で、指定管理者に体育施設の管理

を行わせることと、11施設を一括して──１人１業者でございますが──の指定管理者に管

理運営させることで承認を得たこと。スケジュールにつきましては、11月までに当選定委員

会で指定管理候補者を選定いただき、12月の定例議会に体育施設条例の一部改正と指定管理

者の承認をお願いしたいと考えている、とのことでございました。 

 また、募集方法につきましては、基本的には公募だが教育委員会としてはスポーツの振興

を図るという体育施設の設置目的を考えれば、同じくスポーツ振興を図ることを目的として

活動している人吉体育協会があるので、この団体が管理を行うことで設置目的を効果的かつ

効率的に達成できると考え、人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例第７条

の規定を適用し、公募によらず人吉体育協会を指定管理者とする選定の手続をとりたい、以

上のことで審議依頼がございました。 

 第１回目の審議結果でございますが、人吉体育協会を指定管理者とする具体的理由につい

てなどの意見が出まして、次回の選定委員会にこれらの課題についてさらに意見を求めるこ

とにいたしました。 

 次に、第２回選定委員会を９月19日に開催をしております。第１回の選定委員会で出され

ておりました課題の検討結果について担当課から報告があり、人吉体育協会を指定管理候補

者とする具体的理由などにつきまして担当課から説明を受けた結果、人吉体育協会を指定管

理候補者として引き続き審議を進めていくことを決定いたしました。また、あわせて体育施

設の指定管理者制度導入要領案及び業務仕様書案について担当課から説明を受け審議をしま

したが、仕様書の中身をしっかり詰める必要があり、再度整理して次回の選定委員会へ提出

するようスポーツ振興課に求めました。 

 第３回の選定委員会を９月25日に開催をいたしております。第２回の選定委員会における
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検討課題の結果報告がスポーツ振興課からあり、指定管理者制度導入要領案及び業務仕様書

案を最終決定し、体育協会へ人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規

則に定める申請書の提出を求めることといたしました。 

 第４回の選定委員会を10月２日に開催しております。ここでは前回、体育協会に提出を求

めた申請書につきまして、人吉体育協会から申請内容の説明をいただき選定委員会からの質

疑を行いました。審議の結果ですが、５項目につきまして体育協会へ再質問することになり

ました。 

 第５回の選定委員会を10月15日に開催しております。本来ならこの第５回選定委員会で再

質問を含め体育協会へ再ヒアリングを予定しておりましたが、この再質問については、10月

22日に開催される体協の理事会で協議がなされるということでございましたので、再ヒアリ

ングは次回の11月１日に開催することとしまして、この第５回選定委員会ではこれまでの結

果確認とあわせて、選定委員会が指定管理候補者を選定するに当たっては、人吉市指定管理

候補者選定委員会評価採点要領──これは平成17年11月７日に制定されたものです。これに

基づき、選定委員がそれぞれ評価採点表により評価採点する方法によるとされておりますの

で、その評価と採点表の要領について確認し、評価採点項目について決定をいたしました。 

 第６回の選定委員会を11月１日に開催しております。体育協会から検討を依頼していた

５項目と提出資料の変更点について説明を受けヒアリングを行っております。ヒアリング終

了後評価採点の手順を再確認し、選定委員の採点作業期間を11月６日までとし、結果報告協

議を11月13日といたしております。 

 第７回選定委員会を11月13日に開催をしております。まず、それぞれの選定委員から提出

されました評価採点の結果報告を選定委員会事務局から行いました。その後評価結果を受け

ての協議に入りましたが、人吉市指定管理候補者選定委員会評価採点要領における評価採点

の判定に基づき、評価Ａ、指定管理候補者として指定可能としています平均80点以上をクリ

アしているところから、人吉体育協会を指定管理候補者と決定し、この第７回選定委員会を

もって、体育施設にかかわる指定管理候補者選定の事務につきましては終了をいたしました。 

 なお、体育協会──公募とせず体育協会の審議に入ったのは第２回目で、一応そういう方

向で審議をしていったということでございます。 

 以上、御答弁いたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  今の選定委員会の審議結果を答弁いただきました。９月議会の一般

質問のやり取りで、その選定委員会で公募によらないで選定するんですか、公募として選定

するのかどうなんですかというふうな、最初の質問から私は９月議会質問しております。 

 ただ、今の答弁聞きますと、もう既に第１回目の８月25日の選定委員会の提案に、体育協

会を、規則の第７条によって体育協会を指定するというふうなことで審議をお願いしたちゅ
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うようなことで最初から出発をされてる。ということになれば私は９月議会でなぜあれだけ

の議論をしたんでしょうか。私は、当然、まだ公募にするのか──公募によるのか公募によ

らないで選定するのか、そこをきちっと踏まえるべきだということでかなりのやり取りやっ

ております。ですので、もし８月時点でもうそういった方針が決まっとったんであれば、な

ぜ９月の質問でそういった答弁がなかったんでしょうか。まずそこから教えていただきたい。

説明いただきます。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 教育委員会といたしましてはそういった提案いたしましたけども、選考委員会の中ではま

だ公募によるか公募によらないか、そういうふうな段階ではないというふうなことでござい

ましたので、９月の段階ではああいう答弁をさしていただきました。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  ９月の議会でまだ選定委員会でそういうふうに公募するかどうかわ

からないからと。しかし、原案としてはそういった原案持っとったわけでしょう。というこ

とは、教育委員会としてはこういった原案で考えているというのは答弁だけはできるんじゃ

ないですか、その時点で。それは選定委員会が選定委員会で、きちっとそれを公募でするの

か公募でしないのかちゅうのは選定できちっと議論すればいいことであって、ならば初めか

ら公募しないちゅうようなことがわかってるわけでしょう。私はそこの、公募をするのか公

募をしないのかということをそこの９月の議会でやり取りしたわけなんです。だからそうい

ったやり取りちゅうのが全く無意味だったっちゅうことですよね。初めから指定をしていく

んだっちゅうことをもう頭からあったわけですから。だから私は、９月議会であれだけ指定

管理者制度そのものの考えたときに、なぜ公募しなければいけないのか、もしくはなら公募

よらないでこういった方法でいくのか。そこをかなり私は話をしたはずです。でも、そうい

ったものは全く意に介せずに、もう結局は気持ち的にはもう教育委員会そのものは８月以前

からあったんだと。そういった方向で指定管理者を導入するというふうなことで進めてきた

ちゅうことでしょう。そういうことであれば、非常に私は９月議会が、本当に何で私はあれ

だけ公募云々、公募よらないで云々というふうな議論をしたのか、非常にこう腹立たしい気

持ちでいっぱいなんです。今さらそういうふうに、そういったものも含めてお願いしてるか

らっちゅうことで今答弁いただきましたが、なぜそのときにそういった基本的な教育委員会

の方針だけは説明できなかったのか。それが非常に私は残念でなりません。 

 そこで──議論はやってきます。質問はやっていますが、ならば先ほど説明ありました人

吉市体育施設指定管理者導入要綱案、この要綱案が決められたと。で、この要綱案について

も結局は第７条の規定に基づいて体育施設の指定を、管理者を選定するんだということでき

ちっと選定委員会で出されております。結局はもう公募によらないで指定管理者を選定する
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というふうなことでありますが、その最初から公募によらず選定していくということであれ

ば、まずは教育委員会として、なぜ最初から公募によらないで選定を進めたのか。その理由

について教えていただきたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 これまで地方公共団体と事業の企画、運営等において協働してきた体育協会や総合型地域

スポーツクラブ、スポーツ活動を中心とするＮＰＯ法人団体などは、みずからの組織規模に

応じて適当な公共体育施設の指定管理者に応募していきたいと希望する団体が全国的にふえ

ており、一方、地方公共団体の中にもそれを期待する声は高まってきております。 

 しかし、事業展開や人材育成など、ソフト面では高い実績とノウハウを有するものの、ほ

とんどこれらの団体は施設管理の経験はございません。実績をもとに安定的、継続的に施設

管理を指定したい市の立場から見ると、これらの団体は意欲はあるものの組織や財政基盤の

安定性、施設管理業務の実績、収益向上の能力、実績が他の民間事業者と比べて見劣りする

のはいたし方ないというふうに考えております。しかしながら、公共施設の中でもスポーツ

大会などソフト事業運営の実績や専門的スタッフが強く求められ、施設や武道施設、陸上競

技場、屋外球技場など、これまで民間事業者が主体的に管理にかかわったことが余りない施

設については、民間事業者の参入意欲は弱い傾向だというふうに言われております。そのた

めこのような体育施設の管理については、これまで事業の協働を図ってきた体育協会やＮＰ

Ｏ法人等にゆだね、経費削減はもとより、サービス向上を重視した指定管理をしていきたい

と考えていく傾向にあるようでございます。 

 今回、市の体育施設に指定管理者制度を導入するに当たりましては、このような他の多く

の自治体の考え方に即したものでございます。生涯スポーツの普及、振興を図る上で利用で

きる施設の確保が必要になりますが、大半の施設が競技団体の定期利用となっている現状で

ございます。よって、これらの競技団体と施設事業の調整が必要となりますが、体育協会は

その能力を有しておると考えております。 

 また、スポーツ指導者を多数有しておりまして、体力づくりのためのスポーツ教室開催や

総合型スポーツクラブへ指導者を派遣することができますし、その他参加の種目団体による

各施設の状態の把握が容易であり、危険個所の早期発見により施設による事故を未然に予防

できるというふうなこともできると考えております。 

 一方、市にとりましては、これまで補助金を支出し、教育委員会が事務局を持ちながら運

営をしてまいりました体育協会に、体育施設を管理運営させることは体育協会を組織的にも

自立させていくことも期待できます。そのようなことでスポーツ事情に明るく、ボランティ

アを含むさまざまなスポーツ関係団体との協力を得やすい体育協会が指定管理者としてしっ

かりと経営、管理能力を身につけて、努力に見合う収益を得ていければ、これからの新たな

スポーツ振興に柱になるものと期待しているところでございます。 
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 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  いや、期待したとっちゃ困っとですよね。なぜ今から期待するんで

すか。そういったことを十分に踏まえて管理能力があるというふうな判断をしたから指定管

理者するわけでしょう。なぜ今から期待するんですか。 

○教育部長（浦川康徳君）  最後の方で期待って言った部分につきましては、今までやって

きてない部分、そういうことが今後指定管理をされていく中で、先ほども申しましたように、

より以上に自立といいますか、そういうのができることを期待というふうに申し上げました。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  そういったことじゃなくて、体育協会が指定管理者としてきっと運

営できるということを判断されたんでしょう。そういうことであればそういった期待云々じ

ゃなくて、それだけの今、先ほど部長が答弁されたそういった能力ですよね、管理能力。そ

れを現在そういった管理能力があるんですか、体育協会は。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 体育協会にはさまざまな方がおられますし、事業の経営者、そういう方もおられますので、

そういった管理、経営、管理能力っていうのはあるというふうに思っております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  部長が管理能力あると思っていらっしゃるんであれば、私はそれを

信じます。部長の答弁を信じます。 

 ただ、ならば、ちょっと元に返りますが、この導入案によってこの体育施設の導入要綱案

──もう導入要綱だと思いますが、これによると指定の期間を20年の４月１日から25年の

３月31日までと指定してあります。ていう５年間の指定管理ということなんですね。という

ことであれば５年間の期間を指定管理をしたと。この５年間の指定管理の根拠を教えてくだ

さい。 

○総務部長（秋山健兒君）  なぜ５年間にしたかという理由でございますが、これまでは行

政予算の単年度主義の原則にあわせまして、毎年委託契約の更新を行っておりましたが、指

定管理者制度では指定管理期間を複数年で指定することができます。この複数年契約は、指

定管理者となる事業者にとっては重要なポイントとなってまいります。みずからの職員を雇

用して、計画的に長期的に経営方針を立てていくためには、年数が長いほど長期的な経営計

画を立てることができるわけでございます。 

 一方、地方公共団体は、新しい制度を導入するに当たって慎重にならざるを得ず、最初か

ら長期の指定をすることは、もし早い時期に想定以外の問題が発生したときには変更がきか
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ないことになってまいります。指定期間につきましては、試行期間や助走期間を前提にすれ

ば２年から３年というふうになると思われますが、一方、新規に民間事業者が参入する場合

には、指定期間が短いと雇用する職員の確保に支障が生じたり機器機械類のリース期間も大

体５年とされております。備品の購入やさまざまな投資を行うことについて、複数年度での

収支決算などが不安定となりますから、そのリスクを回避するためにも市側のコスト負担が

割高になる懸念もあるわけでございます。このような事情を考慮した上で、選定委員会とし

ては５年が適当であろうという判断をしたところでございます。 

 以上、お答えとします。 

○議長（大王英二君）  ここで時間の延長をいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

 ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  そういった形からの５年と、本当に５年、５年間を最初から指定し

て、体育協会が管理運営能力、管理をできるんかどうか。その辺を。ならば、今まで指定を

やった事業所、これはそれなりの事業所が実績あって、今まで引き続き継続をやってきた事

業所、それについては最長５年間という形で指定管理をやってこられたですよね。新しい今

回の施設については全く実績も何もない、そういった事業所。だからどこが指定管理に応募

しようとできる状況ちゅうのはみんな一緒なんですよね。そこであえて体育協会を指定して

きてやってきてますが、本当からそういった形でできるんであれば、まずはその体育協会の

今の状態を考えたときに、ならば４月からそれすぐに移行できるのかどうか、そういったこ

とを考えて、いきなり５年ちゅうのは私は無理があるんじゃないかなと思います。やはり基

本的には３年ぐらいの、３年程度の期間を設定しながら、その中でぴしっとした体育協会と

しての管理運営を方向性を導きながら、引き続き２回目に指定を続けていくときに、ならば

今回は５年という形でしていくのが妥当じゃないかなあと私は思います。もし５年間運営し

きらんかったらどうなるのか、そういった不安もあるわけなんですね。そういった部分で、

私はいきなり５年ていうのは非常に理解に苦しむところであります。 

 それと、要領案で管理に要する経費として、要領案から見ますと基準額は３億2,750万を

５年間の試算として計上してくださいと、そういったことで指示をするようになっています

よね。で、基本的に実際、債務負担行為で上がったのは３億1,250万での提案ということで

あります。１点目は、この３億1,250万の、ならば３億2,750万、これの基準額の根拠は何な

のか。それから、提案書、要領を見ますと10月１日までに申請書を提出しなければならない

ということであります。体育協会にはいつ通知をされて、体育協会からはいつ提案が上がっ

てきたのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（大王英二君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後３時50分 休憩 

───────── 
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午後３時58分 開議 

○議長（大王英二君）  それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

○教育部長（浦川康徳君）  大変御迷惑をおかけいたしました。提出日等の日にちの確認を

さしていただきました。ありがとうございました。 

 では、お答えさしていただきます。 

 募集要項を示した日ということでございますけども、９月26日でございます。それから、

提出があったのが10月１日でございます。 

 次に、経費の算定根拠というようなことでございますけども、募集要領で体育協会に示し

ました管理に要する経費の基準価格は３億2,750万円でございまして、これを５年分の上限

として提示いたしております。その内訳は、歳出見込み額が５年間で４億150万円、歳入見

込みが7,400万円でございまして、歳出から歳入を差し引いた３億2,750万円を管理経費の上

限として算定しております。 

 歳出の内訳は、職員人件費が５名分で年2,099万円、嘱託職員人件費が月17日の８名分で

1,293万円、人件費以外の経費が4,758万円でございまして、主なものは委託料の2,574万

1,000円、光熱水費の1,287万9,000円でございます。合計で8,150万円でございますが、この

うち平成20年度には備品や印刷費などの初年度経費約150万円が計上されております。 

 したがいまして、平成21年度から平成24年度までの４年間は毎年8,000万円を計上いたし

ております。５年間の歳出総額を４億150万円としております。 

 歳入は毎年度1,480万円を見込んでおりまして、５年間の総額を7,400万円と算定いたして

おります。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  26日に通知をされて10月１日に提出をされたと。10月１日に提出さ

れた資料っていうのがこの指定申請書ですね。私もいただきましたコピーをですね。 

 これ見たときに、なら26日に提出をされ──出しなさいと言われて１日、都合４日、４日

しかありません。４日でこれだけの申請が出せるんでしょうか。私は不思議でたまりません。

４日で申請が本当に出せたのか疑問でありますが、その辺はどうお考えでしょうか。 

 また、算定の根拠について、先ほど説明ありました。結局、今さっき算定の根拠を説明さ

れたのは、基本的にはいままでスポーツパレス等が体育施設等にかかった費用、歳出分、そ

れを想定をしてそういった歳出の根拠をされたということですか。 

○議長（大王英二君）  時間かかりますか。時間は。──ここで暫時休憩いたします。 

午後４時３分 休憩 

───────── 

午後４時９分 開議 
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○議長（大王英二君）  休憩前に引き続き再開をいたします。 

 まず、執行部の方へ申し上げます。一問一答式で、確かに大変幅広く突っ込んだ議論には

なると思いますが、説明吏員として自分たちが今までやってきたことに対しての質問でござ

いますので、その点については的確に答弁をいただくようお願い申し上げます。 

○教育部長（浦川康徳君）  たびたび申しわけございませんでした。 

 経費は実績に基づくものかどうかっていうことでございますけども、実績に基づくもので

ございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  今までの実績に基づくものということでありますが、そうでありま

すと体育協会から提案されました提案書、これについて先ほど人件費については約3,000万

ほどになるようでありますが、この提案書見ますと館長１名、それから事務局長１名、から

一般職員を３名と。嘱託職員を７名と、そういった雇用での（「８名、８名」と呼ぶ者あ

り）８名って、さっき８名って言わしたですね。失礼。失礼しました。はい。８名と言われ

ましたが、この提案書見ますと７名になっております。で、その館長、それから事務局長、

から一般職員、この方の雇用についてはどのような方針で雇用すると、そういった説明があ

ったのか。また、その雇用の考え方についてどのような議論を、例えば選定委員会の中でど

のような議論があったのか。それについてちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 また、嘱託職員についての考え方。嘱託職員についてはどのような考え方でこの７名の雇

用というふうな考えになったのか。また、現在、スポーツパレスに勤務されてる嘱託職員も

いらっしゃいます。そういった方の雇用はどういうふうに考えていらっしゃるのか。その点

についてお尋ねをしたいと思います。 

 それと、先ほどは８名というふうなことでありましたが、提案書では７名という形での提

案になっております。この違いについてお答えをいただきたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 体育協会では指定管理者として承認されますと、現在の組織の中に協会三役と常任理事及

び学識経験者からなる体育施設管理運営委員会と体育施設管理事務局を設置されます。管理

運営委員会は管理運営計画などを作成し、施設の適切な管理運営方針を決定されます。施設

管理事務局には館長１名、事務局長１名、一般事務３名、嘱託職員管理４名、トレーニング

ルーム３名を配置される計画でございまして、限られた管理経費の中での運営となるため、

労務管理や予算管理に精通した人材を配置したり、器具の使い方や競技ルールの説明など、

初めてスポーツを始められる方々が安心してスポーツを楽しめるような、スポーツに精通し

たスタッフ体制を考えておられます。 

 そのほか責任体制を強化するため、３年以内を目途に法人化に取り組まれることになって
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おります。 

 以上、お答えいたします。──済みません。答弁漏れがあったということでございまして、

現在おられます嘱託職員の方々はそのまま残るというふうな希望があれば、そのまま雇用を

していただくというふうなことでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（大王英二君）  選定委員会はなかと、選定委員会の議論は。選定委員会での議論は。 

○総務部長（秋山健兒君）  選定委員会について、この点についてどのように審議したかっ

ていうことですが、まず向こうに出しました申請書につきましては、最近導入をされた、こ

ういった指定管理をしているところの人件費を参考に一応経費の算定が上がってきておりま

す。で、選定委員会としてはそれが妥当だろうと。 

 あと維持管理費については、これほとんど変わりませんので、これは実績に基づいてとい

うことで、この先ほど申しました金額について一応申請内容は承認をして、それを向こうに

差し上げたと。で、向こうからはその中の範囲内で、そういった範囲内の提案ということで、

今教育部長が申しましたとおりこういった館長の月額と、この辺のところで提案がありまし

たので、その範囲内ていうことで、一応選定委員会はこの点については認めたということで

ございます。 

 以上、お答えします。（「７と８の違い」と呼ぶ者あり） 

 ７名か８名かという話ですが、これ私どもに上がってきましたのが受付４名、事務３名、

７名で上がってきております。 

 以上、お答えします。 

○教育部長（浦川康徳君）  大変申しわけございません。８名が７名になったのはどういう

ことかということでございますが、勤務日数が現在８名の場合17日、今回上がってまいりま

したのは19日と、１月の勤務日数が。そういうことから７名で対応できるというようなこと

で７名に上がったようでございます。 

 以上です。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  そういうように明確にわかるように、答弁いただければ何も追求す

るつもりはありません。どうして８名で計画をしとったのが７名で提案上がったのかっちゅ

うそういった理由だけを聞いただけですので、きちっとそういった理由があればそれはそれ

で問題ないと私は思っています。 

 ただ、今のその考え方、なぜ館長１名、事務局長１名、一般職員３名なのかと。そういっ

たものが基本的にそういった配置の考え方ちゅうのがちょっと私は示されなかったのかと思

っています。なぜそういった配置をするのかと。それをやっぱり議論しないとそれが妥当で

あるかどうかちゅうのはわからんわけでしょう。ただ、こういった人数で妥当だろうて。ほ
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かの施設がこれだけの人数でしとるけんが妥当だろうと。そういったことは議論にならない

と思ってます。この人吉のこの11の施設の体育施設を管理をしていく中で、これだけの職員

で本当に妥当なのかどうか、そういった部分をきちっとした議論をしなければいけないんじ

ゃないかなと私は思います。そういった議論はなかったんでしょうか。 

○総務部長（秋山健兒君）  先ほどお答えしたのは金額のところでお答えしまして、その前

に事務局１名、館長１名、それから事務局職員３名、これで今までのこの実績からやってい

けるという審議会では審議をいたしております。そしてその算定の結果を先ほど申しました

金額で申請を出したと。向こうから上がってきたのがその金額の範囲だったから、選定委員

会はそれを了解したということでございますので、よろしくお願いします。（「議長、

５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  それでは、基本的にこの人件費を見た場合に、今、今の18年度の経

費を見た場合に約2,000万ほど、7,800万、それから今が約9,000万ちょいだと思ってますが、

基本的に2,000万ほどの減額になってるわけなんですね。 

 その2,000万ほどの減額の理由何かと見てみますとほとんど、人件費以外の維持管理費は

ほとんど変わらない金額が計上されております。それを見ますと人件費が今の職員がいらっ

しゃる。今多分５名いらっしゃると思いますが、その職員費の、職員の方の人件費と、今回

新たに体育協会の方でもし考えていらっしゃるこの人件費、この人件費の差額がこれだけの

約2,000万ほどしか出てきてない。単なる基本的に言えば、その人件費の2,000万円分が減額

をされると、経費の削減につながるとそういった考えであろうと思いますが、ただ５人の方

の職員。これはやめるわけでもなんでもありません。ほかの施設に、ほかの部署に異動する

わけですよね。だから、５人の方の人件費ちゅうのは当然そのままあるわけです。だから、

人件費は削減にも何もならない。かえって支出増になってくるじゃないかな。私はそういう

ふうに考えるところであります。 

 そこで、例えば委託料が、先ほど部長が委託料に2,500万ほどの計上の云々というふうな

話をされました。確かにこの計画書見ますと委託料が2,574万1,000円。５年間毎年2,574万

1,000円の委託料が計上されております。５年間の計が１億2,800万の委託料ですよね。これ

委託料についてはどういった部分を委託するのか。こういった部分を委託するのでこれだけ

の経費がかかると。そういった予算の計上があったと思っています。具体的に──基本的に

指定管理者の場合に一括の委託ちゅうのができないちゅうふうなことなりますんで、ただ部

分的な委託をこういった形で、もう違うところに部分部分をその委託をするんだというよう

なことが委託料計上されていると思いますが、この委託料についてはどのような中身が積算

根拠、これはどういうふうになっているのか。それをちょっと教えていただきたいと思いま

す。 
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○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 指定管理委託料の中に含まれている業務委託料は約2,574万円でございます。この主なも

のは、スポーツパレス、第一市民運動広場、梢山多目的グラウンド、川上記念球場などの清

掃委託料でございます。これらにつきましては今まで人吉シルバー人材センターに委託して

おりましたが、体育協会でもシルバー人材センターでの金額で計上しておられるようでござ

います。 

 なお、指定管理者に移行後も施設の利用申請許可は指定管理者が行いますが、清掃や機械

の保守点検など、業務の一部を書面により市の承諾を得て第三者に委託できるように協定書

に盛り込みたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  全く同じ委託料を体育協会でもシルバー人材センターに委託すると

いうことで計上されているということでありますが、そうしますとそういったいろんな体育

施設の効果を考えたときに、そういった部分をすべてシルバー人材に委託しなくても、体育

協会の中でできる部分というのがあるんじゃないでしょうか。そういった部分があるからこ

そそういった効果が出てくるというふうなことでそういった選定をやられたと私は思ってい

ます。全く同じ委託をなぜしなければいけないのか私にはわかりません。体育協会ではこれ

だけの部分は市が今まで委託しとったけども、こういった部分は体育協会の方で委託せんで

もできる部分があると、そういったことをきちんと積算をしながら、そして、でもこの部分

だけは委託料が必要だということで委託料が計上されなければ体育協会としての姿勢、方針

が私は見えてこないと思ってます。その辺はどうですか。 

○教育部長（浦川康徳君）  体育協会の方で今回送らしていただきました分につきまして、

今後体育協会の方でいろいろそういったことも、今議員言われるように体育協会でできるこ

と、あるいは委託に出してっていうことは今後体育協会の方で検討していただくものという

ふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  今後体育協会で検討するんじゃなくて、そういった部分をきちんと

選定委員会で論議をする、選定委員会でやっぱり議論をして、ならば本当に体育協会じゃあ

これだけの削減ができるんだということを選定委員会で議論するのが私は本来の議論のあり

方だと思ってます。なぜ今後そういった部分を検討しなければいけないんでしょうか。非常

に不思議であります。 

 それから、例えば今さっき言われたように、市が委託している金額をそのままならば積算

していると。そしてそれを体育協会もそのままの委託をしているということでありますが、
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今後心配されるのは、結局体育協会が委託料を委託した場合に、結局同じ金額で委託をせず

に、結局委託料を減額をして、そして委託を受けると。そういった可能性も出てくると思っ

ています。基本的にはそういった雇用される方の賃金の削減、もしくはそこで働く人の人員

の削減、そういったことにつながる。そうなりますとそこで働く人たちが厳しい労働環境の

中で結局は仕事をせざるを得なくなる。そういった状況に置かれる。そういったことが予想

されるわけです。ましてや、現に、現に県内の施設においても、やはりそういった原因にな

ったために、例えば昼食をとる時間もないとか、休憩をする時間もないとか、そういった状

況が実際来ていると。そういったことも話をちょっと聞いてるところであります。ですので、

そういった部分についてはやはりきちんとした方針を考えていかないと非常に難しい状況に

なってくると思っています。この辺についてはどう考えているのか聞いてもなかなか難しい、

答えが返ってこないかなと思ってますんで、私はそういった厳しい現実があると、状況があ

るということをこれは申し添えておきたいと思っております。 

 あと、もう１点は、ちょっと選定委員会にちょっと帰りますが、選定委員会の中で検討項

目を一応出したと。また体育協会からそういった検討項目については回答があったというふ

うなことでちょっと先ほどありました。総務部長の方から。選定委員会からどのような検討

項目を出されたのか。もしくは条件等を出されたのか。そして体育協会とすれば、体育協会

ではそういった検討項目、もしくはそういった条件がもし出された場合に、そういった部分

についてはどのように体育協会で処理をされ整理をされてこられたのか。そういった部分に

ついてお答えいただきたいと思います。 

○総務部長（秋山健兒君）  お答えいたします。 

 体育協会から提出された指定管理者の指定申請書につきまして、第４回の選定委員会を10

月２日に開催し、体育協会から申請内容を説明をしていただき、選定委員会からの質疑を行

いました。 

 このときの審議の結果、５項目について体育協会へ再質問することになりました。その

５項目でございますが、一つは、体育施設管理候補者としての協会の基本的な考え方、２、

協会の過去の業績、指定管理者としての運営理念、運営の安定性、３、体育施設の事業計画、

４、施設運営の収支バランスと収益が出た場合の使途、５、総合型スポーツクラブとのかか

わり方、以上の５項目について質問をしております。 

 また、体育協会を指定管理候補者に決定した旨の通知をした際、付した条件でございます

が、指定管理候補者選定委員会で体育協会を指定管理候補者として決定した後、その審議の

結果を通知する中で６項目の要望を行っております。一つ、経費の節減及び要望の効率化を

継続的に提供ができる体制づくり、２、運営に関しノウハウを持った人材を確保し、市民の

利便を考慮した運営、３、現場責任者及び有資格者を適切に配置し、指揮系統や責任権限が

明確な組織体制、４、経理帳簿、台帳等を整備し、情報公開や監査請求に適切に対応できる
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明瞭性のある経理、５、業務報告や事業報告を適切に作成し、みずから評価し改善に積極的

に取り組む体制、６、全国の類似施設や関連業務を研究、分析し、優秀事例は積極的に取り

入れるなど、市民が利用しやすい体育施設。この６項目につきましては、指定管理候補者と

して指定する際の条件ではございませんが、体育協会において今後十分検討いただいて施設

の運営管理に当たっていただきたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○教育部長（浦川康徳君）  上記５項目に対して、教育委員会と体育協会はどのように対応

したかということでございますけども、10月３日に選定委員会から５項目の検討事項が示さ

れましたので、10月５日に体育協会三役の方々にお集まりいただきまして、その内容を御説

明いたしております。 

 三役におかれましては、内容検討のため各自持ち帰られまして、10月９日に再度お集まり

になっております。検討事項の回答の説明、承認等、これまでの経過報告のため、10月22日

に全加盟団体の代表で構成されます理事会を開催することを決定されました。 

 理事会当日は、東西コミセンに理事29名、うち、委任状提出４名と、役員並びに事務局

８名が出席いたしまして、経過報告の後、検討事項について協議が行われ、全員異議なく回

答内容が承認されたところでございます。そして、11月１日の選定委員会で説明をされたと

ころでございます。 

 以上、御説明申し上げます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  それなりにですね、要望事項等があっているようであります。当然、

先ほど６項目の要望事項についても、非常にこれ、一番重要な部分だと思いますが、体育協

会そのものが、こういった６項目の要望等を踏まえて、本当にそういった管理運営をやって

いくだけの体力があるのかどうか、そういった部分がですね、非常に疑問に思っているとこ

ろです。 

 本当にそういった管理運営を体育協会がやっていく、やっていかれるのか、先ほど、部長

の方が、いろんなノウハウを持っている、また、体育の指導等もできると、そういった専門

的な部分もあると、そういったとこで答弁されましたが、基本的には、そういった体育の指

導等については専門かもしれません。でも、その方たちが、そういった施設の管理運営をで

きるだけのノウハウを持っていらっしゃるんでしょうか。それはまた、私は別問題だと思い

ます。 

 そこを管理運営はさせると言うんですから、そういった管理運営をできるだけの体力、ま

してや、組織体系がきちっとあるのかどうか、それが、公募によらないで選定をするのか、

公募によって選定をするのかのそういった分かれ目になってたんじゃないかなと、私は思い

ます。 
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 そういったことを踏まえれば、まず、全く今の状況では体育協会もそういった組織体系、

私はないと思ってます。組織体系がない中で、いきなりそういった形で選定をやっていくん

じゃなくて、やはり基本的に考えれば、まずは公募をやってみて、ならば手を挙げたところ

のそういった提案書、そういった部分をきちんと把握をしながら選定をやっていく。これが、

やっぱり一番ふさわしい指定管理のあり方として、一番基本的な、きちんとしたですね、み

んなにわかる指定管理の候補の選定のあり方ではなかったのかなと、私は思っているところ

です。 

 そういった部分については、非常に私はまだまだ疑問がぬぐい切れないところであります

が、そういった体育協会が、基本的には、今の体育協会そのものが市の補助金、市の補助金

で運営を行っている。市の補助金に頼って運用をされている状況にありますよね。 

 この提案書にも、体育協会の18年度の決算とか、19年度の予算書がありますが、これを見

ますと、約1,050万ほどの運営、歳入歳出、事務運営をされてますが、そのうちの950万ほど

が市からの補助金で運営されていると、そういった状況であります。 

 この主な歳出を見てみますと、県体費、それから、事務局費、そして、事業費、これが主

なもので歳出をされて、体育協会の運営がなされております。指定管理者として体育協会を

指定された場合に、この体育協会に対する補助金はどうなるのでしょうか、この点をお尋ね

をしたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 体育協会は、平成18年度に951万7,389円、平成19年度に947万8,279円を補助金として支出

いたしております。平成18年度補助金のうち、547万7,992円は県体出場選手の旅費でござい

ます。そのほか、主なものは、各種目団体の市民体育祭補助金と事務局職員１名の人件費で

ございます。体育協会が指定管理者となりますと、この人件費につきましては、削減する方

向で協議をさせていただきたいと考えておるところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  人件費だけを削減する方向で検討する。ほかの部分は補助金として

やっていくんだというような考えだと思いますが、体育協会を指定管理者としてひとり立ち

をさせるといった方向であれば、私は、体育協会に対する補助金としての支出のあり方ちゅ

うのはおかしいんじゃないかなと、私は思います。 

 基本的に、もし、県体選手のですね、出場費としてのそういった補助金であれば、それは、

そういった県体の出場選手の出場費用という形で別途に、補助金じゃなくて、きちんとした

項目を設けて支出をしていけばそれで済む問題であって、体育協会にわざわざ補助金として

やる必要はないと、私は思います。 

 そういった部分は、もう、ちょっと時間がありませんので、なかなか進みませんが、その
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辺は私は補助金の支出のあり方として、やはりおかしくなるんじゃないかなということを私

は申し添えておきたいと思いますし、それについては十分な検討をしていただきたい。指定

管理者として体育協会がひとり立ちをすると、そういうことであれば、そういった団体に対

して、指定管理料を払いながら、そしてまた、あえて、補助金を出していく。それは、私は

おかしいんじゃないかなというふうな意見を持ってますんで、ここで申し添えをしておきた

いと思ってます。 

 時間がありませんので、あとはですね、あす、立山議員も通告されておりますし、あとは

総務文教委員会の中で、今の一般質問のやりとりを聞いていただきながら、総務文教委員会

の中で十分な審議を私はお願いをしたいと思っております。 

 そういったところで、次の項目に行きたいと思いますが、時間が終わるか終わらないかわ

かりませんので、申しわけありませんが、市民の声からの部分から、質問をさせていただき

たいと思っております。 

 市民の声からということで、まず、図書館の学習室の開放についてということであります。 

 基本的に、今、図書館の学習室として、夏休み、もしくは、冬休みの期間だけ、カルチ

ャーパレスの、基本的には、第三会議室の開放をされていると、そういった状況であります。 

 会議室の開放というのは、一般質問等でも以前取り上げながらお願いしてきた部分があり

ますが、図書館自体に机の配置が少ないと、で、なかなか夏休み、冬休み中ですね、非常に

学習する人たちが多くて、図書館に学習に行ってもなかなか机があいてなくて学習できない、

そういった状況から、夏休み、もしくは、冬休み期間中の会議室の開放ということで今して

いただいている状況があります。 

 ただ、今、また聞くところによりますと、やはり今から受験シーズンにも入ってきます。

なかなか家庭で学習ができない状況がある。そういったところに、どうしても図書館に行っ

ても、机がいっぱいで学習できない。渋々帰らなければいけないと、そういった状況がある

わけなんですが、市民から聞いたところで、やはり土曜日とか日曜日だけでも、せっかく会

議室があいてるのに何で利用できないんでしょうかと、せっかく会議室があいておるのであ

れば、そういった部分を開放していただければ学習しやすいんだがなと、そういった部分を

考えてほしいなちゅうふうな意見があったということから、私は、会議室を学習室として開

放できないのかどうか、その点についてだけ、私はこれは通告いたしました。ですから、そ

の点についてはどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 図書館の学習室開放についてでございますが、夏休み・冬休み期間中は、カルチャーパレ

ス会議室を学習室として開放いたしております。18年度は、夏休み・冬休みあわせまして

860名の利用者がございました。 

  その内訳でございますが、小学生が186名、中学生が339名、高校生が145名、一般が198名
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でございまして、一日の平均利用者は約25名でございました。19年度は、夏休み期間中の数

でございますが、小学生が153名、中学生が238名、高校生が112名、一般180名、合計で683

名の利用で、一日平均22名の利用者でございました。 

 なお、40名の方が利用できる第三会議室を主に開放し、開館時間は、図書館と同じく午前

９時から午後５時までといたしております。 

 このように、多くの方々の利用があっておりますので、今後は、夏休み・冬休み期間中に

限らず、利用者数に応じて適時会議室を開放して、利用者への利便性を図ってまいりたいと

考えております。──あっ、済みません、私、今、「860名」と言ったそうでございますけ

ども、「868名」です。訂正方をよろしくお願いいたします。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  適宜会議室を開放していただくというような答弁をいただきました。

本当にありがたいことだと思ってます。やはり、そうやって会議室あいてる分は開放してい

ただくということになれば、ほんとに利用する方にとっての市民サービスの向上にもつなが

る、そういうふうに考えるとこでありますが、ただ、適宜開放するという答弁をいただきま

したが、行ってもいつあいてるのかどうかわからないと、そういった部分があるんじゃない

かなと思います。 

 例えば、そうやって来られた利用者の方に、どういった形で、ならば周知をしていくのか、

もしくは、市民に対してこういった形で会議室を開放してますとか、そういった部分のお知

らせ、そういった部分についてはどのようにお考えでしょうか。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 利用者への周知をどのように行うのかとの御質問でございますが、利用者の方々への周知

の方法といたしましては、いろんな周知方法があると思われますが、前もって、会議室開放

を知らせるポスター等を図書館掲示板に掲示して広く周知を行い、また、開放日には、開放

する会議室入り口に「図書館学習室」と明記した掲示板を立てたり、来館者に直接、多い場

合は、そういったことで口頭での説明等もしながら、お知らせをしていきたいというふうに

考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  ぜひよろしくお願いしたいと思いますが、そういうことであれば、

今から適宜開放していくということであれば、もう早速開放するということで理解してよろ

しいんでしょうか。いつから開放するとか、期間的なものはどうでしょう。 

 もう、例えば、あしたからでも、そういった形で利用があれば開放しますよと、そういっ

たことで理解してよろしいんですか。よろしいんですね。ぜひ、そういった形で実施をです
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ね、うなずきがありましたんで、ぜひ、あしたからでも早速に、そういった利用があれば、

会議室の開放をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、２点目に行きたいと思います。スポーツパレス前の路上駐車についてということで

す。 

 スポーツパレス前の路上を見てみますと、現在、駐車禁止と書いたコーンとタイヤが交互

に両側にわたって、かなりの距離にわたって設置をしてあります。非常に、わあって、ちょ

っと思ったところなんですが、以前から、スポーツパレスの利用者とか、子供を迎えに来ら

れる保護者の方が路上に駐車をされると、よく光景を見ておりました。実際、私も子供を迎

えに行って何回か、私も、そこの路上に駐車をした一人でもあります。 

 で、駐車禁止のコーンが立ってからは、私も注意してまして、駐車場の方にとめて迎えに

行くようにしておったところなんですが、やはり非常に、そういったかなりの数のコーンと

かタイヤを両側に置かれてあるということで、恐らく駐車をされないようにということで、

そのような対策というふうに思っていますが、それでも、なかなか路上駐車が絶えないと、

そういったことを聞いたところであります。 

 ですので、現在、そういった路上、私は路上駐車がまだまだ絶えないというふうなことを

聞いておりますが、実際スポーツパレスとしては、そういった対策をしながら、現在はどの

ような状況になっているのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思いますし、もう

１点は、そのカルチャーパレスの入り口から西側の駐車場までの道路、これについては、公

道なのか、もしくは、施設の管理用道路なのか、その辺をちょっとお尋ねをしたいと思って

ます。 

 それと、あと１点、カルチャーパレスとスポーツパレスの管理区分はどこで分かれている

のか、それについてちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 国道445号からスポーツパレス駐車場までの道路は、スポーツパレスへの進入路という位

置づけになっておりまして、公道ではございませんので、道路法の適用は受けません。した

がいまして、スポーツパレスの管理者がこの道路を管理することになります。 

 スポーツパレス前の路上駐車につきましては、車の陰からの飛び出しや車の乗りおり時の

事故などの危険が予想されますし、通行にも支障を来します。このことから、駐車禁止の看

板を５カ所に設置して、路上駐車対策を図っているところでございますが、依然として、こ

うした駐車禁止の看板の前でも駐車をされる方が後を絶たず、通行車両へ御迷惑をおかけし

ているところでございます。 

 駐車場の管理区分でございますが、カルチャーパレス前の駐車場は、カルチャーパレス専

用駐車場となっておりまして、カルチャーパレスで管理しております。 

 また、管理棟東側の駐車場も、カルチャーパレスが管理する駐車場となっておりますが、
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照明等の電気代は、スポーツパレスからの配線となっておりますことから、スポーツパレス

で負担いたしております。スポーツパレス奥の駐車場は、スポーツパレス大駐車場となって

おりまして、スポーツパレスが管理をいたしております。 

 ただし、管理区分は明確になっておりますが、カルチャーパレスやスポーツパレスでの催

し物によっては、駐車場が不足しますので、お互いに協議をしながら利用をしている状況で

ございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  基本的には、やっぱり利用者のモラルの問題かなと、問題であると

いうふうに思っているところですけどね、ただ、どうしても、ちょっとスポーツパレス前の

路上に駐車をするというのがですね、何らかの施設の環境整備の不備があるのかなというふ

うに、ちょっと考えるところであります。 

 西側の駐車場を見たときに、夜間を見たときに、非常に暗いんじゃないかなというふうな

声もよく聞きますし、スポーツパレスからその駐車場まで行く区間の通路についても非常に

暗いところがあると、電気が消えてしまえば真っ暗でどうしようもないと。 

 そういった部分で、やはりなかなか西側の駐車場までとめて、例えば、迎えに来るとか、

そういった部分がやっぱし、一人で行った場合に暗い部分があって、いろんな危険があると

か、そういった部分で、やっぱりどうしても路上駐車、スポーツパレス前に路上駐車をされ

る部分があるのかなと、そういった部分もちょっと気になるところなんですね。そういった

ところで、そういった駐車場等の外灯の設置について、今の設置数で妥当と判断していらっ

しゃるのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 外灯につきましては、国道445号からスポーツパレス駐車場までは、スポーツパレス前の

芝生や樹木が植えてある緑地の道路沿いに１基、障害者駐車場に１基が設置してございます。

スポーツパレス駐車場には７基、スポーツパレス駐車場からスポーツパレスまでの通路に

７基が設置されております。 

 また、カルチャーパレス管理棟の東側駐車場に２基、東側駐車場からスポーツパレスまで

の間に２基、建物壁面に４基の照明が設置してあります。 

 議員御指摘のとおり、スポーツパレス駐車場からスポーツパレスまでの通路に設置されて

いる外灯は、高さが１メートルほどの照明でございまして、庭園灯程度のものでございます

し、建物の陰になるところでもございます。余計に暗さを感じるのではないかと思われます。

この照明確保につきましても、今後、調査検討をさせていただきたいと思います。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 
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○５番（笹山欣悟君）  あと１点だけ、ちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

 ほかの自治体のスポーツパレスみたいな体育施設を見たときに、結構、体育館のその周り

にすぐ駐車できるような駐車場、そういった部分がかなりあると思ってます。ただ、スポー

ツパレスは、非常に駐車場が遠いわけですよね。 

 ですので、今のそういったスポーツパレスの景観とか環境面、そういった部分も配慮して、

今の現在の形であってるのかなと思ってますが、ただ、ちょっと見たときに、身障者用の駐

車場がありますが、それから西側の方に向かっては芝を張ってあって、樹木が、木が植えて

ある、植栽してあると、そういった部分があります。そこのところを駐車場として開放すれ

ば、芝等の維持管理もなくなるし、一番利用者がすぐ近くに駐車すると、できると、そうい

ったような利便性等もあるのかなと思いますが、その辺はどういうお考えでしょうか、１点

だけお尋ねしておきたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 スポーツパレスの駐車場につきましては、敷地と建物の配置上、現在の場所に設置された

ところでございます。議員御指摘のスペースにつきましては、スポーツパレス利用者が、戸

外で休息される場として整備をしたものでございまして、面積が約1,000平方メートルござ

いまして、現在は樹木も成長し、大きな木陰をつくっております。このスペースの管理は、

シルバー人材センターに除草・清掃を年間を通じてお願いしているところでございまして、

樹木につきましても、状況を見ながら剪定を専門業者にお願いしているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、路上駐車防止対策としてどのようにしたら路上駐車をせず、

駐車場を利用していただけるのか、利用者の利便性、駐車場や照明の課題も含め、今後、調

査検討させていただきたいと思います。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  基本的には、利用者の方のモラルが一番だと思いますが、やはりぜ

ひ、そういった部分については、総合的な調査検討をよろしくお願い申し上げたいと思って

おります。 

 すぐすぐにそういった部分が解消できるかどうかちゅうのは、なかなか難しいところであ

りますが、ぜひできるところからそういった調査なり、検討なりをしながら、今後のあり方

を探っていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 人吉市史の編さんについてであります。 

 これまで、人吉市史は２巻刊行されておりますが、これまで刊行された市史の経過状況等

について、１点お尋ねをしたいと思います。 

 また、第２巻が、今、人吉城歴史館において発売中でありますが、これまでの発売の状況

についてもお教えいただきたいと思います。 
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 またあと１点、他市町村の市史編さん等の状況については、どのような取り組み状況なの

か、これについてお尋ねをしたいと思います。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 人吉市史につきましては、市制施行30周年記念事業として、昭和43年に編さん事業がス

タートいたしております。その結果、総説編と原始から江戸時代末までの通史から成る第

１巻を昭和56年３月に刊行し、明治維新から市制施行の昭和17年までの通史から成る第２巻

を平成２年３月に刊行いたしております。発行部数は、いずれも2,500部で、第１巻は完売

いたしております。第２巻の残りが1,110部ございます。 

 他市の状況でございますが、新熊本市史が、平成６年までを平成７年に刊行し、新宇土市

史が、平成６年までを平成18年に刊行しております。山鹿市は、旧山鹿市史として平成16年

までを刊行しております。 

 球磨郡では、免田町史が、平成14年までを平成15年に刊行し、球磨村は、昭和29年の合併

までを平成11年に刊行、山江村は、全４巻の村史を編さん計画がありますが、明治以降につ

いては具体的な計画がないということでございます。また、相良村は、全４巻の村史を刊行

済みですが、明治以降の近現代史の刊行計画はないとのことでございます。五木村は村史の

刊行がなく、計画もないとのことでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  昭和17年までの市制施行までの編さんということであります。それ

以降の、現在までのこの編さん、これについては今後どのようにお考えなのか、お尋ねをし

ておきたいと思います。 

 先ほど、他市町村の状況等をお聞きすれば、刊行しているところ、また、計画がないとこ

ろも、それぞれ市町村でまちまちのようでありますが、人吉・球磨が今のところ、合併とい

うふうな状況はほとんどこう進展していない、進展していかない状況にありますが、しかし、

いつ合併の話が持ち上がるかわからない、そういった状況でもあると思っております。 

 もし合併が進んだ場合に、その今の人吉市としての市史の編さんができるのかどうか、非

常にわからない状況も出てくると思っております。今現在、非常に複雑な現代ではあると思

いますが、やはり今の段階でそういった昭和17年以降の第３巻の市史の編さん、これについ

ては、基本的な方針を打ち出す必要があるのかなって、私は思うところですが、その点につ

いて、ちょっとお尋ねをしたいと思います。いかがお考えでしょうか。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 市史の編さんにかかわることは、副市長や教育委員長などで構成されます人吉市史編纂審

議会において審議することになります。平成２年に人吉市史第２巻を刊行しましたが、それ

以降、人吉市史編纂審議会を開催いたしておりません。したがいまして、第３巻以降の編集
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事業についての具体的な計画はございません。 

 しかしながら、編さん作業から出版までは相当の日数が必要となりますので、まずは、人

吉市史編纂審議会を開催し、検討を行ってまいりたいというふうに存じております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  人吉市史編纂審議会、そこで一応検討していきたいというふうなこ

とであります。人吉市史編纂審議会、私も、ちょっと初めて聞いた審議会でありまして、こ

うした審議会があるのをちょっと知りませんでした。 

 ただ、聞いてみますと、第２巻の刊行以来は今休止の状態のようであります。やはり、先

ほどから言いますように、現代を見てみますと、やはりさまざまな多くの事項が対象になっ

ていると思ってますし、情報量もかなり膨大になってきてるんじゃないかなと思ってます。 

 そこで、例えば、市史編さんをするための調査とか、資料収集等をするとしても、かなり

相当な日数、また時間を要するんじゃないかなと、非常に心配をするところであります。そ

ういったところで、早急にそういった編さんを着手すると、着手をしていくと、そういった

考えはございませんか。 

○教育部長（浦川康徳君）  お答えいたします。 

 人吉市史編纂審議会については、議員おっしゃいますように、できるだけ早く開催し、周

辺町村の動向も見ながら、編さん方針や内容、編さん体制などについて検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  ３巻の編さんについては、やはり重要な事業であると、私は認識し

ておりますので、ぜひ、先ほど、今答弁いただきましたように、人吉市史編纂審議会を開催

をしていただきながら、取り組み等について十分な審議をお願いしたいと思います。 

 出版に当たっても、十分な調査とか、資料収集等がかなり必要となると予想されますので、

やはり早急にそういった方向性を定めながら取り組んでいただきたいと思いますので、そう

いった形で要望をしておきたいと思います。 

 以上、人吉市史の編さんについては終わっていきたいと思います。 

 あと１点、市営住宅の入居についてということであります。 

 この項は毎議会ごとに、家賃滞納による明け渡し訴訟のための訴えの提起、こういった部

分が議案として提案をされてきております。今回は、ちょっと市営住宅、違った角度から質

問をしていきたいと思っておるところでありますが、市営住宅の入居については、収入基準

が設定してあると思っていますので、まず、その収入基準と家賃との関係をちょっとお尋ね

をしておきたいと思います。 
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 また、収入基準を上回っている場合にはどういうふうになっているのか、その点について

お尋ねをしたいと思います。 

○建設部長（丸山善利君）  御質問にお答えいたします。 

 市営住宅入居の収入基準と家賃との関係でございますが、まず、市営住宅の入居資格とな

ります収入基準に関してでございますが、入居資格の収入算出に当たりましては、世帯の合

計所得金額から、同居者控除や障害者控除、寡婦控除などを行い、その金額を12カ月で割っ

たものを「政令月収」といいます。 

 高齢者、障害者などの裁量が必要な世帯につきましては、政令月収が26万8,000円以下、

それ以外の世帯につきましては、政令月収が20万円以下であることが、入居資格を有する収

入基準となるわけでございまして、収入基準と家賃との関係でございますが、家賃体系は、

大きく分けますと、政令月収の金額の幅により八つの階層から成り立っておりまして、政令

月収がゼロ円から12万3,000円までの世帯が最も低廉な家賃となっております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  収入超過者の分については改めて２回目でまた、御答弁いただきた

いと思ってますが、収入超過者が、収入基準を上回っておれば、上回る場合のその収入超過

者の部分ですね、その方の入居者数が、収入超過者の方がどのくらいいらっしゃるのか。ま

た、そのような入居者に対してどのような対処をしていらっしゃるのか、その辺をちょっと

お尋ねをしていきたいんですが、やはり、かなり団地に入居希望待ちの方がいらっしゃると

聞いておるわけなんですね。その中でも、団地の収入基準以下で、どうしても団地に入居し

たくても、やはり市営団地があいてないためにどうしても入ることができない。 

 ましてや、自分よりもはるかに、例えば、収入のある方が団地に入っていらっしゃる状況

があって、何でそのような方たちが入ってらっしゃって、自分たちみたいな生活も苦しくて、

何とかその団地に入りたいと、そういうふうに思っとっても、どうしてもあきがないために

どうしようもないと、そういった方の声をちょっとかなり聞いたところであります。 

 ですので、そういった部分から、そういった収入超過者の方に対する状況ですね、先ほど

言いましたように、それと、例えば、高額所得者の方がおられるのかどうか、その辺につい

てちょっとお尋ねをしてみたいと思います。 

○建設部長（丸山善利君）  御質問にお答えいたします。 

 収入基準を上回っている入居者のうち、市営住宅に引き続き３年以上入居される方を「収

入超過者」と申しますが、政令月収区分ごとの収入超過者の世帯数につきまして、御答弁申

し上げます。 

 収入認定の基準日でございます本年10月１日現在、市営住宅の入居戸数は1,043戸となっ

ております。そのうち、政令月収が20万円を超え23万8,000円以下の層における収入超過は
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21戸となっております。以下、23万8,000円を超え26万8,000円以下が11戸、26万8,000円を

超え32万2,000円以下が23戸、32万2,000円を超え収入超過者の世帯は17戸となっております。 

 このほか、市営住宅に引き続き５年以上入居し、最近２年間引き続き政令月収が39万

7,000円を超える、議員申されました高額所得者の世帯が１戸でございます。収入超過と高

額所得の計で73戸でございまして、およそ全体の７％となっているところでございます。 

 収入超過者への対応に関しましてでございますが、高額所得者につきましては、住宅明け

渡しと義務がございますので、明け渡し期限を設けさせていただき、必ず退去していただく

ことになっております。それ以外の収入超過者の方に対しましては、住宅明け渡しに努力し

ていただく義務がある旨を記載した収入認定通知を送付した資料をお送りしているところで

ございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  それでは、はしょっていかんと時間がなくなってきました。それで、

高額所得者の方に対しては、例えば、退去勧告などを出されたことがあるのかどうか、１点

お尋ねしたいということと、もう１点は、そういった収入超過者の世帯に対して退去を勧め

るような対策がとることができるのかどうか、市としてはどのように考えていらっしゃるの

か、２点、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○建設部長（丸山善利君）  御質問にお答えいたします。 

 本年４月１日から、収入超過者に対しまして、市営住宅に居住する効果を薄くして住宅の

明け渡しを促進しようとする「改正公営住宅法」が施行されました。具体的に、収入超過者

の家賃を段階的に引き上げ、１年ないし５年間をかけて、最高家賃の適用というものでござ

います。 

 しかしながら、収入超過者の住宅明け渡しに関しましては、従来と同じく、努力義務にと

どまることや収入超過者の所得が減少したならばもとの家賃に戻るという点から、必ずしも

効果が期待できるものではないと考えているところでございます。 

 しかし、市営住宅は、公営住宅法に基づくものでございます。公営住宅の利用関係につき

ましては、司法上の賃貸借関係でありますので、一般法として民法や借家法の適用があると

されております。 

 そのようなことから、本市が事業主体でございます市営住宅でありましても、収入超過者

に対して独自の対策を講じることは難しい、なかなか可能ではございませんが、市が発行し

ております全入居者向けの団地だよりや各種通知書などを通じて、収入超過者には、明け渡

しの努力義務があることをお伝えし、早期の明け渡しをお願いしていく機会をふやしてまい

りたいと存じます。 

 以上、お答え申し上げます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  今、非常に難しい問題なのかなということで、ちょっと感じたとこ

ろです。しかし、公営住宅法の目的からしますと、ほんとに住宅に困窮している方、低額所

得者に対して低廉な公営住宅を提供すると、そういった部分がありますので、ほんとに低所

得で、市営住宅に入りたいと待っておられる方がおっても、どうしてもあきがないために入

ることができないと、そういった状況ですので、やっぱりそういった部分をやはり市として

も配慮をいただきたいと、私は思いますし、これは法律の壁でどうしようもない、やはり入

っている方の権利もありますので、無理にということはできませんので、それについてはや

はり長い観点で、やはりいろんな形で話をしてお願いをしていくとか、そういった部分で、

やはり少しでも一人でも多くのですね、例えば、低所得者でほんとに団地に入りたい、そう

いうふうに待っておられる方が入れるような、これは努力をやはりそういった形で、これ強

制的にはできないと思いますので、そういった形での努力をお願いしたいというふうに思い

ますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 公益通報者保護制度についてであります。 

 2004年の６月に公益通報者保護法が成立いたしまして、2006年４月から施行されておりま

す。公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者を不利益な取り扱いから保護するととも

に、事業者による法令遵守を促進することを目的として、公益通報をしたことを理由とする

通報者の解雇の無効や、その他の不利益な取り扱いの禁止等、公益通報に対して、事業者及

び行政機関のとるべき措置などについて規定をされているところであります。 

 市長のマニフェストにも、内部通報制度を設け、入札や事業の透明性を高める、不正に関

与した職員に対しては、地方公務員法に従いペナルティー制度を設けると書かれています。

この内部通報制度が、いわゆる、この公益通報者保護制度に当たるものであると、私は思っ

ております。そこで、この制度の内容について、１点御説明をいただきたいと思います。 

○総務部長（秋山健兒君）  御質問にお答えします。 

 近年、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しなど、国民の安心や安全を損なうような企

業不祥事の多くが、異業種内部の労働者などからの通報を契機としまして、相次いで明らか

になっております。 

 このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の要望な

どに係る法令遵守を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由とし

て、解雇などの不利益な取り扱いを受けることがないよう、公益通報者保護法が制定され、

平成18年４月１日から施行されました。 

 この公益通報者保護法では、保護される通報要件や保護の内容等を定めるとともに、事業

者や行政機関がとるべき措置を規定をしております。これにより、公益通報を受けた行政機

関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりませんし、公益通報が誤って処分等の権
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限を有しない行政機関になされた場合は、その行政機関は正しい行政機関を通報者に教示し

なければならないとされております。 

 国では、この法の円滑な施行のため、行政機関への外部の労働者のから通報、行政機関内

部の職員等からの通報でございます。及び事業者内部における通報処理のために、民間事業

者向けのガイドラインを定めているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  2006年４月からの法律施行ということでありますが、まず１点、市

役所内に、2006年４月からの法施行に伴って、市役所内における担当窓口、担当課の窓口が

あったのかどうか、１点お尋ねをしたいと思います。 

 それと、人吉市における公益通報者制度の取り組みについて、どのように考えておられる

のか、特に、人吉市におけるその内部通報処理体制の整備ですね、その辺もどのように考え

ていらっしゃるのか、あわせてお尋ねをしたいと思います。 

○総務部長（秋山健兒君）  ２回目の御質問にお答えします。 

 地方公共団体としましては、内部通報を受け付け処理する事業者としての位置づけ、また、

所管事業者に関する通報、これは、外部からの通報を受け付け処理する権限、権限ある行政

機関としての位置づけの二面的性格がございます。 

 まず、市役所内部からの通報に関する市の考えについてですが、市長のマニフェストにも

内部通報制度を設けるとありまして、平成19年度中には、仮称ではございますが、「不正防

止内部通報に関する要綱」を定める予定でございます。 

 その内容ですが、職員及びその他関係者からの通報を適切に処理するため、通報処理に係

る基本的事項を定めるもので、市としてとるべき措置を確立し、通報者の保護を図り、不正

防止の自浄作用の向上を図るものになります。 

 次に、外部の労働者からの通報についてでございますが、市として法令に基づいた処分等

の権限を有する事案としてどのようなものがあるか、また、通報を受け付ける相談窓口体制

や、通報内容の調査、是正措置を含め、通報処理の仕組みの整備、さらには、秘密保持の徹

底、利益相反関係の排除など、今後十分調査研究する必要があると考えておりまして、先進

事例等も参考に検討してまいりたいと存じます。 

 なお、事業者や市民に対しても、制度の周知を図っていく必要もあろうかと考えておりま

す。 

 なお、窓口につきましては、地域生活課の相談係の方で対応しております。 

 以上、お答えとします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  この公益通報者保護については、まだ、今後取り組みをされるとい
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うようなことで、なかなかその具体的に踏み込んだ議論がちょっとできないなと、ちょっと

まだ思っております。ただ、ことしになりましてからも、かなり新聞報道等で産地偽装の問

題、また、消費期限改ざんの問題、そういった偽装のさまざまな問題が非常に明るみに出て

きております。そういった部分を見てみますと、やはり内部告発とか、匿名通報とか、そう

いった部分が、こういった公益通報者保護に守られて、そういった形で出てきたのかなと、

私は思っておるところであります。 

 公益通報というのが、やはり消費者の保護とか、公正なやっぱり社会を実現するためには、

やっぱりどうしても不可欠なものであると考えますので、今後、行政機関に対する労働者か

らの公益通報についてはどうやった対応をするのか、もしくは、その人吉市に対する公益通

報の窓口はどういうふうに設けていくのか、また、そういった公益通報の対象となる法律、

それから、それの担当窓口、そういった部分はどういうふうに決めていくのか、そういった

さまざまな問題があろうかと思っております。 

 そういった部分については、やはり実施要領なり、事務要領といいますか、そういった部

分をきちんと策定をしていただきながら、また、公益通報に対しては、こういった事務の流

れでやっていきますよとか、市民からの、労働者からの通報の場合には、こういった取り組

みで対応していきますよと、そういった部分をやはり行政が行政としてできることをきちっ

と市民にわかりやすく知らせてほしいと、私は思います。 

 ですので、これについては、今後そういった取り組みをされた中で、問題点について、ま

た指摘をしていきたいと思いますので、そういった形での早目の対応をお願いを申し上げた

いということで思っております。ぜひよろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、庁舎プロジェクトと本来の業務のあり方についてということで質問

していきたいと思います。 

 今回の市長の施政方針の中で「庁内プロジェクト」と、そういった言葉がかなり方針の中

に出てきました。マニフェストの実現に向けて、庁内においてさまざまなプロジェクトを立

ち上げて検討を進めていかれるというようなことでありますけども、施政方針に出てきただ

けでも、中身だけでも、「農産物ブランド化推進会議」、「農産物生産加工推進作業部会・

健康づくり推進作業部会」、「交通網の整備プロジェクト」、「駅前活性化推進プロジェク

ト」、「お城全体名城作戦プロジェクト」、「魅力ある観光開発プロジェクト」といったよ

うに多くのプロジェクト名が出てまいりました。 

 これ以外にも、かなりのプロジェクトがまだあるのかなと、立ち上げてあるのかなという

ことで思っているわけですが、こういったプロジェクトの果たす役割と主管課と全体の取り

まとめの課がどうなっているのか、また、そのプロジェクトの職員はどういった形で構成を

されているのか、その点について、１点お尋ねをしておきたいと思います。 

○企画部長（井上修二君）  私の方から、庁内プロジェクト業務のあり方についてという御
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質問の中で、どのような仕事があり、プロジェクトの担当課はどこかということでございま

すので、これについてお答えします。 

 交通網の整備プロジェクトは、建設部道路計画課が所管をいたしておりまして、平成21年

のＳＬの復活走行、平成23年の九州新幹線の全線開通を視野に、ＪＲ人吉駅及び周辺の整備

や交通網の整備、あるいは、観光的要素の拡充を目的にプロジェクトを設置いたしておりま

す。戦略プロジェクトの構成員は、事務局を含めまして14名、そのほか、推進プロジェクト

を三つ設置いたしております。で、28名が参加をいたしております。 

 次に、中心市街地活性化基本計画庁内推進会議のプロジェクトは、改正法による新たな中

心市街地活性化基本計画の策定と、市長マニフェストに沿った中心市街地の活性化を検討協

議することを目的といたしておりまして、経済部商工振興課が所管いたしております。構成

は、戦略プロジェクトである推進会議が９名、それから、推進プロジェクトに当たる幹事会

が20名となっております。 

 次に、人吉城跡保存活用協議会のプロジェクトは、組織としましては、要綱に定めた既存

組織を戦略プロジェクトとして位置づけたものでございまして、人吉城跡に花いっぱいの憩

いの場を設けることや観光拠点としての拡充を目的といたしております。教育部社会教育課

が所管いたしておりまして、構成員は９名です。それに、作業部会である推進プロジェクト

が13名の構成となっております。 

 次に、魅力ある観光開発プロジェクトは、観光振興課が所管いたしておりまして、黒川温

泉や湯布院にも負けないような温泉街の創出を目指すものでございまして、現在、温泉町で

展開できないか、検討を進めているところでございます。構成員は22名、推進プロジェクト

に当たる幹事会は現在調整中でございます。 

  次に、農産物ブランド化推進会議のプロジェクトは、経済部農業振興課が所管いたしてお

りまして、農産物の生産履歴、成分分析、それを素材とした料理のレシピを３点セットとし

て、地域の農産物を売り出すことで農産物のブランド化を図るものでございます。戦略プロ

ジェクトは14名で構成いたしておりまして、推進プロジェクトを二つ置いておりまして、19

名が参加いたしております。 

 次に、幸せ追求プロジェクトは、持続可能な社会作り担当部長に課せられた特命事項とし

たプロジェクトでございまして、講演会等の開催による幸せに関する市民意識の醸成や市民

の総幸福量の研究、検証を目的といたしております。構成員は７名でございます。 

 これら六つの戦略プロジェクトのほかに、職員の提案によって設置されております推進プ

ロジェクトがございます。一つは、球磨川再生チームでございまして、構成員は８名となっ

ております。もう一つが、村山公園・石野公園活用チームでございまして、構成員は10名と

なっております。 

 それから、職員の応募状況と取りまとめの課があるかということでございますが、職員の
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応募につきましては、戦略プロジェクトは、それぞれの所管課におきまして、関係各課に依

頼した職員で構成しており、関係業務という要素が強いものでございます。 

 推進プロジェクトにつきましては、作業部会として関係課に充て職的にお願いしたものも

ありますが、それぞれの所管課等で公募を中心に参加を呼びかけ組織いたしております。応

募の状況はプロジェクトによって異なりますが、取りまとめとしましては、プロジェクトを

設置した時点で、企画課にチーム設置届を提出するようお願いをいたしているところでござ

います。 

 以上、お答えします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  それぞれかなりの、六つの戦略プロジェクト、また、それから、そ

のテーマごとの推進プロジェクトの設置ということであります。本来の自分の業務を行いな

がら、こういったプロジェクトの事業に取り組んでいくと、そういった事業でありますから、

非常に職員の仕事量を考えたときに、職員の方の仕事のその負担がかなり大きくならないか

というふうに思っているところであります。本来の業務ができなくなるようなそういった部

分が出てくるのじゃないかという心配をするところでありますが、そういった職員の本来の

業務との関連性、これがどのように変わってくるのか。 

 また、その業務とプロジェクトの業務とのかかわり方をどのように整理を考えていらっし

ゃるのか、それについて、ちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 

○企画部長（井上修二君）  本来の業務とプロジェクト等の事業との関連ということでござ

いますが、まずは、地方自治法制度の変遷でございますが、平成７年に地方分権推進法、平

成11年に地方分権一括法が成立し、事務の権限移譲が市町村になされてまいりました。 

 この大きな地方自治制度の大改革によりまして、地域のことは地域住民が自分たちでどん

な事業を必要かを決定し、財政的にも責任を持って、地域の行政運営、地域経営を実施して

いかなければならないという時代に変わってきたところでございます。 

 従来は、国や県でどんな事業をやるかという事業内容を決定し、それを全国一斉に補助金

を受けながら実施してまいりましたが、現在は市長を含め、職員や住民の皆様、また、議員

の皆様はどんな事業が必要であるか、また、どのようにして実施していくかを自治体独自で

決定していかなければなりません。地方自治体の健全な行財政運営の観点からは、一つの事

業を実施する場合でも、より安い経費で効果が多方面に行き渡る事業方法が求められてまい

ります。 

 例えば、それが、本市の個性、歴史性、文化性を有しているか否か、観光面や地域振興の

面でも効果的かどうか、乳幼児や高齢者、あるいは、障害者にも利用しやすいつくりである

か、また、社会システムであるかなど、全方位に気配りした事業であるかどうかが問われて

まいります。 
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 そうなりますと、従来、国の所管省庁に対して、それに対する市の所管課だけで実施して

きた事業のやり方、いわゆる縦割り型の行政のやり方では対応できなくなってきております。

今回のマニフェスト関係の事業は、本市独自の必要性に基づき、典型的な地方分権時代対応

の事業と言え、もはや単独の課だけでは対応できない状況にあります。 

 そこで、一つの事業を担う多方面の効果から考えると、どうしても複数の課の特定の分野

に精通した職員の協力がないと実現できないという事業自体からの要請が生じ、また、関係

各課からその事業だけを実施するために別個の組織を新たにつくる人的、財政的な余裕のな

い現状におきましては、プロジェクトで対応せざるを得ない状況でございまして、現在のプ

ロジェクト体制をとっているところでございます。 

 また、職員の負担という問題に関しましては、プロジェクトにメンバーの組み方としまし

ては、職員が応募する方式と課を指定して職員が参加する方式の二つの方法をとっておりま

す。いずれの方法におきましても、プロジェクトに参加する職員本人、あるいは、プロジェ

クトを所管します所管課から、所属長には承認をとってありまして、本来の業務に支障が生

じない範囲で、また、職員本人に過度な負担が生じない範囲で、課や係で十分調整をとって

いただきながら、市の発展のためにプロジェクトの運営をやっていただいているところでご

ざいます。 

 このことにつきましては、部長会でも、個々の職員に過度な負担がいかないよう申し合わ

せをいたしたところでございます。また、プロジェクト全体の進捗状況の把握や連絡調整に

つきましては、現在、企画課の方で担当をいたしております。 

 以上、お答えします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  もう時間がなくなってきましたので、終わっていきたいと思います

が、ただ、そのプロジェクトの事業とか、そういった進め方、そういったものを考えたとき

に、プロジェクトで行うその事務事業の範囲と、例えば、担当所管の本来の事務事業との関

係やらかかわり方、もしくは、また、それに伴う予算、予算執行が伴う場合にどのようにな

るのかなと、非常に複雑にわからない部分が出てくるわけなんですね。 

 ですので、その辺で、例えば、そういった複雑にかかわってきますので、例えば、そうい

った進行管理をきちっと管理していくというような、例えばマニフェストを管理していくよ

うな推進室、そういったものを設けて、そういった部分のプロジェクト体制のあり方をつく

っていく必要もあるのかなというふうに考えるところなんですけども、その辺の関係につい

ては、先ほどちょっと、いろんな財政的な面、いろんな面から、人員面から厳しい状況であ

るかと思いますが、もしそういったマニフェストをきちっと確実になしていくと、そういう

ことであれば、そういった推進室なるものが必要かなと思いますが、その点についてはどう

お考えでしょうか。 
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○企画部長（井上修二君）  プロジェクトの進め方についてのマニフェスト進行室、こうい

ったものが必要ではないかということでございますが、プロジェクトを組んで事業を進める

必要性は、先ほど申し述べさせていただきましたが、実際の事業の実施につきましては、現

在の所管事務に沿って、それぞれの課に予算の方をつけて事業を行うということになります。

事業関連の予算は、プロジェクト自体に組むわけでなくて、プロジェクトの所管や関係課に

組むということになります。 

 19年度につきましては、新年度予算の編成後に、田中市長がマニフェストを掲げて当選さ

れたことから、既存事業とマニフェスト関連事業の進め方に戸惑った感も否めませんが、来

年度事業につきましては、これからの新年度の予算編成時点で、平成21年のＳＬ復活走行や、

23年春の九州新幹線の全線開通などを見据えたマニフェスト実現に向けた予算組みになって

まいりますので、各課でもさらに事業が整理されていくものというふうに考えております。 

 また、マニフェストに関しての権限を持った進行管理を行う組織が必要でないかというこ

とでございますが、先ほどお答えさせていただきましたとおり、やはり人的な余裕や財政的

な余裕がなく、独立の組織を設置することは、現状では極めて困難ではないかというふうに

思います。 

 そこで、マニフェストに関しますことは、政策にかかわる部分でございますので、現在、

市の重要施策について審議を行っております行政経営会議におきまして、進行状況の確認を

行っていくことが妥当ではないかというふうに考えております。 

 以上、お答えします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（大王英二君）  ５番。 

○５番（笹山欣悟君）  時間が来てしまいましたので、あえて言いませんので、ぜひ、プロ

ジェクトの事務事業と本来の業務の事業の遂行については、やはり本末転倒にならないよう

に、きちっとした整理を行いながら、職員の方の混乱が生じないように、そういったマニフ

ェストの取り組みについては取り組みを進めていただきたいと、そういうふうに思いますの

で、ぜひそういったことをお願い申し上げまして、時間が来て大変申しわけございません。

一般質問を終わります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○議長（大王英二君）  以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会をいたします。どうもお疲れさまでした。 

午後５時36分 散会 
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